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令和７年第３回竜王町議会定例会（第３号） 

                            令和７年９月２５日 

                            午前９時００分開議 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第３日） 

日程第 １ 一般質問 
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一 般 質 問 

 

１ 「まちづくり住民懇談会」での意見集約は……………………………山田義明議員 

２－１ 重点施策プロジェクトの進捗は……………………………………鎌田勝治議員 

２－２ 令和７年度全国学力・学習状況調査結果を受けて………………磯部俊男議員 

３ 竜王町ホームページの情報の鮮度アップを……………………………鎌田勝治議員 

４ 竜王町における学校での防災教育は……………………………………大橋裕子議員 

５ 家庭教育支援事業の今後は………………………………………………大橋裕子議員 

６－１ チョイソコりゅうおうの今後は……………………………………中村匡希議員 

６－２ 「チョイソコりゅうおう」を使いやすく…………………………橘せつ子議員 

７ 町内で多発する声掛け事案への行政の対応は…………………………三宅政仁議員 

８ 中学生自転車通学の指導結果は…………………………………………三宅政仁議員 

９ 竜王町のこれからの介護事業は…………………………………………橘せつ子議員 

10 低所得者等へのエアコン設置の購入費用の助成を……………………橘せつ子議員 

11 聞こえのフレイル予防を…………………………………………………橘せつ子議員 

12 排外主義・排他主義的な言動への認識は………………………………橘せつ子議員 

13 多文化共生の推進を………………………………………………………森島芳男議員 

14 スポーツ少年団の維持・活性化を………………………………………森島芳男議員 

15 河川の減災対策は…………………………………………………………若井政彦議員 

16 改めて問う、物価高騰対策は……………………………………………若井政彦議員 

17 中心核整備計画の見直しは………………………………………………若井政彦議員 

18 行政の中心地としての景観と機能向上は………………………………澤田満夫議員 

19 豪雨対策調整池の平常時の活用方法は…………………………………澤田満夫議員 

20 地域交通の充実で目指す暮らしは………………………………………内山英作議員 

21 これからの自治組織のあり方は…………………………………………内山英作議員 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

 １番 中 村 匡 希   ２番 三 宅 政 仁 

 ３番 若 井 政 彦   ４番 大 橋 裕 子 

 ５番 鎌 田 勝 治   ６番 橘   せつ子 

 ７番 澤 田 満 夫   ８番 磯 部 俊 男 

 ９番 内 山 英 作  １０番 森 島 芳 男 

１１番 山 田 義 明  １２番 小 西 久 次 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 図司 明徳 

住 民 福 祉 主 監 川嶋 正明  産 業 建 設 主 監 森  徳男 

会 計 管 理 者 寺本 育美  総 務 課 長 町田 啓司 

未 来 創 造 課 長 岩田 宏之  中 心 核 整 備 課 長 織田 政則 

税 務 課 長 奥  敏和  生 活 安 全 課 長 冨田 尚弘 

住 民 課 長 臼井由美子  福 祉 課 長 中原 江理 

健 康 推 進 課 長 野村 博嗣  自 立 支 援 課 長 小森久美子 

農 業 振 興 課 長 中島 孝之  商 工 観 光 課 長 西村 忠晃 

建 設 計 画 課 長 中西 政也  上 下 水 道 課 長 越智 裕彰 

教 育 次 長 森岡 道友  教 育 総 務 課 長 沖  宏賢 

学 校 教 育 課 長 山中 博嗣  生 涯 学 習 課 長 山中 知樹 

５  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 寺嶋  要  書 記 後藤麻理奈 
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開議 午前９時００分 

○議長（小西久次） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員数は１２

人であります。よって、定足数に達していますので、これより令和７年第３回竜

王町議会定例会を再開いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 １ 一般質問 

○議長（小西久次） 日程第１ 一般質問を行います。 

質問及び答弁は、簡単明瞭に要旨のみ願います。 

発言通告書が先に提出されておりますので、これに従い質問願います。 

それでは、１１番、山田義明議員の発言を許します。 

１１番、山田義明議員。 

○１１番（山田義明） 令和７年第３回定例会一般質問。１１番、山田義明。 

質問事項は、「まちづくり住民懇談会」での意見集約は。 

第六次竜王町総合計画の後期基本計画策定に向けて、去る８月６日及び１０日

に「まちづくり住民懇談会」が開催されました。懇談会では、計画全体の説明と

前期の実績、住民や中学生のアンケート結果や中心核整備の変更点及び後期の方

向性についての説明がなされた後、意見交換が行われました。 

懇談会で出された意見は、いずれも町民の生の声として重要視されると考えて

いることから、次の点について伺います。 

１、メインテーマである中心核整備事業や財政計画に対する意見と対応は。 

２、身近な意見として出された、美観や異臭等の町の対応は。 

３、人口減少や若者定住に必要な対策や施策で出された意見から、生かさなけ

ればならないと感じた意見に対する町の反応は。 

４、上記３点以外の意見から、後期計画の修正が必要となる項目があったか。

あれば、その内容とこれに対する町の対応は。 

ということでお願いします。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 山田義明議員の「「まちづくり住民懇談会」での意

見集約は」の御質問にお答えいたします。 
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まちづくり住民懇談会は、第六次竜王町総合計画の後期基本計画の策定に向け

て、８月６日水曜日の１９時から、８月１０日日曜日の１０時からと１４時から

の合計３回を同じ内容で開催し、合計６７名の方に御参加いただきました。 

この中で町からは、これまでの取組や住民・中学生アンケートの結果概要を報

告させていただくとともに、第六次竜王町総合計画のエンジンとなる竜王町コン

パクトシティ化構想の大きな柱の１つである中心核整備における、交流・文教ゾ

ーン整備の費用やスケジュールの一部見直しについて説明させていただきました。 

また、後期基本計画の方向性や今後の事業についても報告・説明し、その後、

参加者の方々と意見交換をしました。お寄せいただきました御意見や御質問には

その場で町長、副町長、教育長からお答えし、皆様から一定の御理解をいただい

たものと認識しております。 

 当日会場での御意見の中には、１点目の御質問にあります中心核整備事業や

財政計画に対するものが数点ありましたので、代表的な質疑応答を御紹介させて

いただきます。 

まず、新小学校の開校が遅れることに残念だとの御意見に加えて、これ以降の

施設は遅れることのないように進めてほしいとの御意見をいただきましたので、

御期待に応えられるように進めてまいりますとお答えしております。 

また、物価高騰の影響や借入金の返済についても懸念するとの御意見をいただ

きましたが、その都度議論をして、財政シミュレーションを示しながら、議会か

らのチェックをいただいて進めていくので安心してほしいとお答えさせていただ

きました。また、今後課題が生じれば、実施時期の延期や事業内容の再検討もあ

り得るともお答えしております。 

次に、２点目の美観や異臭等、日常の生活環境についての不満や不安について

も御意見をいただきましたので、若者定住の観点も含めて改善を図っていくよう

検討しております。 

３点目の御質問については、懇談会の中で特に若い世代の参加者の方から、住

宅地の確保や小学生の通学についての御意見をいただきました。これについては、

住宅環境の充実や地域交通の充実で対応していきたいと考えており、後期基本計

画へも再度明記してまいります。 

４点目の御質問については、前期基本計画に対して大幅な修正が必要となる具

体的な御意見はありませんでした。 

後期基本計画の策定については、竜王町総合計画審議会へ諮問しております。
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委員の中には、女性の委員や若い世代の委員もおられますので、こういった方々

の御意見を積極的に取り入れていきたいと考えております。 

これからも第六次竜王町総合計画の実現に向けて、財政状況を見ながら、未来

に向かって必要な投資は行い、若者や女性から選ばれる地域となれるような施策

を展開できるよう、後期基本計画にしてまいりたいと考えています。 

以上、山田議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 山田義明議員。 

○１１番（山田義明） 私から４点ほど伺わせていただいたんですけど、まず１点

目の件でございます。 

過日、予算決算常任委員会と令和６年度の決算報告を読みまして、町税もだん

だんと減少傾向にあるようにもうかがったところでございます。 

そういった中で、この中心核にいろいろ要ります経費でございますが、やっぱ

り今後いろいろと影響してきて、この借入金につきましては、それなりに竜王町

の活動をタイトにするような内容になっているなということも思っております。 

そういった中で現在におきましては、ふるさと納税で結構いろいろと頑張って

いただきまして、令和６年度は前年度の約３倍ということで、その半額というか、

そこら辺が基金としては貯められるところでございますが、やはり今後、まだも

っとやっぱり増やしていただくなり、それをキープしていただく必要があろうか

と思います。 

そういったことも当然分かっておられると思いますが、まずこのふるさと納税

を何とかそのような格好で維持するために、１点目は伺いたいと思います。 

ふるさと納税の品物を、実は昨日、ちょっと私も調べとって、八幡と竜王のそ

の差なんですけれども、これにおいては八幡は一番は肉だったんですね。ところ

が竜王はハンバーグということで、ちょっとどちらかといったら何か竜王の場合

は加工に手間がかかりそうな感じで、肉の場合はさっとそのままというか、案外

と手間が要らないような内容で、結構高額な金額があったと思います。ずっと前

も私自身、ふるさと納税に関しまして一般質問で八幡等のこともやはりいろいろ

と参考にしてほしいなということで言っておりましたんですけれども、できれば

そういう格好でいろいろと加工というか、案外と待ってもらうような、品切れの

ないような、そういう体制を整えるためには、時間も少ないような内容が一番の

品目になるようなやり方というか、運営に仕方もお願いできたらありがたいなと

私は思っております。 
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それから、ふるさとチョイスのいろいろ手を打っておられまして、いろんな更

新をされてるんで昨年は寄附金が増えたと思うんですけれども、今年度いろいろ

ともうちょっとその点でいろんなサイトに手を打ってもらえたらありがたいなと

私は思っていますが、そこら辺もうちょっとフル活用をお願いしたいなと思いま

す。 

あと、ちょっと肉の関係ですが、ちらっと見たらあまりにも……。 

○議長（小西久次） 山田議員、今は財政計画のことを聞いておられると思います

ねんけれども、ちょっとこれは質問がずれている感じがするんですけれども、戻

していただけませんか。 

○１１番（山田義明） そしたら、ふるさと納税について、ここを押さえとかない

と財政計画のフォローができないということで僕はしてるんですよ。だから、そ

れ以外に何かあるんやったらまた何やけども、これもない、手だてがない。当面、

工場誘致とかそういったことで固定資産税とか町税が入る、そういう手だてもあ

ると思うんですけれども、ここら辺も押さえとかないとということで私自身は言

うてますんで。ちょっと御理解願いたいなと思います。 

そんなことでふるさと納税そういう格好で、ほかにもいろいろと手は打っても

らっとるんですけれども、頑張ってもらってやってもらいたいということで、も

うちょっと何か対策、今言うたそういうような対策はないかなという点をお伺い

したいなと思います。 

２点目の件につきまして、美観と異臭の関係でございますが、美観に関して結

構道路の雑草がいろいろと言われとったと思うんです。これについて、夏場いう

と結構もう雨も降ったら雑草が伸びるんですよ。あと、町は一生懸命頑張っとる

けれども、県道のほうは残っとるとかいう話もあって、これはそうなんですけれ

ども、町のほうも実は全く刈れてないところもありますんで。これにつきまして

も、最近トラクターでアーム式の草刈り機とかこんなやつもあって、さっと全体

的にやるんやなしに、一部抑えるような方法もあるんやないかと私自身は思って

ますんで、こういったことができないかどうかということ。 

あと異臭につきましては、どうも予算決算常任委員会の中でも、どっちかとい

ったら業者さんというか、作業をされてるほうでの測定という話を聞きましたの

で、町で測定器もないというようなことではやっぱりちょっと問題やなと私自身

は思ってますんで、せめて測定器ぐらいは持って、何かいろいろトラブってると

きに対応できるかできないかどうかということで、これは伺いたいなと思ってお
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ります。 

次に３点目、これは若い世代の話でございますねやけども、福祉の関係で、や

っぱり妊娠から小中学校ずっと上がってくるまで、結構いろいろと対応されてる

んですけれども、２０代から３０代、いわゆる結婚される年代が竜王町としては、

どちらかといえば女性も少ないとか、そういう問題もあって、また就業する場所

もないということで一時、この町もややこしいような話もいろいろ言われとった

んですが、幸い女性の方がそれなりに人数が出てきたんで、今回は消滅する町に

はならなかったというようなことやと私は思っています。 

そんなこともあって町のほうでは、まちづくり活動支援事業ということがある

んですよ。これについて、「幸せ受け愛隊」ということで令和６年はされてるん

やけれども、令和７年度はちょっと成績が悪うてやらないとかいう話もございま

した。残念なことで、この年代に結婚されない、この町にいろいろ残ってても何

かメリットもないような気もするんで、これ何とかやってもらって、この町がや

っぱりそれなりになっていくような町になるように、例えばこの「幸せ受け愛隊」

というものについて、もうちょっと何か資金協力をするとか、あるいはもうちょ

っと何とか専門的なそういった支援を受けられる、そういう内容のことについて

ならんかとか言うことも私は思うんですわ。そういったところが、どうしても金

がなかったら、またこれも期待するんですけれども、ふるさと納税のほうで何か

そういう資金というか、資金稼ぎでやっぱりやってあげて、クラウドファンディ

ングなんかを使って、そういった方法もあるんじゃないかと思います。 

あわせて、ふるさと納税の関係につきましてはそういうことも言うてますねや

けども、返礼品のお礼とかにおきましては、町のシティプロモーションっていう

ことをやっておられるんですよ。こういったことについてＱＲコード等を使って、

この町のことを何とか協力しようやないかなということになるように、できれば

お願いしたいなというように思っております。 

あと、シティプロモーションにつきましては、今はどちらかといえば一応今の

現状をいろいろ言われてるんですけれども、何か飛びつくようなものもちょっと

ないなということで、例えば竜王町は英会話がすばらしい町やという、英語を一

生懸命頑張ってんねやったら、例えば小学校の通学時にこどもらが英語で通学す

るような、そういうシーンがシティプロモーションになったら、それはそれでや

っぱりすばらしいところやなということでは私は思うんで、そこら辺もやっぱり

ちょっと考えながら、いろいろ組み合わせながらやってもらえたらええなという



- 65 - 

ことを思いまして、今回は一応この３点で再質問とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 山田議員の再質問の中で、ふるさと納税について私からお答

えしたいと思います。 

今、御指摘をいろいろいただいた中で、いわゆる新しいまちづくりということ

でコンパクトシティ化、特に教育施設の集約ということ、中心核整備、これを今

やっています。おっしゃるように大変物価の高騰、また人件費の高騰等々で費用

がかさんできているということも事実でございますので、何回も御心配もいただ

き、いろんなアドバイスもいただいておりますけれども、何とか財政規律をしっ

かり守りながら、竜王町の財政の健全性を維持しながらこの事業を進めたいとい

うふうに思っているところでございます。 

そういう中で山田議員おっしゃるとおり、一つの手段としてふるさと納税とい

う制度がありますので、これをさらに強化していこうと、これももう５年ぐらい

前から実際やってるわけですけれども、この２年ぐらい中間業者というか、パン

クチュアルっていう会社が業務委託をして、そこの創意工夫もあってかなり伸び

てきているのが今の状態でございまして、昨年が１５億円まで伸びたということ

ですので、１５億円ということになると、７億５，０００万円ぐらいの一般財源

の収入というふうに考えることができますので、我々としては何とかこの取組を

強化することで、当面令和７年度については２０億円ぐらいまで持っていきたい

というふうに思っています。 

それから、次のステップでやっぱり３０億円、４０億円ぐらいまで何とか持っ

ていけないかという取組を今、商工観光課を中心にやってもらっているというの

が今の状況でして、その内訳として、先ほどおっしゃった近江八幡との対比の問

題ですけれども、近江八幡の歴史っていうのは竜王町の歴史とは違って、ふるさ

と納税の取組っていうのは物すごく従前からやっておられる取組なので、もちろ

ん近江牛というか、肉を中心にやってこられましたので、それだけ蓄積があるわ

けで、いわゆる今６０億円ぐらいまで近江八幡は行ってますけれども、その１％

を広告宣伝費に使ってもものすごい額になるわけですよ。ところが、我々サイド

がやり出して５億円とか６億円の水準の１％っていうのは、その意味では大変負

担が大きい。そういう意味で、違いが出てきていることは事実でございます。 

もちろん竜王町もいろんな取組の中で近江牛、またステーキとか、近江牛の肉

っていうのは一つの柱になっていますし、またお米も、特に昨今の米騒動とかそ
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ういうことも含めて大変需要が多く出てきていますし、その他竜王町らしい返礼

品っていうのは今開発してくれてますんで、そういう中で大変一つのマーケット

の需要から言うと、ハンバーグっていうのは非常に人気がありまして、そういう

意味でハンバーグをさらに増産する体制をつくっていこうという中で今、加工場

を造ろうという計画をもって進めています。 

だから、今はもう供給が需要に足らない状態なんですよ。したがって、これを

できるだけ早く造ることによって供給量を増やすことで、先ほど申し上げた、今

１５億円ベースを何とか２０億円、３０億円まで持っていこう、その３０億円ま

で持っていったら１５億円の一般財源になるわけですから、それを何とか我々と

しても進めていきたいというふうに財政上は思っています。 

それから、竜王町の財政を考える中で、もう少し長いスパンで考えれば、やは

り企業誘致だというふうに考えています。今、日本全体で企業誘致用の土地がな

いんですね。ほとんど開発というか、企業誘致を進めてまして、なかなか一定の

まとまった土地がないというのが今の状況ですので、我々としては何とか財政に

負担をかけない中で企業誘致の土地の造成とか、また用地供給をしようというこ

とで今、竜王町に３か所ぐらいの場所を選んで、何とか民間活力を使いながら企

業誘致に結びつけると、こういう取組を今進めておりますので、これも一つの中

長期的な財政を安定させる政策だろうというふうに思っておりますので、これも

しっかり進めていきたい。３か所のうち１か所は、ほぼ土地所有者の皆さんの賛

同もいただきながら、できるだけ早いタイミングでプロポーザル方式による業者

の決定をしていきたいと、そういうふうに思っているところでございます。 

そういう意味で、財政が安定することがやっぱり竜王町にとって必要だろうと

思いますし、また既存の企業からの税収増もしっかり確保しながら、財政的な問

題を進めていきたいというふうに思ってます。だから、やはり今竜王でできると

いう意味では、その２つが大きな柱になるだろうというふうにも認識してますの

で、また議員の皆さんの協力もいただきながらよろしくお願いしたい。 

それから加工場については、ふるさと納税の寄附制度を活用しながらそれを整

備していこうという考え方も持っておりますので、これについてもまた正式に決

定をすれば、皆さんにも御報告をして議決をいただきたいなと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

ふるさと納税はこの９月が一つの大きな踊り場になっていまして、今、ポイン

ト制を廃止するという動きも、９月までそれを活用できるということもあります
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ので、一つの大きな踊り場になっています。今、一生懸命パンクチュアルだとか、

また商工観光課の職員もこれに取り組んでいますので、今のところは順調だと聞

いてますけれども、一部１２月の寄附の先食いという要素もありますので、そこ

も含めてしっかりと進めていきたいと思います。 

財政並びにふるさと納税についての取組については、以上でございます。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 山田議員の再質問のうち、未来創造課のほうからは

２点、まちづくり活動支援事業の「幸せ受け愛隊」についてです。 

令和６年から補助金を活用いただきまして、１２月にアグリパークのほうでク

リスマスイベントをしていただきました。複数のカップルもできたという実績も

上げていただきまして、令和７年度、今年度も１２月に補助金を活用しながら予

定されております。 

本来、近隣市町で行政がやってきた経過もありますが、なかなかうまくいかな

い中で、この幸せ受け愛隊の活動が大きな成果を果たしておりますので、来年度

以降もプラスアルファの支援を考えていきたいというふうに考えております。 

もう一点、シティプロモーションにつきましてでございます。 

山田議員御提案の英会話を含めまして、町内の資源を、特にＳＮＳを活用しな

がら使っていきたいなというふうに考えておりますので、御参考にさせていただ

きます。ありがとうございます。 

○議長（小西久次） 中西建設計画課長。 

○建設計画課長（中西政也） 山田義明議員の再質問のうち、道路における雑草の

観点につきまして、私のほうからお答えさせていただきます。 

まず、道路の雑草につきましては、なぜ最近少し気になるようになってきたの

かという点がまずあろうかと思いますけれども、一つ考えておりますのは、これ

までは道路の端というか横には田んぼが多くございまして、その田んぼの営農活

動を兼ねて草を刈っていただいていたという実態もあったかと思います。そうい

った中で、道路におきましても雑草があまり目立たないというようなことがあっ

たのかと思っておりますけれども、近年、やはり農業の関係におきましても、集

積・集約のある一方、なかなか雑草の管理まで手が及ばないというふうな実態も

出てきているのかなというところが、まず気づく点のポイントだというふうに一

つ思っております。 

そういった中では、滋賀県におかれましては道路愛護事業、河川愛護事業とい
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うのがございますけれども、これの道路版ということで道路愛護事業ということ

で、発意ある住民さんに支援をする中で、住民自身で道路愛護ということで除草

等をいただくということも一つ、仕組みがございます。 

また町のほうにおきましては、この道路愛護事業といったことは取り組めては

おりませんけれども、町においては直営の管理作業員２名におきまして日々パト

ロール、そして除草、あるいは樹木の伐採・剪定、そういったことを取り組ませ

ていただいておるところでございます。 

何しろ、町道におきましては相当数の延長がございまして、なかなか町直営の

管理作業のみでは十分な対応ができているということではないのは認識をしてお

ります。そういったことから、なかなか美観というところまでの対応ができるも

のではなかなか難しいところではあるんですけれども、少なくとも道路の維持で

あるとか交通安全の確保、こういった点については最大限やはり取り組んでいく

べきだというふうに考えておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

なお、今後につきましては、新たな手法も検討しながらよりよい道路維持に資

するよう、また美観も含めて取り組めるよう検討してまいりたいと思います。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 中島農業振興課長。 

○農業振興課長（中島孝之） 山田義明議員の再質問のうち、異臭等についての対

応につきましてお答えさせていただきます。 

これまでからも、こういった牛ふんをはじめといたしました堆肥の散布時など

におけます町民の方々からのお声というのは町役場のほうにいただいておりまし

て、その都度、町からは当該農家に対しまして、できる限り匂いを抑えるため、

堆肥の散布後には早期にすき込みを行い土壌と混和することなどをお伝えすると

ともに、相談者に対しましては、良質のお米をはじめとした農産物の生産には堆

肥の施用等によります地力の増進というのは欠かせない取組であるというふうな

旨をお伝えさせていただいて、御理解をいただくようお願いをするといった形で

対応させていただいているところでございます。 

こうした中で、本件に対する対応でございますけれども、圃場への堆肥散布に

おいて留意いただくべき事項につきまして、まずは町内の畜産農家及び耕種農家

に対しまして、通知といった形で送付をさせていただきました。全体として周知

を図らせていただいたところでございました。また今後、これに加えましてどの

ような形を取るのか、用いるのか、方法等も含めまして現在検討を進めておると
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ころでございますけれども、改めましてこれらについての確認をさせていただく

方向で調整を進めておりまして、併せて耕種農家へも周知を図らせていただきた

いと考えておるところでございますので、御理解賜りますようよろしくお願い申

し上げまして、私からの山田議員への回答とさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（小西久次） 山田義明議員。 

○１１番（山田義明） ちょっと再度確認したいなと思います。 

今言われました異臭の関係でございますが、もしできることならば、役場のほ

うに匂いを図る器具があればやっぱりしてもらいたいし、あと、どうしてもあれ

やったら、畜産農家の方に完熟になるところまでは抑えて出荷するとか、そうい

うことで要請をお願いするとかっていう手を使ってもらえたらと思います。 

それと、先ほどもちょっと話がございました、いわゆる財政関係でございます

が、町長がおっしゃったように、工場誘致をするという場所も一応何か所かござ

いますねやけども、一つできることなら名前だけでも、やっぱり工場誘致をする

という課があったら勢いづくなと私自身は思ってますんで、そういった備えとい

うか、そこを見せてもらいたいなというような気もございますので、どのように

対処されるのかお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小西久次） 栃木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 山田議員の再々質問で、財政確保のための企業誘致という

ことを戦略的に進めるのにおいて、そういった内外のアピールという意味での組

織的なものというようなことかなと思っております。 

本当に限られた人材で多様な業務に就いておりまして、その上でどこのポイン

トを優先的にアピールする、これが大事な要素かなと思いますが、じゃあそのた

めに企業誘致の推進課を新たに設置するとか、例えばふるさと納税の推進課を設

置するとか子育ての、そういった部分で大きな組織であれば細分化の中でそうい

ったことができるんですが、その点については我々の規模感の中で工夫をさせて

いただきたいと思います。 

先ほど申し上げましたように、シティプロモーションも含めて、やっぱり町か

ら内外に発信するという意味では、そういった企業誘致なり、企業誘致ができる

土地がある、ロケーションが良いということもアピールをしていかなあかんとい

う観点から、そういった意味で広く情報発信に努めるということから、今も進め

ておりますが、そういったこともしっかりとさらに重点的にさせていただきたい
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かなと思っております。 

以上でございます。 

○議長（小西久次） 冨田生活安全課長。 

○生活安全課長（冨田尚弘） 山田議員の再々質問のうち、異臭についてのお答え

をさせていただきたいと思います。 

先ほど農業振興課長のほうからもありましたとおり、基本的に異臭に係ること

につきまして、圃場に係っての牛ふん等々に係ることにつきましては、農業振興

課と生活安全課が一緒になりまして圃場に係る、いわゆる耕作者につきましてい

ろいろと御指導のほうをさせていただいております。それでもなかなか異臭等々

の関係でまだ残っているということであるならば、悪臭防止法に基づきまして、

本町は鏡地域の一部、山之上地域の一部を除いた町域全体が規制地域という形で

定められておりますので、それに基づきまして圃場の境界から１０メートル以内

の距離において、また地上から２メートル以内のところで異臭に係るいわゆる特

定悪臭物質の検体を採取いたしまして、それを実際に調査等々、それにつきまし

ては関係機関のほうに委託をさせていただきまして、その結果に基づきながら、

実際の基準値を超えているのか超えていないのかというところを見定めさせてい

ただいております。 

今のところ、そういったような要件につきましては出ておりませんが、例えば

工場等々におきまして同様な形で異臭ということがあった場合におきましては、

工場のほうにまず指導に入らせていただきまして、その後、どうしてもそれがま

だ続くようであるならば一度、先ほど申し上げましたとおり、敷地境界１０メー

トル以内のところから検体を採取して、実際に特定悪臭物質の調査をさせていた

だいております。 

またその結果につきましては、当然ながら周辺住民の自治会等にも送らせてい

ただいておりますし、当然ながら工場等のほうにも送らせていただきまして、こ

ういった異臭のような形のものが出ないように工場、また生産活動、また圃場に

おける牛ふん等につきまして御指導のほうをさせていただいているところでござ

います。 

そういったところを順次進めていきながら、この形が解決できるように進めて

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上、山田議員の再々質問の異臭に係る回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 次に５番、鎌田勝治議員の発言を許します。 
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５番、鎌田勝治議員。 

○５番（鎌田勝治） 令和７年第３回定例会一般質問。５番、鎌田勝治。 

本日は、２点の質問をさせていただきます。 

まず１点目、重点施策プロジェクトの進捗は。 

令和７年８月２８日現在の町ホームページにおいて、重点施策プロジェクトの

令和６年度の実績が報告されていないので、次の２つの項目に特化して町の見解

を伺います。 

項目①、地域共生社会の実現に向けた総合相談支援体制の推進 

項目②、学ぶ力向上を目指した学習活動の充実 

質問１、以上の２つの項目について、令和６年度の実績と課題は。 

質問２、項目①に関しては、令和５年度の報告に「重層的支援の取組を基礎に

総合相談に対応できる横断的な視点やノウハウを持った人材育成の仕組みづくり

を進めるとともに、企業や各種団体との連携による見守りネットワークを構築し、

困っている人が埋もれない仕組みづくりを推進する」とありましたが、この仕組

みづくりについての現在までの進捗は。 

質問３、項目②に関しては、令和５年度の報告に「全国学力・学習状況調査、

町独自の学力テストの分析を行い、考察を基に授業改善を進める。また、徹底反

復学習及びその理念を踏まえた保育教育の実践に継続して取り組む。ＩＣＴ活用

推進リーダーを中心に１人１台端末を効果的に活用した授業改善を推進する」と

ありましたが、令和６年度の実績を踏まえて、現在までに実施した新たな取組と

課題は。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（小西久次） 続いて８番、磯部俊男議員の発言を許します。 

８番、磯部俊男議員。 

○８番（磯部俊男） 令和７年第３回定例会一般質問。８番、磯部俊男。 

令和７年度全国学力・学習状況調査結果を受けて。 

全国学力・学習状況調査は、文部科学省が子どもたちの学力を把握して授業の

改善につなげることを目的として実施されている。令和７年４月に小学６年生及

び中学３年生を対象に、滋賀県内３２１校の児童生徒約２万３，０００人が参加

した。県全体の結果は、小中学校ともに国語と算数・数学が全国平均を１１年連

続で下回ったほか、３年ぶりに実施された小中学校の理科も下回った。県内の平

均正答率は、小学校の国語が１．８ポイント、算数が１．０ポイント、理科も１．
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１ポイント低くなった。中学校では国語が２．３％低くなったほか、理科のスコ

アも全国平均を下回った。 

これを受けて県教育委員会は、「この結果をしっかりと受け止め、各教科の分

析を行い、市や町の担当者に対しては、子どもたちが何に困っているのか、どの

ような授業を組み立てるべきかなどを示していきたい」と回答している。 

これを受け、次の点を伺います。 

１、竜王町における令和７年度全国学力・学習状況調査結果の結果は。 

２、本件は令和５年第３回定例会においても質問したが、当時の結果との比較

をお願いしたい。 

３、令和７年度の生活習慣、学習等についての変化もお答え願いたい。 

以上です。 

○議長（小西久次） 次に、鎌田勝治議員の質問に対し、回答を求めます。 

中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 鎌田勝治議員の「重点施策プロジェクトの進捗は」の御

質問のうち、私からは項目①の御質問についてお答えいたします。 

   まず、令和６年度の実績につきましては、潜在的ニーズ把握や多面的支援がで

きる人材育成、組織体制の構築を目指し、重層的支援会議を年に１２回、トータ

ルアセスメント研修を１０回、窓口ワンストップワーキングを１回実施いたしま

した。令和７年度の実績となりますが、庁舎１階に部門が配置されることも想定

し、庁舎内連携の取組を進めてきたことも実績と考えております。 

相談対応を行う職員は職種も経験年数も異なっており、令和６年度は福祉部門

の施設も分かれていたため、こうした会議や研修を通して他課の業務範囲を知る

ことで、自身の業務との関連を見詰め直し、つながっていこうという機運を高め

られるよう努めてまいりました。また、横断的な取組が必要な防災についても、

災害時を想定した平時の見守り体制を確認するため、「要支援者見守りリスト」

を作成し、住民福祉部門内で情報の更新体制を整えました。 

一方、令和６年度の課題としましては、研修や会議を実施するものの、一部職

員のスキルアップにとどまっており、業務の関連性を意識し、狭間をつくらない

連携を進められる職員を育成していくことが課題であると考えています。 

２点目の仕組みづくりについての現在までの進捗についてですが、人材育成と

しては、先ほども申し上げたように、住民福祉部門内の業務を横断的に対応でき

るように、研修を定期的に実施しております。特に、部門内に長く配置されてい
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る職員が講師役となり、そのノウハウを他の職員と共有するための、研修への協

力や参加への体制が整ってきています。 

また、今年度からは、研修参加者を住民福祉部門に限定せず、総合庁舎の１階

に配置された全職員を対象に、６月にはコミュニケーション向上研修を実施し、

１０月には相談応対研修と事務受付に終わらない窓口対応研修を予定しておりま

す。 

次に、地域の困っている人が埋もれない仕組みづくりについては、庁舎内の総

合相談支援体制に加えて、公的な支援等を受けておられない、地域の気になる人

を民生委員から報告いただき、行政と共にどのように支援していくのかを話し合

う場を設けています。 

地域共生社会の実現に向けた総合相談支援体制の構築には時間がかかると思い

ますが、目指すべき職員像を共有し、体制構築を進めてまいりたいと考えており

ますことを申し上げ、鎌田議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） 鎌田勝治議員の「重点施策プロジェクトの進捗は」

の御質問のうち、私からは項目②の御質問についてお答えいたします。 

   １点目につきまして、授業改善、徹底反復学習、１人１台端末の活用の３つの

視点を踏まえつつ、令和６年度の取組について回答いたします。 

まず、小学校の授業改善の取組においては、児童の読み取る力の向上を目指し、

町教育委員会の指導主事が長文読解、特に説明文の授業づくりにつながる講話を

複数回行いました。その後の状況から、児童が文章を読むときの手がかりがつか

めてきています。指導者は、学習指導要領を基にした指導への意識がこれまでよ

りも高まってきていますが、今後も指導者への意識づけが必要であると考えてい

ます。 

また、中学校の授業改善の取組においては授業改善部会、道徳改善部会、特活

活性化部会の３部会体制で授業改善を行っています。秋には、自主公開アピール

事業で授業を公開し研究を深めました。各教科とも基礎基本を着実に身につけて

いくための個に応じた指導が必要と考えているところです。 

次に、徹底反復学習竜王チャレンジタイムについては、新採・転任者を対象に

研修会を開催しました。モデル学級を参観するとともに、取組の意義や理念を共

有するための協議、より効果的な取組について共通理解を図りました。両小学校

において、全教職員が共通理解の上、取組を進めてきていますが、一層の基礎学
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力定着及び脳の活性化、集中力の育成を目指し、モチベーションアップにつなが

るエビデンスの提示や取組の向上に努めていく必要があります。 

また、１人１台端末の活用については、小中学校のＩＣＴ部会の教員が本町と

同じ学習支援ソフト「ロイロノート」を導入している長浜市を視察し、授業場面

を直に参観させていただきました。研修後には、思考ツールを効果的に使用され

ていたことやロイロノートの活用場面について校内で伝達していますが、さらな

る活用の工夫が今後の課題と捉えています。 

次に、３点目の御質問につきまして、授業改善、徹底反復学習、１人１台端末

の活用の３つの視点に分けて回答いたします。 

授業改善につきましては、児童生徒が主体的に課題を解決していく授業づくり

を進めています。特に道徳科では、考え、議論する授業づくりを進めていること

により、話合い活動が充実してきています。一方、授業の最後の振り返りの時間

の確保とその充実は十分ではないため、課題と考えています。 

また、徹底反復学習については、さらなる向上を目指し、去る９月１１日に竜

王小学校において研修会を実施しました。この取組の狙いと効果、両小学校全教

職員と全児童で取組を進めていく大切さを確認しました。 

徹底反復学習の理念を踏まえた保育教育の実践については、トンペタピンや立

腰など、これまでの取組の一層の充実を図ることが子どもたちの集中力や向上心

の育成、意欲の醸成につながると考えています。 

１人１台端末の活用については、ロイロノートを使って児童生徒が自分の考え

をシートに記入し、その内容を相互に共有し比較検討する学習は、いろいろな教

科で実施できていますが、視察した長浜市で活用されていた思考ツールを徐々に

導入しているところです。例えば小学校５年生、保健体育科「けがや事故の原因」

を考える授業では、思考ツールを使って子どもの考えを整理し、共通点等を見つ

け出す学習をしています。また、委員会活動ではロイロノートでアンケートを作

成し、配布し集約するなど、双方向のやり取りの良さを生かした活用も進めてい

ます。 

さらに、新たな取組として、本町で導入しているドリル学習ソフト「ｅ－Ｌｉ

ｂｒａｒｙ」の活用についての研修会を複数回実施しています。実際にタブレッ

ト端末を使用し、体験しながら研修を行ったことで、子どもたちの活用の幅が広

がってきています。 

新たな課題としましては、授業の交流場面で子どもの考えを生かしてまとめる
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教師の指導力を高めることと、ｅ－Ｌｉｂｒａｒｙを効果的に活用していくこと

と考えております。 

今後は、児童生徒が主体的に学びたくなる教材の提示や徹底反復の取組の成果

の公表公開、さらに、児童生徒自身が１台端末を学習用具として活用していくよ

う指導していきます。 

以上、鎌田議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 続いて、鎌田勝治議員の再質問を認めます。 

○５番（鎌田勝治） それでは、私のほうから何点か再質問をさせていただきます。 

まず福祉課のほうからさせていただきますが、今の回答で令和６年度の決算報

告書の内容とほぼ同じでありましたので、これは中身については重々理解をして

おります。ありがとうございます。 

ただ、その中で一つ、要支援見守りリストというのが今答弁でありましたけれ

ども、これを作成して住民福祉部門内での情報の更新体制を整えましたというふ

うな回答がありましたけれども、生活安全課が作っておられるリストとこの福祉

課が作っているリスト、これ多分イコールではないと思うんですが、であるなら

ば、じゃあその生活安全課との連携は取らないのか、そこのところをまずお尋ね

したいと思います。 

それから、２つ目です。これはちょっと難しい問題だというのは重々理解はす

るんですけれども、仕組みづくりですね。この仕組みづくりの１つは、人材育成

の仕組みづくり、それともう一つは、地域の困っている人が埋もれない仕組みづ

くり、この２つの仕組みづくりについて私はお尋ねをしたつもりでおりましたけ

れども、どうも回答を見ておりますと、例えば人材育成の仕組みづくりについて

は、研修への協力や参加への体制が整ってきていますという答弁でした。これは、

確かに研修をさせるとか、それを定期的に行うとかっていうことであれば、確か

に一つの仕組みと言えるかもしれません。ただ、答弁の中ではそこまで突っ込ん

だ回答がなかったので、その点をどう考えておられるのかということが２つ目の

質問になります。 

同じように、地域の困っている人が埋もれない仕組みづくりについては、これ

は民生委員から報告をいただき、行政と共にどのように支援していくのかを話し

合う場を設けていますという回答でした。これは、仕組みでしょうか。 

要するに、民生委員さんからの報告というのは、以前からそういう体制は整っ

てあったというふうに私は認識をしております。であるならば、これを新たな仕
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組みというふうに呼べるのかどうか、その辺のところもお聞かせを願いたい。 

その３つになります。 

教育委員会のほうへの質問ですが、この授業改善への取組について。 

中学校ではいろんな部会を通して授業改善を行っているというふうに答弁され

ました。これは、内容はよく分かりませんが、そういう部会で考えておられるの

であれば、ある意味、組織的に授業改善を行っていこうという趣旨は見えます。

ただ、小学校に関しては、答弁の中では指導者への意識づけが必要というふうに

書いてあります。これは、指導者イコール先生でいいんですかね。違うんですか

ね。先生だというふうに思いますが、であるならば、これは結局先生個々の能力

差、スキル差が出てしまいますよね。それで果たして授業改善と呼べるんでしょ

うか。そこをちょっと疑問に感じますので、改めて質問させていただきます。そ

れがまず１点目。 

２点目が、１人１台端末の件ですけれども、この学習支援ソフト「ロイロノー

ト」というのを導入されて使われている。端末を利用するに当たっては、この学

習支援ソフトというのは非常に重要だというふうに私は認識しております。なの

で、このロイロノートというのを導入した背景が当然あると思うんですけれども、

先進地の長浜市を視察されたと、視察は結構なんですが、今この時期に先進地視

察ですかというのが私の率直な感想です。だから、その辺も踏まえて、このロイ

ロノートはどういうふうな背景の下に導入されたのかというのをお伺いしたい。 

さらに、活用の工夫が今後の課題というふうに答弁では言われておりますが、

どういうふうに活用して、どういうふうに工夫していくのか、そこも併せてお願

いしたいと思います。 

３つ目は、徹底反復学習についてです。 

これは以前から、例えば百ます計算であったり、漢字の書き取りであったり、

この徹底反復学習というのが非常に効果を上げているということは、私も認識し

ております。 

私が前にちょっとお尋ねしたかと思うんですが、この徹底反復学習は端末、い

わゆる１人１台端末を持ってますので、そのタブレットを利用した徹底反復学習

ができないもんですかねというのは以前にも質問させていただきましたが、その

後をちょっと聞けてなかったので、ここについてちょっとお伺いできればなと、

それが３つ目です。 

それと４つ目、最後になりますけど、今後のことです。 
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児童生徒が主体的に学びたくなる教材の提示というふうに答弁されました。こ

れはどういう意味でしょうか。端末だけの話ではないのかもしれません。学習支

援ソフト、ロイロノートの話がありましたけれども、それだけの話ではないのか

もしれませんが、この主体的に学びたくなる教材の提示というところが私にはい

まいちよく理解できないので、ここをもう少し詳しく回答いただければと思いま

す。 

以上、４点です。お願いします。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 鎌田勝治議員の再質問にお答えいたします。 

１点目の要支援者見守りリストについてですけれども、こちらは避難行動要支

援者登録制度の避難行動要支援者名簿、台帳作成に該当する１から９の基準と重

複されている対象者となりますけれども、住民福祉部門でふだん対応しておりま

す方を対象としておりまして、現在そのリストの中には７４名の方を登録とさせ

ていただいております。 

この中で、生活安全課とこの名簿の異なる点ですけれども、命を守るというこ

とを優先に、医療等の継続的な支援が必要で避難所等に自分で、また家族と一緒

に避難できない方を赤色のトリアージとしております。２４時間以内に発災時に

安否を確認するというふうに申合せをしております。また、家族の支援等を受け

て避難できますが、避難後の生活の支援が必要な方々を７２時間以内に安否確認

をするということで、黄色のトリアージとしております。このリストは、３か月

ごとに部門内で状況の把握・更新をするという申合せの体制が、今１年やってお

りますけれども、できてきております。 

この要支援者見守りリストは、主には自助、互助を中心としたもので、自助と

いうところでは、誰とどこにどうやって逃げるのかということを御本人さんに確

認をしています。そして、御家族に再確認していただきまして、その方に関わる

関係者に、チームで見守りネットワークの平時からの体制を構築するというよう

なことを強化することを目的としておりますので、要支援者名簿、生活安全課の

ほうで災害基本法で作成しております名簿とは少し異なっております。しかしな

がら、災害時には避難行動要支援者名簿を補完するリストとして、救助に生かす

ことができるというふうに考えております。 

この名簿のリストについては、生活安全課のほうも把握はしておられますけれ

ども、有事のときには活用することを前提に、部門内で共有してファイルを持っ
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ております。そしてまた、関係者にチームで見守り体制を強化するときには、自

主防災組織の方に参加いただいたり、また生活安全課の担当の方に入っていただ

いたりというような形で、個別の具体的なプランに関わるような形で連携を取ら

せていただいております。 

２点目の研修、人材育成、それと埋もれることのないような人の対応というこ

とで御質問いただきましたけれども、こちらにつきましては、困っている人が埋

もれないことに対応できる人材育成を目指して現在、重層的支援体制の中で職員

研修を実施しております。 

先にもお話をさせていただきましたが、研修の対象者を増やすこと、そしてま

た自分の業務範囲から他課の範囲を知ることで、手がつながっていくというふう

なイメージを持っております。 

１０月に予定しております、各担当が担っております制度、公的な様々な制度

を各課で担当しておりますけれども、その事務の申請の受付に終わらない、関連

付け研修の実施を予定しております。この研修の目的としては、自分の業務の対

象者像、年代や世帯状況、所得水準、健康状態、孤立度など、その申請とは別の

要因・背景というようなことを分析とともに、対象者の方々がほかに利用されて

いる他課の制度はないのかというふうなことを把握するというふうなことを繰り

返し研修しながら、横断的な視点やノウハウを持てる職員の育成を目指したいと

いうふうなことで人材育成と、困っている方が埋もれないことに気が付ける職員

の人材育成を進めているところです。 

あと、３点目につきましては、民生委員さんとの話し合う場について御質問い

ただきました。 

民生委員とは通年、様々なことで連携しております。しかしながら、この際に

は、それぞれの地区ごとに、また行政のほうもいろんな課がそこに同席いたしま

して、具体的な、個別的なお話をそこで支援体制について相談するというような

形で話し合う場を設けましたのは、初めてでございます。ですので、実際にどこ

の地域の方でどういったことで民生委員さんが困っておられるか、また、役場の

中でそのことを把握し支援ができているのかというふうなことを御相談、共有し

ながらこれからの方策について相談をさせていただくというふうなことでは、今

までの形とは少し異なる形で場が設けられたということでございます。 

以上、鎌田議員への再質問への回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 
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○学校教育課長（山中博嗣） ただいま、鎌田議員様のほうから４点御質問いただ

きました。 

まず１点目の、小学校の先生方の指導者への意識づけにつきましては、小学校

の教員それぞれの先生方の経験は様々でございます。また、小学校は全教科を教

えるんですけれども、専門的に得意としている分野も様々でございますし、研究

強化というのがございまして、その年その年で研究している教科もいろいろござ

います。そのような様々な違いを持った先生方が個々をどういうふうに力量を上

げていくかということは、非常に大きなテーマでございます。 

そんな中で、先生方がふだん授業をしているんですが、研究授業というのを学

校現場では行っています。きちっと指導案といいまして、授業の計画を立てまし

て、こういう狙いでこのような児童だから、子どもたちだから、こういうふうな

狙いを持ってこんな指導をしていくというふうなことで、単元全体の計画を立て、

本児の計画を立てて、先生方で研究授業で全員の先生がその授業を見に来ます。 

そして、その授業が終わってからは、研究会というのを実施しております。そ

のときに、それぞれいろいろな得意分野、経験の差のある先生方が、その先生の

見方でいろいろな意見交流をします。授業者の先生は、自分の見方だけではない、

いろんな先生方の見方から大変多くのことを学ぶことができます。中には厳しい

御指摘をいただくこともありますし、このときの発音はどうであったのかとか、

このような板書は良かったのかとか、そういったことを繰り返すことで先生方の

力量を上げていきます。そして、この研究会を基に、そこで学んだ学びを翌日か

らの授業に生かしていく、このようなサイクルで回していくことで、先生方一人

一人の力量を上げていっています。 

２点目のロイロノートの点につきましては、数年前までは「オクリンク」とい

うふうな学習支援ソフトを導入しておりました。ロイロノートとオクリンクのと

ころですが、特にロイロノートに替えたところに行きますと、特に双方向でのや

り取りが非常にスムーズであります。また、子どもたちが非常に授業の中で扱い

やすい、分かりやすい設定になっておりまして、発表するとき、また自分に配付

されたものを提出したり、そしてそれを教室で全員が共有したりする、そういっ

た使い方が非常に使いやすいといったところから、このような学習支援ソフトに

替えています。県内でも多くの市町でロイロノートは活用されています。 

そして、このロイロノートに関しまして、今後どのように活用していく、また

工夫していくのかというふうなことについてなんですけれども、今現在でも授業
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の中で子どもたちはロイロノートを使って授業をしています。先生方から、指導

者から配付されたシートに考えを記入して提出するような形で、通常大変よく使

っているんですけれども、やはり比較検討する場面で、そこをどう進めるかとい

うのが一つのポイントになっています。 

そんな中で、考えを分類したり、比較したり、関係づけたりする一つのツール

としまして、思考ツールというふうなものがございます。例えば「Ｙチャート」

といわれるものであったり、「Ｘチャート」、「ベン図」、いろいろなものがあ

るんですけれども、例えばＹチャートであれば、Ｙ字に考えを区分できるんです

けれども、そういうものを導入して、子どもたちが考えを整理したものをみんな

で共有する。 

先日、中学校のほうにこのＹチャートを使ってる授業を参加させていただきま

した。中学校２年生の数学でしたが、二次方程式の答えを求めるところで「解の

公式を使う」、または「因数分解で解く」、「二乗の形に直して解く」、このよ

うな３つの分類を、生徒は１０ほどの数式をどういうふうに分類するかというこ

とを個人でまずは検討して、それを友達同士でやり取りをする、学級全体で検討

していくというふうな使い方をされていました。このように例えば思考ツールを

活用することで、子どもたちの議論がより深まるような形になるような、このよ

うな活用を考えております。 

３点目の質問についてですけれども、徹底反復学習は数年前より本町では導入

しています。タブレットを利用した学習に活用できないのかというふうなことで

御質問をいただきました。 

昨年、このような方法もどうかということで、試行的に本町でもこれを導入し

た経緯はございます。ただ、導入した中で、子どもたちは一生懸命取組をするん

ですが、やはりその効果というのを考えると、このタブレットを使うよりも今行

っている普通の紙で行うほうが非常に効果的ではあるだろうというふうなことで、

導入を見送った経緯があると聞いています。 

この徹底反復学習については、やはり音読・百ます計算・漢字という３つの柱

で行っています。たった１５分の中で、子どもたちがまず音読して声を発し、そ

の後すぐに百ます計算に時間内で集中して取り組む、そして漢字も短い時間の中

で何回も何回も集中しながら練習していくというふうな取組です。効果の点を考

えまして、この学習についてはタブレットよりも紙のほうが有効であるというふ

うに考えましたので、このような形にしております。 
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４点目の主体的に学ぶ教材の提示についてです。 

例えば、小学校の３年生で算数で円の学習というのがございます。円とは何か、

そして、半径や直径はどんなものかというふうなことを学習するんですけれども、

例えば、今ちょっとこんなんを持ってきたんですけど、「遊びのルーレット」と

いうのでこのようなものを導入することもできるかと思います。 

例えば、よく小学校では、全員遊びということで休み時間にみんなで遊びをす

るんですけど、そのときに遊びを決めるのにルーレットを作った、じゃあ、これ

を回してみようということで、こうやって先生が「誰か回して」って言って子ど

もに回すようにお願いする。そして、子どもに来てもらって、例えばこうやって

回して、この円の中には、例えば「長縄跳び」とか「キックベース」とか「サッ

カー」とかいろんなのがあるんですが、１回回したら先生の遊びになりましたと。

じゃあ次ほかの子が回してということでまた回してもらいます。あれ、また先生

の遊びになったね。あれ、また先生の遊びになったねという感じで、そうすると

子どもたちは、これ何で先生の遊びばっかりになるんだろうというふうに疑問を

持ちます。ひょっとしたらこのルーレットはおかしいん違うかと。じゃあ、何が

おかしいんやろうって考えたときに、この中心がどうなんやろうというふうに子

どもたちが考えたときに、じゃあ、その時間の授業としては、円の中心を正しく

見つけるにはどうすればよいのだろうというふうな課題が出てきます。 

何か教師が働きかけることによって、子どもたちが、あれ、変だなとか、もっ

と調べたいなというふうに思う、そのように思ったら、子どもたちは自然に学習

に向けて動き出します。教師が黒板に、じゃあ今日はこれなって書いてやるので

はなくて、子ども自身があれっと思うようなきっかけをつくって、それを基に生

徒が学んでいく。例えば円の中心を求めるためにどうしたらいいかということで、

じゃあ、ここに円の紙書いたものがあるからこれ使っていいよとか、タブレット

で調べてみてもいいよとか、ロイロノートで円のものを配布して使っていいよと

か、それぞれのやり方で学んでいく、このようなことを主体的な学びというふう

に私たちは考えていますので、このような授業を仕組んでいくことが今後大事に

なってくるのではないかというふうに思っています。 

以上、再質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 鎌田勝治議員。 

○５番（鎌田勝治） 二人とも御丁寧にありがとうございました。 

先ほどの福祉課のほうの再質問に対する答えのところで、どうしても引っかか
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るのがその見守りリストですね。これがどうしても引っかかるんですね。実際に

災害が起こったときに、やっぱり一番肝心なのは安否確認だと思うんですね。や

っぱり住民さんの命が一番大事ですから、そうなると、その安否確認をするべき

そういうリストが生活安全課のほうと福祉課のほうと両方あって、じゃあ実際の

災害のときにどっちを利用されるのか。 

能登の地震のときも話を聞きましたけれども、いろんなものを決められていて

も、いざ実際になった場合にはほとんど機能しないというのを、幾つもの災害の

ときに聞いております。そうすると、そもそも本当に起こったときになかなかそ

れがうまく機能しない中で、そういう中でありながら、なおかつ、そういうリス

トが複数存在するとなると、非常にこれは使いにくいのかなという気がしてなら

ないんです。 

なので、ここは課題として捉えていただきたいですが、できるだけシンプルに

考えていただいたほうがいいかなというふうに思いますので、これは生活安全課

のほうと福祉課のほうとぜひ前向きに協議をいただいて、恐らくそれぞれの意見

があると思うんですよ。だから、落としどころはどこになるのか、一番大事なの

は住民さんの命ですから、そこのところを考えていただいて見直しを、ここはお

願いしたい。 

再々質問は特にありません。 

教育委員会のほうはちょっと質問させていただきたいんですが、先ほどの授業

改善のほうで、どうしてもここが引っかかるのは、今の答弁を聞いておりますと、

やはり先生一人一人のスキルアップによって授業の中身を変えていこう、いわゆ

る授業がより深い授業になるように先生方のスキルを上げていこうというふうに

聞こえたんですけど、そういう理解でいいのかなというふうに思っているんです

が、であるならば、やっぱり気になるのが、じゃあその先生方のスキルが上がら

なければ、結局授業の質は上がらないのか。これは例えば何かほかのことで補塡

ができないのか、補完ができないのか、何かそういうふうにちょっと考えてしま

うんです。 

だから、そこをちょっともし考えておられるのであればお願いしたいですし、

ある意味、それが例えば先ほどの答弁でもありましたロイロノートを使った思考

ツールの利活用になるのかなという、そういう気はしてます。だから、そういう

何か共通のツールを使えば、例えば違うところで違う先生から教育を受けている

子でも、ほぼほぼ同じ教育内容が受けられる、これがやっぱり授業改善だという
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ふうに私は思うわけです。 

どうしても個人差が出るのは仕方がないと思います。なので、個人差が仮にあ

ったとしても、同じような授業が受けられるような状態を目指すべきだというふ

うに思うんですが、そこについてはどうお考えになっているのかを一つお伺いし

たいと思います。 

それからもう一つは、最後の主体的に学びたくなる教材の提示のところで、す

ごく丁寧に回答をいただいたんですが、ちょっとふと回答を聴きながら、ものを

見ながら、昔の先生はああいう副教材を使った授業をやっとったなというふうに

思いました。だから、金八先生なんかやったらもっと違うやり方をするんだろう

なというふうに思いながら、実は聴いておりました。 

なので、今はやっぱり働き方改革で、先生方が金八先生を望むのは無理なので、

そこまでは申し上げないですが、何かやっぱりそういう副教材を使うような授業

のやり方も、これもやっぱり先生方のスキルに頼ってしまいますよね。なので、

先ほどの話とつながるかもしれませんが、やっぱり授業の中身にできるだけ差が

出ないように、教育委員会としてはそういう共通の仕組みづくりをすべきなのか

なというふうに思うので、そこはどう考えておられるのかを最後にお聞かせくだ

さい。 

○議長（小西久次） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） 鎌田議員の再々質問について、私のほうからお

答えをいたしたいと思います。 

先ほど再質問で御質問いただいたことも少し重なるところもございますが、御

説明申し上げたいと思います。 

先ほど、中学校のほうは部会を持ってということで、授業改善部会というのと

道徳授業改善部会、そして特別活動部会というふうに分かれて組織として取り組

んでいるということをお話ししたところですが、小学校は先ほど学校教育課長が

お話ししましたが、大きな話としては、いわゆる小学校は校内研究という取組を

全職員の参加の下にやっております。中学校ももちろんできるんですけれども、

小学校はいわゆる教科担任制ではなくて、全ての教員が全ての教科を持っており

ますので、みんなが共通の土俵に乗って話合いができるというところが小学校の

特徴でございまして、国語であっても、算数であっても、社会であっても、道徳

であっても一緒に考えていくことができる、校内の研究として位置づけられると。 

中学校もちろんそういうふうにはできるんですが、やっぱり中学校は専門教科
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が主になりますので、そこで授業の改善をすることとか、道徳の部会等を設けて

具体に研究するほうが研究しやすいということで、先ほど議員におっしゃってい

ただいた、やっぱり組織的に取り組むということからいうと、小学校では校内研

究組織というのが一つは大きく位置づくのかなと。その特徴は何かというと、全

職員が同じ教科、全ての教科を担当しているということが大きいのかなというと

ころで、そこを大事にしているというところでもございます。 

これが、先ほどおっしゃっていただいてる教員のスキルアップというところに

もつながってこようかと思いますけれども、改めて一人一人の教員のスキルアッ

プが個人の範疇にならないようにと、組織としてしっかりと取り組めるとおっし

ゃっていただいてるところは、今の小学校でいえば、やっぱり校内の研究をしっ

かりと取り組むことで、そこに授業を公開しながら、また講師の先生を招きなが

ら、そしてまた同じ土俵で話合いができるのがより強い小学校ですので、そこで

学年で分かれる場合もあれば、異学年で分かれて話合いをすることで、組織とし

てのスキルアップを大事にすることが大事だということを改めて感じさせていた

だきましたので、そこを大事にしたいというふうに思います。 

あわせまして、ロイロノートを共通で使うことによって、それのスキルアップ、

みんなのスキルアップをしていくということも大事だろうというふうには思わせ

ていただきました。 

それからちょっと補足ですが、先ほどありました徹底反復の取組の中で、実は

議員からおっしゃっていただいたことを我々も意識しておりまして、百ます計算

を取り入れて一度、タイピングも入れながらやってきました。まだ研究の余地は

あるんですけれども、少し現場での声も聞きながらやりますと、やっぱり子ども

たちのそのタイピングの個人差もあったりすることと、やっぱり一生懸命頭で考

えながら高速に紙と鉛筆で一生懸命脳を、面倒だけれども取り組むことがより脳

が活性化するというような、そういう研究成果もございますので、そういうこと

から考えると、今のところは百ます計算のところは今までの紙と鉛筆で、単純計

算ですけど高速的にやることで脳を活性化することがよりいいのかなという取組

で今進めております。 

ただ、漢字の習得とか音読についてもう少し工夫ができないかなということで、

それについては、漢字っていうのは、出た漢字をすぐ練習して、消えたらまた新

しい漢字をやるという工夫もできますので、そういうところを工夫しようという

ことは今お話もしているところです。 
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あと、最後の教材の提示というところですけども、実は教材だけじゃなくて、

「教材教具」と私たちは呼びますけれども、そういうところの提示は工夫をする

必要があるのかなと。それも議員おっしゃっていますように個人の範疇だけに終

わらないような、やっぱり学校として教材を残していくとか大事にしていく、昔

からそういうことはされてきたんですけど、例えば工夫した、学びたくなること

でいえば、例えば２年生の生活科でいろんな野菜を育てようという授業をすると

きに、導入でですね、びっくりするぐらいの大きさのおナスかキュウリをどんと

子どもたちに見せて、何でこんな大きいナスができたんというところから入って、

じゃあみんなも栽培を工夫する必要があるねっていうようなところで、そういう

びっくりするようなおナスやキュウリを提示することから、子どもたちが学びた

くなるような教材の提示というのもあろうかなと。 

あるいは、ついこないだですけど、５年生は稲刈り体験をさせてもらいました

けれども、コンバインで刈っていただくところと併せて足踏み脱穀機を実際に子

どもたちがやることで、これだけの違いが今の農業の発展に影響しているという

ことを身をもって学ぶというようなことで、足踏み脱穀機を提示することとコン

バインを同時に子どもたちが学ぶという、こういう機会も大事にしようかと思っ

ておるところですが、実際、足踏み脱穀機もなかなか数がなくて借りてるところ

なんですけど、実はこの足踏み脱穀機も大事にこれからも引き継いで残していく

ことが、教材を、教具を学校として残していくことにもつながるということにも

なろうかと思いますので、今日議員に御指摘いただいた、やっぱり組織としてと

か、やっぱり学校としてという取組、体制、そういうことをしっかりとやってい

くことが、結果として全教職員の指導力、あるいはそのことが結果として子ども

たちの学びにつながるというようなことを御指摘いただいているように感じさせ

ていただきましたので、ぜひまた今後生かせていただきたいと思います。 

以上、再々質問の私からの回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 鎌田議員、一旦自席に戻ってください。次に、磯部俊男議員

の質問に対し、回答を求めます。 

山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） 磯部俊男議員の「令和７年度全国学力学習状況調査

結果を受けて」の御質問にお答えいたします。 

１点目につきまして、本町の平均正答率は、小学校では全国平均より上回り、

中学校では全国平均より下回る結果となりました。詳しく申し上げますと、小学
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校国語が全国平均より３．２ポイント、算数が全国平均より５．０ポイント、理

科が全国平均より３．９ポイント上回りました。中学校国語は全国平均より３．

３ポイント、数学は全国平均より４．３ポイント下回りました。理科は、ＩＲＴ

というスコアテストですので公表は難しいため、ここでは省略いたします。 

次に、２点目につきましては、昨年度の結果も踏まえて、令和５、６、７年度

の結果を比較します。令和５、６、７年度の平均正答率の推移は、小学校国語で

６６％、６６％、７０％、算数で５９％、６４％、６３％です。中学校国語で６

４％、５７％、５１％、数学で４７％、５２％、４４％です。 

受験者母数が少なく、また問題が異なるため、一概には比較が難しいですが、

これらの結果から、小学校では国語・算数は全体的に向上していますが、中学校

では、数学で上がっている年度もあるものの、全体としては下がっています。 

３点目につきましては、小学校においては、「タブレットなどのＩＣＴ機器を

活用すると、友達と考えを共有したり比べたりしやすくなる」と感じている児童

が増えています。学校で１人１台のタブレット端末を積極的に使っているととも

に、情報を即座に共有し、双方向でやり取りができる良さが結果に表れていると

考えられます。中学校においては、「先生は生徒の良さを認めてくれている」、

「困りごとや不安があるときに大人に相談できる」と回答した生徒が増加してい

ます。生徒に寄り添い、丁寧に対応してきている成果であると考えられます。 

一方、課題として、「家庭学習時間」については、小中学校とも全国平均を下

回っており、この結果は昨年度よりも下がっております。また、読書時間も全国

より少なくなっており、この傾向は数年来続いています。 

今回の結果を受け、成果と課題を分析し、今後の取組に生かしてまいります。 

以上、磯部議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 磯部俊男議員。 

○８番（磯部俊男） 先の鎌田議員のほうでありましたように、申し上げてます学

校教育ですね、質問です。これからの竜王町の中におけます、学ぶ力の向上を目

指した学習活動というのがテーマにありました。事細かにやられました。私のほ

うの関係も１点ありました。私は、学力調査のみを中心にやっておりますけれど

も、この点は一緒です。 

ただ、私の再質問は、議会の教育民生常任委員会が令和６年の１０月に、福井

県越前町のほうに学力向上の取組ということで視察調査を行いました。隣接する

福井県は、学力調査・学習調査として毎年トップクラスの成績、今年度も１０月
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に報告されますが、かなり良い成績であられるというようなことです。 

その調査で気づいたのが、教育委員会のほうからも来ていただきましたけれど

も、福井県は、この全国調査までにその学力調査をずっと県下で実施していたと

いう歴史があります。その後を追いかけて文科省がこれに取り組んだということ

であります。そして、びっくりしたのは、４月に毎年行われますので、福井県は

全県が１２月の段階で次の対象となる６年生、だから５年生、そして中学３年生

になりますから２年生に対して、末にこの福井県が作った学力調査を実施します。

その結果を踏まえて検討して、次のテストを迎えているという歴史があるという

ことも知りました。 

３つ目は、今日も教育長がおっしゃいましたし、教育課長も申しておられまし

たけれども、その改善に向けた取組、改善サイクルについての検討会を各学校、

各地域においての弱い点、子どもたちに劣っている点とか、さらに求めるものに

ついての研究、どのように生かすかということをやられます。当然その結果は、

全国トップクラス。どういうわけか、ライバルである石川・富山も、やはりそう

いう形の中でトップクラスを持ってます。 

今回、滋賀県の成績はあまり値にしてはいけないって、前回の令和５年度も滋

賀県の平均との比較をやっていただいて分かりました。全国の比較でやらないと、

滋賀県の比較でやりますとかなり竜王町はトップクラスに行きますので、それは

いい形だと思います。 

それで再質問でお願いしたいのは、最後にちょっと答えていただきましたけれ

ども、１問目の竜王と考えますと、学力テストはもちろんですけれども、今回の

調査を見てますと学習状況調査は前回と比べてどのような形で、ちょっとまとめ

ていただきましたけど、その経過をちょっと報告願えませんでしょうか。よろし

くお願いします。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） 磯部議員より、学習状況調査について再質問をいた

だきました。 

その学習状況調査につきましては、生活面と学習面に分けて回答させていただ

きます。 

まず生活面では、小中学校ともに朝食摂取率は高く、多くの子どもの基本的生

活習慣は定着しています。また、「地域の大人に授業や放課後などで勉強やスポ

ーツ、体験活動に関わってもらったり、一緒に遊んでもらったりすることがある
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か」の質問項目に対して、肯定的な回答が小中学校ともに全国平均を上回ってい

ます。地域学校協働活動や学校運営協議会によるふるさと学習の取組による成果

であるというふうに捉えています。また、中学校においては、困っている人に対

する態度などについて適切な判断ができる子どもの割合も高くなっています。 

一方で、家庭学習時間については、小中学校ともに全国平均を下回っており、

この結果は昨年度よりも下がっております。また、読書時間も全国より少なくな

っており、この傾向は数年以来続いていますので、将来の夢や目標を持つことに

ついての数値が低いというようなことや、スマホ等の依存率の高さというのも町

としては課題であるというふうに捉えています。 

中学校では、学校へ行くことが楽しいと感じている数値も全国よりも低くなっ

ています。今後は、夢や志の意識を高め、そのための取組であったり、自己肯定

感を育む取組を行うなどしながら、またスマホ等の依存率縮減に向けても努めて

いきます。 

学習面につきましては、小中学校ともにパソコン・タブレット端末などのＩＣ

Ｔ機器を使って学校のプレゼンテーションを作成することができる子どもの割合

が高くなってきています。 

また小学校においては、タブレットなどのＩＣＴ機器を活用すると、友達の考

えを共有したり比べたりしやすくなると感じている児童が増えてきています。こ

れは、学校で１人１台端末のタブレットを積極的に使っていることの成果ととも

に、情報を即座に共有し、双方向でやり取りができる良さを子どもたちが感じて

いる、その結果に表れているというふうに考えられます。 

一方で学習した内容について分かった点やよく分からなかった点を見直し、次

の学習につなげることには課題があります。授業の週末での振り返りの充実を図

るということが必要です。 

こうしたことから、１人１台端末の効果的なさらなる活用を図るため、先進地

の視察や、また町内の先生方で集まっていただく部会での協議を行っていきます。

また、引き続いて指導主事を派遣することで、研究や研修を行ったりし、授業力

の向上に努めていきます。 

以上、再質問への回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 磯部俊男議員。 

○８番（磯部俊男） 回答ありがとうございました、おや、というところもありま

したんですけれども。 
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前回も申し上げました、学校は決して学習だけの場ではなく、小中学校におけ

るこの学力テストの結果が教育の全てであるとは思っていません。現状の教育の

実態を示す一端であると思ってますけれども、先ほど鎌田議員のときにも答えら

れました、やっぱり反復学習なりチャレンジの形、私も高く評価しています。あ

る小学校５年生の音読、論語やったと思いますけど、それをすらっと言いました

ね。５年生というのはいかにその知識が入ってくる、これがまた生きる力にも結

びつくんじゃなかったかと。こういう形で、先ほどの繰り返しになりますけれど

も、生きる力とともに頑張っていただきたいということです。 

竜王町の子どもたちの成績の向上の取組とか、子どもたちの将来にとって大き

いと、教育長もよく言っておられますし、また支えとなり、大きなこれからの財

産になるということは言うまでもありません。生きる力、友情を高め、郷土に誇

りを持てる教育は、学力以上に重要であってほしいものと思います。 

近年、状況調査の中でやっぱりスマホの時間が多いというようなことですが、

もう皆さん御承知のとおり、オーストラリアではＳＮＳとスマホを制限するとい

う法律、国の形もとりました。これはやっぱり子どもたちのことを考えて。日本

では最近、９月２２日に愛知県豊明市が議会をやられました。これにつきまして

は、過度のスマホ依存が子どもたちにおける睡眠時間とか教育の時間に大きな影

響を与えるというようなことで、条例を出しました。議論伯仲して、１９名中１

２名が賛成して可決になりました。 

これを恐ろしいというか、我々は、竜王では呼びかけ、防災無線で子どもたち

自らがやってますし、またこのような形で学習の全国調査の後、全戸にこういう

今の竜王の子どもたちの状況を示すような形を出しております。全国では、各子

どもたち自身に返す場合もありますし、市が各団体で、教育の場でこのような御

報告もされてますんで、これも一つの一環だと思います。 

ただ心配なのは、条例になるほどこの問題になっているということで、子ども

たちについては２時間が制度であり、小学校は９時まで、中学生は１０時まで、

これはいかがなものかと思います。 

これを受けまして教育長、竜王の将来に向けて育ってくれる子どもたちが、自

分たちの思い描く進路を切り開いていくための学力を、どの子にもしっかりと身

につくように頑張ってほしいと、前回このような回答をいただきました。このよ

うな状況の中で大きく２年が経過しましたが、これからの竜王の教育につきまし

て、教育長からお言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（小西久次） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） 磯部議員の再々質問で、教育長のほうからとい

うことで御指名いただきましたので、私のほうから総合的なことも含めてお答え

をさせていただきたいと思います。 

今回の全国学力学習状況調査は、先ほど課長からの説明のあったとおりでござ

いますが、竜王町の小学校につきましては、国語・算数・理科とも全国平均を上

回ることはできました。この結果というのは、前回理科がありました令和４年度

よりも良い結果とはなりました。 

ただ、毎年全国平均を上回れているかというと、なかなかそうもいかない年も

ありますし、年々右肩上がりを目指しておりますけれども、なかなかそうはいか

ないというのも現実でございます。もともと母数が少ないこともありますのでそ

れを理由にするわけにはいきませんけれども、やっぱり個々の結果が影響します

ので、必ずしも右肩上がりというわけにはいかないですけれども、上がってきて

いることはあるのかなというふうには思っております。 

この結果が、議員も御指摘いただいているとおりですけれども、学力の全てを

表すものではないことはもう大前提でございます。しかしながら、今年度のよう

に全国平均をかなり上回ることができたということは、やっぱり子どもたちや教

職員、そして保護者や教育委員会、また地域の皆さんにとっては、安心していた

だける材料ではないのかなと。また、子どもたちや教職員にとってはやっぱり励

みになりますので、改めて今取り組んでいることの何が良かったのか、どうすれ

ばいいのか、さらに高めるにはどうしたらいいのか、そしてまた、自分たちもや

っぱりやればできるというような自信を持って頑張ってくれるようなことに気づ

いていければいいかなというふうに思っておりますし、こういったことを私たち

としてはしっかりとサポートしていく必要があるかと思っております。 

さて、先ほど来お伝えしております小学校の結果を分析しますと、今年で７年

目を迎えてます徹底半分学習竜王チャレンジタイムの取組が、生きて働く基礎学

力の定着や授業の集中というところに功を奏しているのかなと。毎朝の音読と百

ます計算、あるいはまた漢字の集中学習というのは、実はこれはやっぱり一生を

このことっていうのは大事なことでございまして、やっぱり計算ができるっての

はすごく大事なことですけど、幾つになってもやっぱり漢字が読めていくってい

うのはすごい大事なことでして、やっぱり新聞だけじゃなくて今のスマホニュー

ス１つ取っても、漢字が読めないと中身が分からないという、生成ＡＩが答えを
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出してくれるけどそれが読めなくては意味が分からないという。結構生成ＡＩの

回答も見ると漢字がかなり多用化されますので、やっぱりそういったことに対応

していくためにはそういう力をつけていく必要があるのかなということで、この

取組をさらに充実していければなというふうに思っております。 

さらにここ数年、少し議員の皆さん方もお感じいただいていることもあるかも

しれませんが、子どもたちが入学式、あるいは卒業式、運動会等々で人の話を聞

くということが以前よりしっかりできているのではないかなと。特に、例えば運

動会なんかですと、話をしようとするとすぐ下を向いて石を触りながら話を聞く

っていう子が多いんですけれども、最近子どもたちは前を向いて人の顔を見て話

を聞くと、そういうことができてきてるなというようなことを地域の皆さんから

声を上げていただいていることもありますので、こども園の子どもたちの、ある

いは保育園の子どもたちの「とん・ぺた・ぴん」の取組、そしてまた中学校の立

腰の取組といったことがつながってきているのかなというふうには思っていると

ころです。 

こういったことをしっかりと成果を生かしながら、今後もこの取組については、

やっぱり無理のないように、そしてまた持続可能な方法で取り組んでいければと

いうふうに思っているところでもございます。併せて、先ほどの鎌田議員の御指

摘もありましたＩＣＴの有効な活用とか、やっぱり子どもたちが分かって楽しい

授業を、本当にそこをしっかりと、普遍的なものでございますのでしっかりと取

り組んでいきたいというふうに思っておりますし、やっぱり研さんしていくこと

が必要だというふうに思っております。 

課長にもありましたけど、やっぱり小学校の課題としては、やっぱり文章を読

む力をどうつけるのかということとか、やっぱりその読んだ文章がどう自分が理

解できるかっていう力、そしてまた、今はいろんなデータがありますので、文章

とグラフと表と、そういったものを兼ね合わせて考えるという、こういう力をど

ういうふうにつけるのかっていうのはなかなか難しいところなんですけど、やっ

ぱりそこをしっかりと研究して取り組んでいく必要があろうかというふうに思っ

ております。 

そういった意味では、やはり竜王の子どもたちにいま一度、本を読んでほしい

なと、読書頑張ってくれてはいるんですけど、やっぱり本を読む、読書する力を

つけていくことが大事で、図書館もいろいろ取り組んでもらってますし、図書館

支援員も各学校に配置はしているんですけれども、やはり紙の本をしっかり読ん
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で自分で想像するということを、何とかそれが力になるということを子どもたち

に息長く伝えていきたいなというふうに思っておるところで、これについては学

校と改めて連携をしていきたいと思います。 

また、次に中学校ですけれども、今年度３教科全国を上回ることはできません

でしたけども、中学校も母数が少ないこともありますので、必ずしもこの結果が

全てではございませんけれども、昨年度の例を取ってみますと、昨年度は全国平

均を上回ることはできませんでしたけど、ほぼ中学校は国語・数学において全国

平均に近いところでございましたという結果でした。 

先ほどもこれもありましたけど、中学校では部会を設けて取組をしております

し、竜王中学校がまさに職員の組織として部会をつくって授業改善を取り組んで

いこう、実を申しますと、なかなか中学校はやっぱ教科が専門ですので、校内で

研究をするという難しいところがあるんですけど、竜王中学校の教職員は本当に

みんながそろってというか、一枚岩になって今研究授業を取り組んでくれてます

ので、ぜひこれを続けてもらえるように私たちも応援していきたいと思ってます。 

課題としましては、やっぱり授業の工夫も大事ですし、個別指導をやっぱり丁

寧にしていかないといけないなと思うことと同時に、やっぱり子どもたちが家で

学習を復習するとか、今日やったことを見直すとかいう、何とかそれが、今議員

もおっしゃっていただいて、やっぱり将来に生きていく力になりますので、そこ

を自覚してもらって、やっぱり学習を振り返るとか、面倒なとこもあるけど繰り

返し学ぶとか、そういういわゆる復習時間を大事にしてもらうことをもう一度力

を入れたいなというふうに思っております。併せて中学生の子どもたちにも、ス

マホとの兼ね合いで読書時間を確保ということを考えていかないといけないなと

いうふうに改めて思っております。 

竜王の小学生や中学生は本当に全体としては素直で真面目で何でも言われたこ

とは一生懸命やってくれますし、本当決められたことはしっかり守るというすば

らしいところがたくさんあります。 

しかしその一方で、すごく竜王町が安定した良いところでもあるからかもしれ

ませんが、もうちょっと上を目指して頑張るとか、しんどいけどそこは頑張らな

くちゃということとか、ここは我慢しなきゃいけない、もうちょっとやりたいけ

ど我慢しよう、やっぱりこういう自制心を働かせるっていうところは、やっぱり

我慢するところはやっぱり少し弱いところかなということを思いますので、こう

いうことをしっかりと育んでいくことが子どもたちの将来の生きる力につながる
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だろうということで、例えば夢と志プロジェクトということで、今度１１月１日

には教育フォーラムでオリンピックのメダリストさんをお招きして、やっぱり夢

に向かって頑張っていくことが大事だと、しんどいけど頑張ろうとか、そんなこ

とも教育フォーラムの中で語っていただけたらというふうに思っているところで

す。 

最後に、いわゆるスマホ依存度の問題で、今議員のほうから豊明町のお話もい

ただきましたし、私たちも参考にはさせてもらっているところですけれども、や

はりこの問題っていうのは、大きなくくりとしてはやっぱり子どもたちがどう自

覚をしてくれるかということが大事ですので、これを守らなというふうに決める

ことが本当に意味があるのかというのは、いろんなやり方、考え方もありますの

で一方的には言いませんけれども、私たちとしましては、やっぱり子どもたち自

身が自分で気づいてくれること、ここを我慢しようというところで気づいてくれ

ること、あるいは友達同士が、それってもうそろそろやめとかなあかんの違うの

ということ、それは例えば子どもたちの児童会の取組ですとか、生徒の生徒会の

取組というような形で広がっていくことが大事ではないのかなと。 

あわせまして、保護者さんがやっぱりそのことを理解していただいて、家族の

中でルールを決めていくとか、約束を決めて、親も守るし子どもも守ろうという、

こういう仕組みというのをやっぱり考えていくためのアドバイスをしていくこと

が大事なのかなというふうに思っておりますので、改めておっしゃっていただい

た防災無線の内容の工夫とか、それから本当にやっぱりスマホ依存が脳の活性化

をやっぱり阻止しているというような研究成果もありますので、そういったこと

もしっかりと危機感を含めて伝えていくことが大事ではないかなというふうに思

っておりますので、今回御指摘いただいていることを含めまして、改めてせっか

くの竜王の子どもたち、すばらしい持っているものを、また学力も、また生きる

力も含めて伸ばしていってもらうことで将来、本当に自分の目標に向かってやり

たいことをやれるような将来の進みにつないでいければというふうに思いますの

で、そういったことを御指摘いただいたことを踏まえて、これからまた取組をさ

せていただければと思いますので、十分御期待に応えられてないかもしれません

が、磯部議員の再々質問の私からの回答とさせていただきます。 

以上です。 

○議長（小西久次） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 教育の問題については教育委員会に委任してますんで、ちょ
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っと教育について少し私も思うところがあるので、皆さんに少しまず意見を言っ

ておきたいなと。 

   今、竜王町の教育、英語教育にせよ、いわゆる丁寧な教育にせよ、私は本当に

教育でまちづくりということを頭に置いた政策を推進しているというふうに理解

しています。 

そういう中で、今の個々の問題としての、例えば学習のテストの結果とか、皆

さんからも指摘いただいているような英語教育の進め方とか、また、家庭におけ

る予習・復習の問題とか、逆にいろんな課題があるんだろうなと。 

私としては、ぜひ議員の皆さんにお願いしておきたいのは、教育民生の委員会

というのがございますので、そういう中でぜひこの教育については、年間を通じ

て一つの共通テーマとして竜王の教育、いろんなことがあるから項目によって切

っていくっていうのもあるんですけど、全般として一回、議員の皆さんの教育民

生常任委員会の中で継続して議論をしていただきたい。また、社会教育について

も同じ地域の方々との意見交換も含めたものをしっかりとやっていくように、も

う既に今やっていただいているけれども、やっぱり竜王町の実態を見ると、もう

一段そこんとこを強化する必要がある部分もあると思いますんで、そこは教育委

員会にもまたしっかりやってほしいなと思うし、教育委員同士のお互いのその辺

りの取組強化をしてもらいたいと思ってます。 

そんな意味で今、いろんなことをやるということで、今のスマホの問題にして

も、もうこれ４年ぐらい竜王町はやってるわけですよね、これ。そういう中で今

回、愛知県の一つの市がそういう条例をつくったと。そういう意味からすると、

竜王町が条例をつくっててもおかしくないような本当はタイミングだと私も思っ

たりもします。一方的に全てをどうだこうだって言うあれはないですけれども、

もちろん批判もあるし。でも、それを彼らは先行して、そういう決断をして条例

をつくったっていう一つのことでもあると思うんですけどね。 

その点も含めて、ぜひ新しいまちづくりの一環として、それを支える教育とい

うのをさらに前に進められるように取り組んでいきたいと思いますし、皆さんの

御理解と御支持をいただきたいと思います。地域との議論も含めてやっていきま

すので、どうぞよろしくお願いしておきます。 

以上です。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。ここで午前１１時１５分まで暫時休

憩といたします。 
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休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１１時１５分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、鎌田勝治議員の発言を許可いたします。 

○５番（鎌田勝治） それでは、休憩前に引き続きまして、２問目の質問をさせて

いただきます。 

ちょっと印象が悪いので、１人で時間を使っているように感じておられる方も

多いかと思いますが、そうではないということをまず御了承いただきたいと思い

ます。 

それでは、２問目の質問に行きます。 

竜王町ホームページの情報の鮮度アップを。 

本件は、令和２年第２回定例会で、「行政施策の見える化は」と題して質問し

た内容の継続質問であります。 

現在の竜王町ホームページは、トップページに「近江牛発祥の地」など地域の

魅力を前面に打ち出して、地域資源の見せ方や暮らしに便利な情報が網羅されて

おり読みやすいなど、ユーザー目線での一定の工夫がなされていると思います。

一方で、更新情報のタイムリー感の不足は否めず、特に、重点施策プロジェクト

はその典型的な例であります。 

この点については前回も問題として指摘をしておりますが、そのときの答弁は、

「前年度の取組実績がまとまり次第、当該年度に位置づけた項目及び計画内容と

併せて情報の更新を行っている。おおむね６月末頃更新予定。また、まちづくり

へ関心を持ってもらうため、詳細な内容は別に掲載するなどの工夫する余地はあ

る。よりよい内容となるよう引き続き検討する」との回答でありました。 

以上を踏まえて、次の５点について町の見解を伺います。 

１、８月２８日現在、いまだ更新できていない理由は。 

２、前年度の実績をこの時期になっても掲示できていない実態への受け止めは。 

３、改めての確認ですが、情報を更新する際の手順は。 

４、各課に配置された情報発信担当者はうまく機能しているのか。 

５、現状の課題と今後の対応は。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 鎌田勝治議員の「竜王町ホームページの情報の鮮度
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アップを」の御質問にお答えいたします。 

１点目の、重点施策プロジェクトの令和６年度の進捗状況と令和７年度の計画

内容について、いまだ更新ができていない理由につきまして、いずれのプロジェ

クトにおいても、令和６年度の取組実績や令和７年度及びその後の短期・中期的

な取組計画を取りまとめ、庁内での情報共有を行っております。 

しかしながら、各プロジェクトにおいて、施策を進めるための事前協議や調整

段階にある内容も含まれておりますことから、ホームページにおいて広く発信す

ることを前提とした記載内容の精査や、その上でもより分かりやすい見せ方の工

夫などに時間を要しているためです。 

２点目の、前年度の実績を掲示できていない実態への受け止めについては、皆

様に見ていただきやすい内容、まちづくりへの関心を持ってもらうための工夫を

凝らすため時間を要していますが、概要版だけでも速やかに更新を行うなど、改

善ができる点もあると考えております。 

３点目の情報を更新する際の手順についてですが、ホームページに情報を掲載

するには、各課からＷｏｒｄ等で作成された情報が未来創造課のホームページ編

集担当者へ提供され、当課においてＷｅｂページを作成し、町ホームページに掲

載する流れとなっております。 

４点目の各課に配置された情報発信担当者についてですが、令和２年度に新た

に情報発信担当者を各課に設置し、令和６年度まで毎年、町の情報発信の種類や

効果的な広報について研修を行うなどしてきましたが、その効果が各課において

十分に発揮されているとは言えない状況であり、今年度については、情報発信担

当者が未設置の状況であります。 

そこで現在、全庁的に発信力を高めるための効果的な情報発信体制について検

討しているところであります。 

５点目の現状の課題と今後の対応については、課題としましては、各課で作成

した情報を未来創造課へ提供してからＷｅｂページを作成するため、情報をタイ

ムリーに発信しにくい点です。 

現在、防災行政システムの情報発信アプリ「しるみる竜王」では、各課におい

て随時、行政情報を文字・音声・画像などで発信をしており、導入時と比較する

と、各課からの発信頻度が増え、町の主要な情報発信ツールとして定着しつつあ

ります。このように各課において速やかに直接情報を発信できる仕組みは、発信

頻度を増やしたり情報鮮度を保つために有効であると考えます。 
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今後の対応としましては、町ホームページを各課において編集できるシステム

の導入について、費用等の面から、他市町の事例等も研究しながら検討をしてま

いりたいと考えます。 

以上、鎌田議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 鎌田勝治議員。 

○５番（鎌田勝治） 時間もありませんので、端的に質問させていただきます。 

実はこれ、令和２年に同じような質問をさせていただいたんですね。今回、な

ぜこの時期になっても更新ができていないのかっていうこの質問に対する端的な

答えが、どうももらえていない気がします。 

今の答弁を聞かせていただくと、見せ方の工夫などに時間を要しているためと

いうふうなお話がありましたが、これは令和２年にそういう指摘をさせていただ

いて、そのときに「考える」っていうふうにおっしゃっていたわけです。５年か

かっています。これは考えていないとしか思えないんですが、その点はいかがで

しょうか。それがまず１つ。 

それと、各課からいろんな資料が未来創造課へ届く、そういう仕組みになって

いるかというふうに思いますが、少なくともこの重点施策プロジェクトのページ

を開きますと、そんなに内容としては細かいことは含まれていないんですね。大

体概要なんですよ、書かれてあることは。令和５年度版を見ても、何かそういう

ふうに分かりやすく端的に書かれてある、その書式は変わってないはずですよね。

もちろんその内容の工夫はこれからされるんだというふうに思いますが、少なく

とも今現在のスタイルであれば、何もその書式も変えていなければ、なんか複雑

に例えば未来創造課のほうで確認をすべきような事項があるかっつったら、そう

は思えないんです。なのに、なぜこの時期になっても掲載されないのかっていう

のが非常に疑問であります。そこをもう一度お尋ねしたいと。 

それと、先ほど情報発信担当者が未設置の状況であると。だから、結局これが

原因なんですよね、恐らく。各課から情報が来ない、未来創造課のほうにタイム

リーに来ない、その状態が問題であると、私はこの答弁を聞いて思いました。そ

こを端的に答えていただきたいんですよ。なんか回りくどい言い方をされている

ので、非常にこちらのほうには伝わってこない、そこのところをもう一度お願い

したいと思います。 

それと、各課において速やかに直接情報を発信できる仕組みを模索するという

ような御解答でしたが、改めてホームページの重点施策プロジェクトのところだ
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けに何かそういうシステムを取り入れるつもりなのかどうか、ここはちょっと私

も答弁を聞いていてよくよく理解はできなかったんですけど、その辺りはどうい

うふうにお考えなのか、そこをもう一度お聞かせください。よろしくお願いしま

す。 

○議長（小西久次） 図司総務主監。 

○総務主監（図司明徳） 鎌田議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

重点施策プロジェクトにつきましては、私のほうが全体的な総括をしておりま

すので、重点施策プロジェクトについてお答えをさせていただきたいというふう

に思います。 

先ほども質問の中でおっしゃっていただきましたとおり、過去にこの件につい

ては御質問もいただいておりまして、より見やすい方法、特に町がどのようなこ

とを行政として取り組んでいるのかということを町民さんに見ていただくことに

よって、こんなことを今考えているのかっていうことが伝わるような場、それが

一つ大きな取組として、重点施策プロジェクトを見ていただくというようなこと、

そのことも以前にもお答えをさせてもらいました。 

ただ、その当時、お話をさせてもらっている中では、項目だけをなかなか見せ

ても内容が分からないので、もう少し見える工夫、こんなことをやってんねやと

いうことが分かるような工夫が要りますよねという話を、御質問もいただいて、

それに対して検討もさせてもらいますというお答えをさせていただいた、そのこ

とは十分承知をしているところでございます。 

そのことにつきましては、当然見てもらうことも大事なんですけれども、重点

施策ですので、町として取り組んでいることに対して、職員についてもやっぱり

広くみんなが周知をして、町としてこの方向を今向いているということを全体が

認識する、これも当然内部として大切なことでございます。 

そういった中で、少し昨年度の取組を御紹介させていただきますと、昨年度は

町長選挙の年でもございましたので、政策とこの施策を一回すり合わそうという

ことで取組をさせていただきました。９月にそれぞれ２日間時間をかけまして、

部門別にこの重点施策を今どういうふうに取り組んでいるのか、そのことを部門

部門で認識をしながら、また担当者だけではなくてそれぞれの所属の中での課員

がそのことを認識していこうという場を設けたところでございます。それにより

まして、重点施策の内容についても改めて精査をさせていただきました。 

それと見え方ということで、以前までは実は年度を切らずに、この施策に対し



- 99 - 

てはこんなことをやっていきましょうということで、期限期限を切らずに大体整

理をさせていただいてたのが現状でございましたけれども、昨年度はその中でも

う少し工夫をしようということで、当該年度に取り組むこと、また３年、４年の

短期で取り組むこと、それから、おおよそ１０年までの中期的な取組というのを

仕分をさせていただいて、それぞれ今やっているプロジェクトを取りまとめさせ

てもらったところでもございます。 

それを表に出した部分として、例えば今年８月に町民皆さんに懇談会をさせて

いただいた中で、中心核、交流・文教ゾーンの施設整備のスケジュール感の見直

しというのも皆さんにお伝えをさせていただきましたけれども、それぞれやっぱ

りプロジェクトの中で取り組んだ内容、またその中で精査した内容を取りまとめ

たもの、それが一つの方向性として取りまとめて、スケジュール感の見直しとい

うようなことにも結びつけておるようなところもございます。 

ただ、おっしゃっていただくように、もっと早い時期に内容を示す必要がある

のではないかというようなところについては、もう素直に時間をかけ過ぎておる

というようなところもあるかなというふうに思います。 

今も申し上げましたけれども、少し工夫をしたところもございますので、政策

協議の部分もございますので、その中から見ていただけるもの、町民さんにお見

せできるものとして取りまとめをすることに今現在時間を要しておるというよう

なところでございますので、取りまとめ次第、また精査をし次第、速やかにまた

情報発信に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思

います。 

重点施策プロジェクトの部分については、以上でございます。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 鎌田議員の再質問の中で、今後の対応の中でホーム

ページについて各課において編集できるシステムというところで、重点施策プロ

ジェクトに対するシステム化ということでありますが、それぞれの項目を各課で

編集できる、ホームページ全体のシステムがパッケージとしてありますので、そ

れをほかの市町の事例も参考にしながら、今後検討してまいりたいと考えており

ます。ホームページ全体でございます。 

以上です。 

○議長（小西久次） 鎌田勝治議員。 

○５番（鎌田勝治） 今の最後の岩田課長の答弁については理解をしました。これ
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はいいことやと思いますし、もちろん費用対効果の問題があるので、これから検

討されるんだろうと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

先ほど私が質問させてもらった内容は、ちょっと抜けてるというか、回答をや

られてないんですけれども、その情報発信担当者の件については何か手を打つの

か打たないのか、そこはどう考えておられるのか。これは再々質問の最後になる

のでこんな質問で終わりたくはないんですが、そこが一つ気になっていることで

す。 

それと先ほどの主監の答弁、これは前回も同じようなことを聞いているんです

ね。だから、できないんであればできない、何が問題でできない、だからこうし

ますというふうな回答をいただけると非常に分かりやすいんですけれども、結局、

何か遠回りな言い方をされて腑に落ちないんですよ。 

恐らくこのホームページを見られている町民さん、そう多くはないのかもしれ

ません。特に重点施策なんかを見る町民さんっていうのは、そんなに多くないの

かもしれません。ですが、前に主監もおっしゃっていた、まちづくりに関心を持

ってもらう、そのためにはやっぱりデータ類っていうか、この「重点施策プロジ

ェクト」と呼ぶんやから、そういうプロジェクトの内容がこの時期になっても去

年の内容が分からないっていうのはいかがなもんかというふうに思えて仕様がな

いんですよ。これは多分同じ思いを持っている町民さんは多いかと思います。 

よくよく見ていくと、例えば町の情報なんていうのは、比較的タイムリーに情

報が掲載されています。やっぱり遅いのは、今の重点施策プロジェクトに加えて

データ類ですね、例えば予算とか決算とか、そういったところのデータはやっぱ

りちょっと古い。だから、そういったところはやっぱりちょっと見直しをしてい

ただかないと、情報の鮮度が欠けるということは、やっぱり行政に対する信頼は

ちょっと薄れていくと思います。口ではいろんなことを言ってますけど、だけど

実際にデータを見たいときに見られない、何でやという。多分それはもう素朴な

疑問だろうというふうに私は思います。 

改めてお伺いします。その点について御見解をお願いします。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 鎌田議員の再々質問の中で、情報発信担当者が未設

置の状況であるというところを御説明させていただいた中で御質問をいただきま

した。 

令和２年度に設置しまして４年間、情報発信担当者を設置して研修等を行って
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まいりましたが、今年度については未設置の状況であります。町民の方にお知ら

せする情報に各課濃淡がある中で、なかなか「しるみる竜王」という新しいツー

ルを使って情報が発信できてある課と、なかなかしきれていない課もある中で今

後、全庁的に各課から情報発信ができる、編集ができる、そういうシステムも含

めて検討してまいるという方向でございます。 

以上、再々質問への回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 図司総務主監。 

○総務主監（図司明徳） 鎌田議員の再々質問にお答えをさせていただきます。 

情報の発信が遅れておるという部分については、素直にやっぱり認めざるを得

へんのかなというふうに思います。 

ただ、取りまとめ、またその中の精査に時間を要しておるというのは事実でご

ざいますけれども、そういった中でも、今も議員のほうからおっしゃっていただ

いた、やっぱり町のことを発信する、そのことを知っていただくことで皆さんが

町に関心を持っていただく、仰せのとおりやというふうにも思っております。 

そういった中で、なかなかやっぱり時間をかけづらい部分もございますので、

どうしても後送りになるというのも実態としてはあるのかなというふうには思っ

ています。そういう部分につきまして改めて、今もおっしゃっていただいたよう

な、やっぱりそれが大きくまちづくり、また将来に結びつくというようなことも

改めて認識もしながらしっかりと対応をする、今どのようにしたらそれが短期的

に動かせるのかというのはなかなかお答えをすることはできませんけれども、や

っぱりそれが大事なことやということを改めて組織内でも共有をさせてもらいた

いというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（小西久次） 杼木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 鎌田議員からの情報発信の件について、私のほうからも少

しお話をさせていただきたいと思います。 

本当に現実の問題として、こういったいろんな情報整理をする、さらには集め

ながら発信をしていくと、やっぱり少し組織的に集中しているような感がござい

ます。それはもう要のところですので、そこをしっかり整理をする必要もござい

ますし、一方、各部門がいろんな事業なり、いろんなことを発信をしていくのに、

自らの仕事をしっかり発信していくために、自らのところが情報発信に努めると、

これも大事なことかなと思っております。 
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先ほど申されたように、やはり各課が各課で発信できるようなことをしっかり

と構築をしていきたいし、各課が発信するということになれば、今まで機能して

いない各課の担当というのもしっかり発揮をさせてもらいたいと思います。 

いずれにしても、鮮度、シンプル化、まさにシンプルにタイムリーにというと

ころに努めてまいりたいと思いますので、そういった形でこちらも努めてまいり

ますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（小西久次） 次に４番、大橋裕子議員の発言を許します。 

４番、大橋裕子議員。 

○４番（大橋裕子） 令和７年第３回定例会一般質問。４番、大橋裕子。 

竜王町における学校での防災教育は。 

９月に入り、全国で防災に関する取組が大きくなされるようになりました。行

政、各種団体、自治会等においては、特に大地震が予想され、近畿に大きな被害

を及ぼす南海トラフを想定した取組が行われています。 

文科省では、平成２３年３月に発生した東日本大震災を教訓として、平成２４

年３月に「学校防災マニュアル作成の手引き」を作成し、滋賀県でも「滋賀県学

校防災の手引き」が作られました。 

令和５年３月にはこの手引きの一部が改訂され、その改訂内容は、児童生徒が

地域で起こり得る災害を想定し、災害時に自ら適切に判断し、主体的に行動でき

るよう、小学校での基本的な、発達段階に応じた防災教育を重点化し、安全に関

する資質・能力を身につけるとしています。また、より実践的な防災教育に取り

組めるように、授業で活用できるサイトや出前授業を紹介し、学校のＩＣＴを生

かした資料の提供、情報発信を適切に行えるものとしています。 

このことを踏まえ、次の点について伺います。 

１、竜王町の園、小中学校での防災教育の現状は。 

２、今後目指す防災教育を実現するため、「地域と学校が連携した防災教育」

の重要性が挙げられています。町としてはこのことをどのように考えているのか。 

３、滋賀県で推奨されている、地域と学校を結ぶ「地域防災教育コーディネー

ター」の必要性は。 

以上です。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） 大橋裕子議員の「竜王町における学校での防災教育

は」の御質問にお答えいたします。 
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まず、１点目の御質問につきましては、園、小中学校において、災害に際して

自分の命を守る方法を体得するために、安全指導や避難訓練、引渡し訓練を行っ

ています。こども園では毎月、小中学校では学期ごとに様々な災害を想定した避

難訓練を毎年実施しています。警察署や消防署、消防団、生活安全課等、関係機

関と連携し、消火器を使用したり、不審者侵入による訓練を行ったりするなど、

体験的に学べるよう工夫をしています。 

また、学校の理科や社会科、家庭科等の教科の学習の中では、災害の起きる仕

組み、災害への備えや対策等について、資料を基に学習を積んできています。こ

うした学習の一環として、校外学習や修学旅行で、滋賀県の防災危機管理センタ

ーや兵庫県の人と防災未来センター等を見学し、より深く学んでいます。さらに、

学校の給食においても、防災給食を提供し、食を通して学んでいます。 

一方、竜王西小学校では、学校運営協議会と連携しながら防災キャンプを実施

し、保護者と共に体験を通して学ぶ機会もつくっています。 

次に、２点目の御質問につきまして、これまでは学校教育の中で防災教育を進

めてきておりましたが、近年の大規模災害、異常気象、核家族化、地域とのつな

がりの希薄化等を考えますと、地域と学校が連携した防災教育は重要であると考

えます。子どもたちが学校での学びを基に地域の防災行事に参加していく、また、

地域が学校の防災教育と連携していくことで自助・共助・公助の意識の一層の醸

成につながっていくものと考えております。 

３点目の御質問につきましては、令和５年６月に内閣府が発行した資料「地域

と学校がともに防災教育を進めるために」によりますと、「地域防災教育コーデ

ィネーター」とは、「教員や子どもたちに地域の災害リスク、防災の基礎的知識、

地域の防災の取組、地域の実情を踏まえた防災教育・避難訓練の心得等を教え、

教員にはそれらの指導方法等を教示し、さらに地域と学校が協働した防災教育・

避難訓練などの活動を調整する者である」と示されています。 

学校と地域に精通した人材を配置し活動することで、地域防災教育が進むもの

と見込まれますが、誰をコーディネーターにお願いするかについては、関係機関

等と十分な検討が必要であると考えていることから、今後も生活安全課と連携し

ながら、先進地での取組事例を基に仕組みづくりや配置について研究してまいり

ます。 

以上、大橋議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 大橋裕子議員。 
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○４番（大橋裕子） 今回、私がこの質問を出させていただきましたのはちょっと

理由がありまして、平成２３年に東日本大震災が起こったわけなんですけれども、

そのときに、大きな地震ですので避難所が開設されました。 

その中において、子どもたちが生き生きとと言ったらおかしいんですけれども、

自分たちが担えるような仕事を率先してやっているという姿にくぎづけになった

わけなんですけれども、そういったことができるのは、やはりそこで紹介されて

たのが、日頃からの防災教育が影響しているということを教えていただきました。 

東日本大震災を受けて、平成２４年に国のほうも学校防災マニュアルというの

を作成され、同時期に滋賀県学校防災の手引きというのができました。 

そして、令和５年３月には、その一部が改正されたわけなんですけれども、そ

の改訂された内容を見ますと、やはり机上で作成したのではなくて、そういった

いろいろな事例を実際にまとめて、変更するところは変更したりされているとい

うことで、まずは児童生徒たちが自らそういった環境変化に気づく、そして、そ

れに対してどういうふうに行動していったらいいのかというふうに考える、そし

て、それを実際に行動に移すということがスムーズにというか、やっておられた

のがすごく印象的でした。 

また、改訂された一部を見てみますと、ＩＣＴを活用した教育というか、そう

いうのもやっておられるということにすごく興味を持っていたわけなんですけれ

ども、自分たちが、先ほども申し上げましたように気づいて、考えて行動すると

いうところを、竜王の子どもたちにもぜひそういった教育、実際に役に立つ教育

をぜひやっていただきたいなというふうに思って、この質問をさせていただきま

した。 

県のほうの令和５年度に改訂された内容の一部を見てみますと、災害が発生し

たときに児童生徒にできることとして、やっぱりその年代年代に応じた教育があ

ると、やることがあると思うんですけれども、災害発生時のボランティア活動の

例としてちょっと読み上げてみますと、小学校の低学年だと、自分より小さい子

どもたちと遊ぶとか、避難所においてですけれども、食事の容器を運んだり片づ

けたりするとか、小学校の中学年になってきますと、その上に災害救援物資の搬

入を手伝ったり、食料を補給する大人の手伝いをするとか、そういったのも入っ

ておりますし、高学年になりますと、避難所の様々な役割分担に積極的に関わる、

加わるとか、自分たちより小さい子の世話をしたり、高齢の避難者の手伝いをす

るとか、炊き出しの手伝いをするとか、中学生になってきますと、避難所のトイ
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レ清掃とか、避難所の生活を維持するための活動を行ったり、小学生や中学生を

集めて絵本や本の読み聞かせをするとか、幼児を抱えて避難した親の介助をした

り、乳児の子守をしたりとか、そういったことが具体的に挙げられているわけな

んです。 

竜王町におきましても、いろいろな防災教育はされていると思うんですけれど

も、こういった実際に書かれていることを参考にやっておられるのかなというふ

うなことがちょっと疑問となっておりますので、再質問をさせていただきます。

まず、それを１点お伺いしたいと思います。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） ただいまいただきました再質問にお答えをさせてい

ただきます。 

まず園、小学校、中学校、発達段階が違いますので、それぞれの発達段階に合

わせて指導内容が異なってきますので指導しています。 

まず園では、まずは教職員や保護者の指示に従うというふうなことで、大人の

指示に従うというふうな点です。 

小学校低学年では、教職員や保護者などの指示に従うとともに、適切な行動を

取って安全確保ができるようにするというふうなことで、教科では例えば生活科

で公共施設を大切にすることであったり、道徳科でも親切にするというふうなこ

とを学校行事等を通して学んでいます。 

３、４年生の中学年は、自ら危険を回避する行動ができるようにするというふ

うなことと、家族や友達、地域の人と協力して危険を回避できるようにするとい

うふうなことについて指導をしております。４年生の社会科の学習であったり、

道徳科等で学んでいます。 

小学校高学年になりますと、家族や友達、周囲の人々の安全にも配慮し、ほか

の人の役に立つ行動ができるようにするというふうなことで学習をしています。

特に理科や家庭科等でその辺のことも触れています。 

中学校になりますと、防災の活動や応急手当の技能を身に着けて、防災ボラン

ティア等の支援活動に対する理解を深めるようにしています。保健体育の学習で、

例えば心肺蘇生法の仕方について学んだりとか、家庭科では避難の備えについて

学んだりというふうなことで、発達段階に合わせた防災の内容について指導して

います。 

以上、回答とさせていただきます。 
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○議長（小西久次） 大橋裕子議員。 

○４番（大橋裕子） 私の言ってたのとちょっとかぶってるところがあったんです

けれども、竜王町におきまして災害というものは、津波はないですし、竜王町に

即した大雨が降ったときとか、竜王町には日野川とか祖父川とか、決壊するよう

なところがたくさんありますし、山崩れ、土砂崩れとか、また大地震が起こった

ときとか、そういった自然災害が想定されるわけなんですけれども、そのときに

竜王町におけるハザードマップっていうのか、子どもたち自身が自分たちの住ん

でいるどの辺りが危ないところであるかとか、ここが避難場所になるとか、何か

のときに子どもたちが危険を察知してそこから離れる、そしてどこへ行ったらい

いか、そういったことを学べるっていうか、そういうふうなこともされているの

かどうかということと、それから先ほど申し上げましたように、ＩＣＴを活用し

た防災教育というのをなされているのかということをお聞きしたいと思っており

ます。 

そしてもう一つ、再々質問でお伺いしたいのがコーディネーターの件なんです

けれども、コーディネーターというのは、学校になりますと先生方も替わったり

される、地域のものもいろいろ役職を持っている者が替わったりすると思うんで

すけれども、その辺を十分に考慮していただきまして、両方をつなぐことができ

るようなコーディネーターをぜひ探していただくということで先ほどお話をいた

だきましたので、十分に考慮していただきたいと思っております。 

子どもたちがやはりこういった地域との関わりを持つことによりまして、地域

での顔つなぎができる、そういった地域で行われる防災訓練なんかに子どもたち

が参加することによりまして、地域での顔つなぎができて顔なじみができるとい

うことで、ああ、あそこの子どもさんやなとか、地域の中でも最近子どもがどこ

の子か分からないようなこともあって、こういう実際に地域との連携をしていく

中で、そういった子どもたちがその地域に入って連携していくことによって、そ

ういったこともできると思うし、地域を愛する心といいますか、自分たちの地域

がこんなにもみんなに支えられて守られているということを子どもたちは知って

いくんではないか、それは広く考えると、郷土を愛する心にもなっていくんでは

ないかなということを考えると、やはり学校と地域の連携した取組というのが必

要になってくると思うんですけれども。 

最初にお伺いしたんですけれども、そこのところをもう少し詳しくどういった

形で、学校としては地域に入るときに子どもたちにどういったことを話している
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のかというところとかが分かれば、そういうのを教えていただきたいと思います。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） ただいまいただきました再質問にお答えをさせてい

ただきます。 

３点いただいたかと思います。 

まず、１点目のハザードマップにつきましては、これは小学校の４年生で社会

科で災害について学ぶところがございますので、そこでも学んでおりますし、そ

の後、高学年そして中学校においても、災害の学習の中でももちろんこれについ

ては内容は出てきますので、繰り返し学んでいるというふうなところです。 

２点目のＩＣＴを活用した防災教育ということについてなんですけれども、こ

れにつきましては、学校で今１人１台端末を使っておりますのでそういったのを

活用して、いろいろなところにいろんな防災に関する映像等もありますし、そう

いうのをダウンロードして学校で視聴したり、また教職員が子どもたちに見せた

いものを見せるという形で授業で活用もしております。また先日は、竜王小学校

６年生が修学旅行で兵庫県の防災センターのほうに行ったんですけども、そのと

きにもＩＣＴを活用した映像を見て、実際の被害について学んだりしています。 

３点目のコーディネーターについてなんですけれども、まずは地域で、竜王町

内でも行われているいろんな防災訓練等に参加するというふうなことが一つある

かなと思います。ただ、その訓練に参加して人とのつながりを持つというよりは、

ふだんから地域の行事に参加したり、いつも登下校のときに立ってくださってい

るスクールガードの方や保護者の方に挨拶等をしながら、そういったつながりを

持って、日常からのいろんな方々、関係者の方々とのつながりというのが大事で

はないかなというふうに思っております。 

今後、こういった町の防災関係の行事等により深くというか、参加していける

ようにするために、ここで述べていますコーディネーターというのが大事になる

かなと思います。現在学校には、学校防災コーディネーターというのがおりまし

て、そこが中心になって、例えば消防署の方に学校に来ていただいて話をしてい

ただく、生活安全課のほうに依頼をしていろんなものを見学させていただく等を

していますが、そういった学校防災教育コーディネーター等の働きをちょっと強

化していくこともできるかなというふうに思います。 

以上３点、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。ここで午後１時まで暫時休憩といた
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します。 

休憩 午後０時０１分 

再開 午後１時００分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次の質問に移ってください。 

４番、大橋裕子議員。 

○４番（大橋裕子） 家庭教育支援事業の今後は。 

核家族化や共働き家庭・独り親家庭の増加、地域のつながりの希薄化など、家

庭を取り巻く環境はひと昔前とは大きくさま変わりし、子育ての悩みや不安を抱

えた家庭の増加など、家庭教育を行う上での困難な現状があります。また、様々

な課題を抱えつつ、地域から孤立し、自ら相談の場にアクセスすることが困難な

家庭など、支援が届きにくい家庭への対応や児童虐待など、子どもをめぐる状況

が懸念され、地域全体での家庭教育支援の必要性が高まっています。 

これを受け、竜王町では、２０２２年４月に県のモデル事業として、子どもを

入り口にして家庭の困り事を見つけて必要な部署につなげることで、支援が届き

にくい家庭への対応を充実させる「家庭教育支援事業」を取り組んできました。 

以上を踏まえて、次の４点について町の見解を伺います。 

１、過去３年間の事業に対する評価は。また、その評価方法と判断基準は。 

２、令和７年度４月から現在までの活動状況は。また、評価結果を現状の活動

にどのように反映しているか。 

３、生涯学習課、学校教育課、健康推進課、福祉課、自立支援課などの関係部 

署間の連携の方法と現状の課題は。 

４、今後の事業展開は。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） 大橋裕子議員の「家庭教育支援事業の今後は」の御

質問にお答えいたします。 

まず、１点目の御質問につきまして、本町の家庭教育支援事業のうち、アウト

リーチ型と呼ばれる訪問型家庭教育支援については、地域拠点を活用し官民で取

り組む竜王独自の形で実施してまいりました。事業の評価は、県教育委員会のス

ーパーバイザーに御意見やアドバイスをいただいてきたところであります。 

その中で、「図書館などの社会教育施設を活用することは、本来の社会教育の

姿である」と一定の評価をいただきました。これまでの継続的な取組により、地
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域内に支援ネットワークが構築され、支援を届ける体制が整ってきたことは、重

要な成果と捉えております。 

次に、２点目の御質問につきましては、本年度もサポーター連絡会や家庭教育

研修会など、例年どおりの事業を継続しております。去る８月２１日には公民館

ホールにて、教育委員会とＮＰＯ法人竜王子育てネットワークの共催による親子

参加型イベントを開催し、家庭教育支援事業の周知と家庭への参加促進を図りま

した。昨年度、社会教育施設の活用について前段のとおり評価をいただきました

ので、それも踏まえ、今後も活動に反映してまいります。 

次に、３点目の御質問につきましては、関係部署で構成する家庭教育支援運営

協議会による協議を年間２回程度開催しており、連携や事業実施方針を検討、確

認しているところです。この協議会のメンバーは、自立支援課、福祉課、社会福

祉協議会、学校園教育相談担当、ＮＰＯ法人竜王子育てネットワークなどの関係

機関等です。 

個々についての対応を行っている支援チームは、定期的なミーティングを開催

し、課題の共有と対応策の協議を行っておりますが、必要に応じて担当課とも情

報共有を図っていく必要があります。 

最後に、４点目の御質問につきましては、これまでの成果と課題を踏まえ、今

後は早期支援や予防的支援が可能となるよう、持続可能な支援体制の構築を目指

してまいります。 

今後も地域全体で子育て家庭を支える仕組みづくりを進め、孤立を防ぎ、安心

して子育てができる環境の整備に努めてまいります。 

以上、大橋議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 大橋裕子議員。 

○４番（大橋裕子） ちょっと何点かお伺いしたいんですけれども、まず、私の問

いに対しまして、答えでちょっと分かりにくいところがありましたのでまたお伺

いさせていただきたいと思います。 

まず、２０２２年４月に県のモデル事業としてされたわけなんですけれども、

これはすごく高い評価を得ていると聞いております。これの内容についてもう少

し詳しく説明していただきたいと思います。それをもって、今年４月から現在ま

での活動状況というところにどのようにそれが生かされているのかとか、その辺

りの説明をもう少し具体的にお聞きしていきたいと思います。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 
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○学校教育課長（山中博嗣） ただいまいただきました再質問に対してお答えをさ

せていただきます。 

訪問型家庭支援事業のこのモデル事業につきましては、令和２年度から４年度

の３年間に県内の２市町をモデル指定で、単年度で行われているものなんですけ

れども、竜王町は３年目の令和４年度に本事業を受けております。 

この事業につきましては、届ける家庭教育支援ということでございまして、困

り感を抱えた家庭へ届ける支援が絶対的に不足しているような状況を受けまして、

県の中で家庭教育支援を行っていくということで、こういった不安や悩みを抱え

ている家庭にアウトリーチで支援をしていくというふうな、届ける家庭教育支援

というふうな事業でございます。これを受けまして、令和４年度には竜王町でこ

の事業を受けております。 

その後、１年間でこれは終了したんですけれども、県のスーパーバイザーの訪

問は引き続いて受けておりますので、過去３年間は県のスーパーバイザーの訪問

を受け、この事業を本町としては展開をしています。 

昨年度までのこの事業を受けましての成果としましては、それぞれサポーター

が行う支援をすることでコーディネートすることができたというふうなところも

ありますけれども、システムとして持続できるような仕組み、枠組みを整えるこ

とが重要であるというふうな反省もございまして、今年度はその辺をまずは整え

ることを中心にしてスタートするようにしております。 

以上、再質問の返答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 大橋裕子議員。 

○４番（大橋裕子） ただいまお答えいただいたんですけれども、ちょっとそこの

ところでもう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

   県のモデル事業として評価されたということなんですが、どういった点を評価

されたのかということをお伺いしたいのと、それから、サポーターの連絡会議と

いうのがあると思うんですけれども、それは開催されていると思うんですけれど

も、その運営協議会の件なんですけれども、そこの時点で今年度の活動がどうい

ったものになっていくのかということを協議されていくものだと思っているんで

すけれども、ちょっと聞くところによりますとそれがまだ開かれていないという

ところを聞いております。にもかかわらず、今年度の活動方針が打ち出されてい

るというところがちょっと分からなかったので、お伺いしたいと思います。 

そして、またそういったことを受けて、今年４月から９月までの活動がどのよ
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うに今までやってきたことが生かされているのかという点をお伺いしたいのと、

それから、こういった支援というのは、本当に家庭に入るということはすごく難

しいことだと思うんですけれども、子どもを切り口として、そこを中心としてそ

こからそれぞれの家庭に入っていくと思うんですけれども、本当に届けたい方に

そういった支援を届けたいということなんですけれども、いろいろ会議といいま

すか、そうやって支援をするための講演会とかをされると思うんですけれども、

そういった中で参加される方っていうのはいつも大体決まった方が参加されると

思うんですけれども、本当の届けたい人に届けるということに関して、そちらの

ほうではどのように考えておられるのかという点をお聞きしたいと思います。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） ただいま、再質問を４点いただいたかなというふう

に捉えています。 

まず１点目の、どういう点を評価されたのかというふうなことですけれども、

官民一体で活動しているこの事業が、公民館や図書館などのそういうふうな公共

の場を使って開催ができたというふうなことは、大変大きく評価をいただいてい

るところでございます。 

また、支援につながった家庭の子どもたちの意欲が高まり、情緒的に安定した

様子も、劇的ではないんですけれども、そういった様子が見られたりだとか、保

護者にも地域への安心感、信頼感が高まったと思われるというふうなところで、

そういうふうな点が評価いただいた点かなというふうに思います。 

２点目の、今年度の状況についてなんですけれども、まず昨年度の反省から、

この家庭教育支援の仕組みを整える必要があるというふうなことで、昨年の運営

委員会の中でも反省として出ておりまして、この支援の意義であったりとか、ど

のように進めていくかということを、それぞれのいろんな関係機関が関わってい

くんですけれども、やはりそれぞれの関係機関のそれぞれができる領域というの

があるかと思いますので、その領域に関わって支援をしていく、つなぐところは

つないでいくというあたりのところ、その辺の職域というか、そこら辺をもう少

し整理していく必要があるのではないかというふうなことで、そういうふうな反

省がございました。 

それから、年度が替わりまして、昨年度まで中心的に動いていた担当も替わっ

たこともございまして、その辺の引継ぎ等にも多少時間がかかったこともござい

ます。ですので、当初は年度初めに運営協議会の予定をしておったんですけれど
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も、ちょっとその体制協議をきちっと固めてからスタートするべきではないかと

いうふうなことで、ちょっと運営協議会のほうはその辺の整理をしてから開催と

いう予定をしております。 

それから３点目の、これまでの評価を基にどのように今年度は生かされている

のかというふうな点についてでございますが、先ほどもありましたように、県の

スーパーバイザーのほうから、町内の公民館等での開催等が大変良い取組だとい

うふうなことで評価をいただいております。そういった点もございまして、この

夏には、先ほども申しましたように、町の施設のほうで開催したというふうなと

ころもございますので、そういった部分を今後もできることをしていくような形

に進めたいと思っております。 

最後に４点目の、支援を届けたい人に届けにくいが、そういう人にどういうふ

うな方法で届けるのかという点についてなんですけれども、例えば家庭教育支援

に関心の薄い家庭もございます。そういった家庭とつながるために、例えば学校

の参観等、大きな行事のときに研修会を設定するなどして、そういうふうな機会

を持って、そこにサポーターが参加して、その中でそういった家庭とつながりを

持っていくというふうなことであったり、町内の施設や関係機関と連携して、例

えば子育ての悩みを聞く場、親子育てサロンなどのようなものであったりとか研

修等を土日などに開催するような形で、そういうふうな機会を増やすことで、な

かなか地域とつながりにくい家庭であったり、課題がある家庭の皆さんにも参加

してもらえるような機会を増やすような方向で今のところは考えております。 

以上、再質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） 大橋議員の再々質問に関わってですけれども、

成果ということですが、やっぱり家庭教育支援というのを広く捉えてますけれど

も、改めてやっぱりこちらからの提供する支援、学習の機会とか参加型というこ

とで今までやってきましたけれども、やっぱりそこだけでは十分に手が、支援が

届いてないということを改めて私たちも感じている中で、やっぱり県でいわゆる

「届ける家庭教育支援」というような言い方、具体には「アウトリーチ」って言

ってますけれども、こちらから届けていくという、そういう取組を広げていける

きっかけができてきたというのは一つの成果ではあろうかなというふうに思って

おります。 

また、そのことに関わってサポーターさんに関わっていただいて、具体に関わ
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ってもらうというような支援体制のチーム、ネットワークができてきたこと、さ

らにはその支援チームがいろいろ情報共有をしながら、届ける家庭教育支援の在

り方を検討できてきたこと、そういうところが今この３年間取組をしていく中で

いろいろ見えてきたところ、あるいは４年目を今迎えている中で見えてきたとこ

ろだと思っておりますので、こういったことをさらに丁寧に地道に積み重ねてい

くことで、いわゆるアウトリーチ型、届ける家庭教育支援、今までなかなか届き

にくかったような状況のご家庭、あるいはお子さんへの見守りであったり、支援

に結びつけられればいいのかなというふうに思っておりますので、引き続きいろ

いろ研究しながら取り組んでまいりたいというふうには思っております。 

以上、私からの回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 次に１番、中村匡希議員の発言を許します。 

   １番、中村匡希議員。 

○１番（中村匡希） 令和７年第３回定例会一般質問。１番、中村匡希。 

質問事項は、チョイソコりゅうおうの今後は、です。 

令和２年１０月に始まった「チョイソコりゅうおう」は、運行開始から５年目

に入り、町内の移動手段として一定の効果を上げていると考えられます。一方で、

今年４月のダイヤ改正によって路線バスの減便が行われました。背景には法改正

によるドライバー不足などがあり、単純な財政支援だけでは解決できない問題が

浮かび上がっています。公共交通網の再編が避けられない状況にあり、現在は１

台で平日のみ運行という制約の中、近江八幡市内の医療機関への通院では、路線

バスとの乗り継ぎや家族の送迎に頼らざるを得ません。 

そこで、次の点をお伺いします。 

１、高齢者や交通弱者の通院ニーズに対応するため、近江八幡市内にある病院

など町外の医療機関へ送迎を行うことを検討してはどうでしょうか。 

２、現状は１台のみの運行に限られますが、今後の利用増加に対応するため、

増車の可能性をどう考えているでしょうか。また、車両を増やす場合に必要とな

るコストはどの程度かかるでしょうか。 

３、公共交通のあり方を検討する上で、利用者の意見や潜在的需要の把握は重

要です。今後、利用者や町民を対象としたニーズ調査をどのようなタイミングや

方法で実施する予定か、お伺いします。 

○議長（小西久次） 続いて６番、橘せつ子議員の発言を許します。 

６番、橘せつ子議員。 
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○６番（橘せつ子） 令和７年第３回定例会一般質問。６番、橘せつ子。 

「チョイソコりゅうおう」を使いやすく。 

乗合タクシー「チョイソコりゅうおう」は、町民の声が反映され、工夫・改善

されていることも多いですが、利用者からさらに検討いただきたい点について伺

っています。 

次のことについて町の考えをお伺いいたします。 

１、現在、予約管理等を行っているオペレーションセンターは愛知県にありま

すが、特に高齢の利用者にとっては、町内移動のために県外に電話予約するとい

う方法に戸惑いが多いです。また、乗合せ等に融通が利かないことが多く、行き

は取れても帰りの予約が取れない、長時間待機せざるを得ない状況等、苦労する

ことがあります。このことから、竜王町内にオペレーションセンターを設置し、

直接管理することはできないでしょうか。 

２、チョイソコりゅうおうの台数を増やすことはできないでしょうか。 

３、利用者の予約忘れや直前のキャンセル等が多発していると聞いていますが、

改めてルールの周知が必要ではないでしょうか。 

４、今後もチョイソコりゅうおうを効果的に利用していくために、町・自治

会・利用者が一堂に会し、話し合う場が必要ではないでしょうか。 

○議長（小西久次） 中村匡希議員、橘せつ子議員の質問に対しまして、一括して

回答を求めます。 

岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 中村匡希議員の「チョイソコりゅうおうの今後は」

の御質問にお答えいたします。 

まず、「竜王町地域公共交通計画」では、基本方針を「移動したい人の移動目

的にあった持続可能な移動手段の確保」としており、具体的に目指す交通ネット

ワークは、本町と他市町との連絡を担う「地域間移動である路線バス」と、主に

町内移動を支える「地域内移動であるチョイソコりゅうおう」と、多くの町民の

暮らしを支える「自由移動であるマイカー、タクシー、福祉有償運送」の３つを、

おのおのの維持・確保・充実を図ることとしております。 

１点目の、近江八幡市内にある病院など町外の医療機関へ「チョイソコりゅう

おう」のみで直接送迎をすることは、この地域の路線バス等の公共交通や近江八

幡市の「あかこんバス」と重複してしまうことから、現時点では可能でないと判

断しています。 
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２点目の御質問にあります「増車」につきましては、予約が取れない状態が顕

著となった場合には増車ということになりますが、１台増車するのに車両のリー

ス料、運行委託料、ガソリン代、予約等システム・オペレーションセンター利用

料で、年間１，０００万円程度のコストがかかります。 

３点目のニーズ調査についてですが、大規模なものは竜王町地域公共交通計画

を策定する際に行っており、方法としては、アンケートだけでなく、チョイソコ

りゅうおうや路線バス通学定期半額補助制度利用者にお集まりいただき、生の声

を聞かせていただいております。また、適宜アンケートも実施しておりますし、

実際の利用者数の把握に努めるようにもしており、今後も引き続き対応してまい

ります。 

チョイソコりゅうおうは、求められる移動ニーズに対してデマンド型のエリア

限定運行としていることで経済的かつ効率的な運行を可能にしており、エリアを

超える場合は幹線である路線バスとの乗り継ぎを前提としております。これによ

り運行開始以来、サービスを拡充しつつ、順調に御利用をいただいております。 

今後におきましても、チョイソコりゅうおうだけでなく、路線バスについても

利用者数の動向とニーズの把握に努め、経済性、合理性、利便性を組み合わせた

持続可能な公共交通体系を構築してまいります。 

以上、中村議員への回答といたします。 

続きまして、橘せつ子議員の「「チョイソコりゅうおう」を使いやすく」の御

質問にお答えいたします。 

１点目のオペレーションセンターの件ですが、直営で行う場合と比較して現在、

全国９０自治体が利用していることが「チョイソコ」の最大のスケールメリット

であります。このことから、経済的な優位性と業務の専門性からオペレーション

業務は外部へ委託しております。 

竜王町単独直営でオペレーションセンターを設置した場合、予約の受付はもち

ろん、車内での忘れ物や予約の変更等をリアルタイムでドライバーと連絡を取る

必要があり、少なくとも２名以上の人員が毎日必要です。雇用としては休暇を取

られる場合もありますので３名以上必要となり、人件費やシステム利用料が相当

高額になります。 

また、乗合せの融通や帰りの予約が取れないことは、竜王町にオペレーション

センターがないことや外部委託が問題なのではなく、単に予約が集中しているこ

とが原因ですので、少し御不便はおかけいたしますが、時間をずらしてもらうな
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どの、利用者の方々にも御理解と御協力をいただきたいと思います。 

２点目の御質問については、恒常的に予約が取りにくい状況となってきた場合

には、増車が必要となります。 

次に３点目の御質問ですが、直前のキャンセルや予約忘れが多発しているとい

うことは認識しておりません。しかしながら、このことはデマンド交通特有の課

題であることから、利用者皆さんに使っていただくため、マナーやルールについ

て注意喚起や周知啓発を図ってまいります。 

最後に４点目ですが、まずは利用者の方々との懇談会は、運行開始当初は利用

者のニーズにスピード感を持って対応する必要がありましたので頻繁に行ってお

りましたが、近頃は運行が安定してきましたので不定期に行っております。 

なお本町では、関係諸団体の代表の方々をはじめ、利用者や事業者の代表の

方々から構成される「竜王町地域公共交通活性化協議会」を組織しており、その

中で竜王町の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議いただい

ております。 

今後も必要に応じてこのような協議会や懇談会を実施し、チョイソコりゅうお

うだけでなく、路線バスについても利用者数の動向とニーズの把握に努め、経済

性、合理性、利便性を組み合わせた持続可能な公共交通体系を構築してまいりま

す。 

以上、橘議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 続いて１番、中村匡希議員の再質問を認めます。 

１番、中村匡希議員。 

○１番（中村匡希） 今お答えいただいたわけですが、少し町外医療機関へのアク

セスについてお伺いさせていただきます。 

現状では検討はされていないと、可能ではないと判断しているということなん

ですが、例えば近江八幡の総合医療センターに行こうと思うと、今、チョイソコ

に乗って、それから路線バスに乗り継ぎを行うと。それからＪＲ近江八幡駅まで

行って、そこで降りてさらにあかこんバスに乗って病院まで行かなきゃいけない

と。これ、結構やっぱり手間なので、さすがにこれは利便性の面からすると、ほ

とんど使い勝手がいいとは言えない状態であると思います。 

例えば駅に行くっていうなら別なんですが。医療機関に行くという場合に関し

ましては、やはり町外にバス停を設けるということは私は全然ありなのかなとい

うふうに思うんですね。隣の日野町では、「チョイソコひの」をやっておられま
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すよね。隣の水口の甲賀病院まではやっぱりバス停はあるわけですよね。もちろ

ん片道切符で、行きだけはチョイソコで送りますが、帰りはタクシーなり、バス

なり、電車なりを使ってくださいということである種、民間の事業者とのすみ分

けをしているという、そういう運用のされた方をしています。 

ただ竜王の場合は、０－１００というような割り方をされているような印象が

あって、もう少し融通を利かせるようなやり方があってもいいんじゃないのかな、

特に医療機関というのは、竜王の中で解決しなかった場合は総合医療センターに

行く必要がありますから、そこにバス停を設けるというのは一つメリットがある

と私は考えていますので、やはり医療機関ということをベースに考えて、もう一

回お返事をいただきたいと思います。それが１点目でございます。 

２点目なんですが、竜王町の地域公共交通計画では、チョイソコりゅうおうの

利用者目標値を１日２０人というふうに掲げておられました。最新の利用状況を

見ると、２０人を割る月もあるみたいですけれども、２０人を超えている月もあ

るんですよね。それを考えると、ある程度単月では目標を達成できている部分も

あるんじゃないかなと思います。 

この２０人を超えたら一体次はどうするのかという、その点も結構重要だと思

うんですね。要は利用者が増えているわけですから、そこで増便なり増車なりと

いうことを検討しなきゃいけないと思うんですが、この目標利用値というのを達

成した場合、次に何を考えるべきなのか。その点についてもお伺いしたいと思い

ます。 

３点目なんですが、予約が競合して希望の時間に利用ができないというような

ケースは当然あると思います。それで時間をずらしてもらって利用していただく

と、それがやっぱり乗合というものの特徴なので致し方ない面があると思うんで

すが、例えばそのユーザーの人が、当初に利用した時間帯に利用できなかった率

とか、そういうのって計算されているのかなっていうのをお伺いしたいんです。

要は、最初この時間使いたいって言ったときにその利用を断れた、あるいは変更

してくださいとお願いされた率ですね。これは増車とか増便を考えれば結構重要

な指標だと思うので、そういうところについてもし聞いておられるようでしたら、

お伺いいたしたいと思います。 

それから次に、１台増やすのに１，０００万円かかると、そんなにお金がかか

るというふうに私は印象としては持っておらないんですが、いろんな兼ね合いで

１台で行くという考え方も一つあると思います。 
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例えば、また日野町の例で恐縮なんですが、日野では土曜日運行もしてますよ

ね。それは平日のチョイソコひののサポート補助という形で、土曜日もライドシ

ェアという形で運行されておられるんですが、土曜日１日じゃあチョイソコを動

かすっていうふうになった場合のコストとか、その辺はもし分かればお伺いした

いです。 

最後に、これは一番大事なことなんですが、民間事業者との兼ね合いの問題で

す。先ほども申し上げましたが、行きだけは世話するよ、帰りはタクシーなり使

ってくださいとか、そういうのがやはりすみ分けの在り方だと私は思うんですね。

行きも帰りも自分で手配してくれ、町外には世話しません、公共交通はこの竜王

町の中だけだというのは、少し私は融通が利かないかなというふうに思います。 

一方で、これは民間事業者との兼ね合いである程度、事業者に対してもその仕

事を奪うようなことがあってはいけませんから、そういう考えが大事なのは分か

るんですけれども、少し竜王の場合は０－１００で区切りすぎかなというふうな

のが私の率直な意見です。 

この民間事業者との民業圧迫にならないように、どういうふうに上手にチョイ

ソコを使っていくべきなのか、その辺の兼ね合いについてどのような考え方を持

っているのか、これも最後にお伺いしたいと思います。 

ちょっと多いですが、すみません、お願いします。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 中村議員の再質問についてお答えいたします。 

１点目につきまして、医療機関というところで、甲賀病院の例も出していただ

きました。まず、近江八幡医療センターのほうに行くアプローチの仕方としては、

中村議員おっしゃいましたチョイソコを利用して、路線バスで近江八幡駅まで行

って、その後あかこんバスを使うという方法が１つ。もう一つが、チョイソコり

ゅうおうで篠原駅まで行って、そこからあかこんバスに乗って八幡医療センター

に行くという、２つの方法がございます。 

いずれにしても乗り継ぎをしなければならないという手間は１回か２回かある

というところで同じなんですけれども、それを利用者の目線からどうしても１回

でということになると、当初言いました自由移動であるマイカーであったり、タ

クシーを御利用いただくという方法になります。デマンドのチョイソコりゅうお

うを交通網として整備していく中では、この手間はどうしても必要なのかなと思

っております。 
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２点目の１日２０人のボーダーラインというお話がありました。やっぱり月に

よっても違いますし、１日の中でやはり朝９時、朝一の予約が逼迫するというか、

多いというのが現状です。１日８．５時間運行されてるので、１時間に大体４便

はチョイソコりゅうおうは動けるという計算になっているので、１日３４便が休

憩なしでチョイソコりゅうおうが動かせるマックスになります。 

今現在、令和６年度実績で、１日当たりの運航便数が１２．８便です。ですの

で、いろんな指標がありますし、単純に３４便のうちまだ１２便やという見方も

ありますし、その時間帯によっては逼迫してくるという時間帯もありますので、

その辺のバランスを見ながら今後、増車に向けても検討してまいりたいというの

が２点目の御回答になります。 

それから３点目の、利用できなかった率というのは表には出てきてません。オ

ペレーションセンターのほうで１日に何件かはそういうお断りとか変更の例もあ

りますが、利用者の方からその時間帯には電話してこなくって、その手前で変更

なり、違う時間を利用していただいているっていうのもありますので、今のとこ

ろ利用できなかった率っていうのは計上されておりません。 

４点目の、土日の運行についてでございます。具体的な１日当たりのコストと

いうのは明確には算出しておりませんが、日野町が実施しております土日のライ

ドシェア、竜王町で休日を運行していないという背景にあるのが、やっぱりお家

の方であったりとか、お休みの日は誰かが送れるというベースが、全員ではない

と思うんですけど、ベースがあると。どうしても平日皆さんがお仕事行かれたり

とかいう中で、その残された家族、高齢者であったり、子どもたちをどうして移

動させるかというところが今現在の状況ですので、平日のみの運行となっている

という状況でございます。 

それから５点目の、民間事業者との兼ね合いについて御意見、御質問をいただ

きました。具体的な例として、今後路線バス減便にもなってきてますし、チョイ

ソコとの話合いの中で交通事業者と話し合い、折衝していって協議が調えば、昼

間の例えば閑散時期はバスを走らせずに、チョイソコりゅうおうをその路線バス

の代替として近江八幡駅まで向かわせるとか、そういう可能性については今後協

議していきたいなというふうに考えております。 

以上５点、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 中村匡希議員。 

○１番（中村匡希） お答えいただきまして、再々質問というほどではないですが、
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最後の民間事業者との兼ね合いの件では、非常にそういう案もあるなということ

で前向きな答えをいただいたというふうに思います。現在のところ、３４便がマ

ックスで１２．８便、平均１日使われているということで、この増車についての

可能性っていうのはどの程度のラインで判断されるのか。例えばこれ稼働率１０

０％になっちゃうと、逆に３４便全部使えるっていうことは現実的にあり得ない

と思うので、どこかにやっぱり分岐点みたいなものがあるはずなんですが、その

ラインっていうのをどの程度見込んでおられるのかっていうのを再質問でお伺い

したいと思います。 

それから、先ほどの民間事業者との話合いの部分なんですが、どういう考え方

で、あるいは年１回話し合っているとか、その辺の実際の交通事業者さんとの話

合いをどういうふうに進めていくのか、あるいは常に行っている、１年間定例で

行っているような話合いの中で進めていくのかとか、その辺のコミュニケーショ

ンの在り方についてお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 中村匡希議員の再々質問にお答えさせていただきま

す。 

まず１点目の増車に係るボーダーラインです。物理的に１日３４便動かせると

いう中で、今現在１２便という客観的な数字が出るので、その数字を申し上げた

んですけれども、その１２便がどれぐらいになったら２台目を検討していくかと

いうところでございますが、全国的な９０自治体が運行しているというところも

ありますので、半分を超えて６割、７割ぐらいがボーダーラインかなというふう

に感触としては感じております。ただ、それはやっぱり時間帯によっても違いま

すし、他市町の状況も見ながら増車について積極的に検討していきたいなという

ふうに考えております。 

２点目の、事業者との話合いの頻度でございます。路線バスであったりタクシ

ーであったり、この竜王町の協議会があるんですけれども、その協議会の委員に

もなっていただいておりますので、年に数回会議を行っておりますので、その場

でも顔を合わせますし、路線バス等減便がある前には御相談もありますので、都

度都度、年に何回もお顔を合わせて話合いを持っておりますので、今後もコミュ

ニケーションを密にしながら、それぞれの公共交通機関が持続可能に運営できる

ように図ってまいりたいというふうに考えております。 
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以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 続いて、橘せつ子議員の再質問を認めます。 

橘せつ子議員。 

○６番（橘せつ子） 再質問なんですけれども、今、中村議員の回答でも一定分か

りましたけれども、実質的に基準ですね、恒常的に予約が取りにくい状況となっ

てきた場合には増車が必要という、その辺のこのバランスをというふうなことを

今言われて、６割から７割というふうに言われていたんですけれども、これこの

際どいところに今あるんではないかなというふうに思うんですけれども、ＧＯの

サインは本当にもうされてもいいんではないかなと私は思うんですけど、その辺

についてもう一度お伺いしたいです。 

それから、私は前回の一般質問でも、路線バスが減便になって、岡屋南の便な

どは平日５便も減っているということもあって、やっぱりそれに代わる交通手段、

やっぱりそれはチョイソコりゅうおうをという話を前回でもされているんですけ

れども、町民目線からいくと明らかに不便になっているというか、チョイソコり

ゅうおうが増便になったとか、それから土日なんかも運行する、例えばさっき言

われた八幡の医療センターにも行くとか、そういうふうなことをされたらまたち

ょっと町民の目線も変わるかなと思うんですけれども、今の状態では一方的に政

策としては縮んだんではないかなというふうな印象を受けるというふうに思うん

です。その辺がやっぱり利用者さんの思いでもあります。それから、利用者さん

が懇談会をもうちょっとしてもらいたいと。地域の人や自治会の役員さんも含め

てしてもらいたいと言われているんですけど、今は最初の運行したときには割と

頻繁に利用者さんのニーズを聞いて対応してきたけれども、運行が安定してきた

ので不定期になったということですけど、現在はどのくらいの懇談会になってい

るのか、問題があったときにするとかいうふうな程度なのか、ちょっとその辺も

お聞きしたいです。 

もう一点は、竜王町の公共交通の活性化協議会っていうのがあるんですけど、

その協議会では今のこの竜王の状況についてどのような話がされているのか、ち

ょっとその辺をお聞かせいただきたいです。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 橘せつ子議員の再質問についてお答えいたします。 

まず１点目の増車に向けての基準です。先ほど言いました３４便がマックスで、

今現在１２．８便ですので４割から４割５分、４５％ぐらいの運行便数になって
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います。これを全国的に見ますと６０～７０％になってくると２台目が必要とい

うことになりますので、増えてはいってるんですけど、差し迫って６割から７割

に迫ってきているという現状ではありません。 

２点目の御質問で、路線バスが減便になったと、チョイソコのサービスが増え

ていないというところでございますけれども、昼間の路線バスの減便について、

チョイソコと路線バスを併用して乗り継いでいただければ近江八幡駅のほうにも

行けますので、その辺は御理解いただいて使用いただきたいなというふうに考え

ております。 

３点目の懇談会の頻度です。直近では令和５年度に開催したのが今のところ最

後になっておりまして、アンケートとかは随時取っておりますが、利用者の方々

を集めての懇談会というのは、令和５年度が今のところ最終となっております。 

４点目の竜王町公共交通活性化協議会の内容でございます。この協議会には関

係諸団体の代表、老人クラブであったり、社会福祉協議会、商工会のほかに地域

として自治会連絡協議会、また民生委員児童委員協議会の代表の方にも入ってい

ただき、それぞれのタクシー、バスの事業者、それから公共交通を担う国・県の

機関、警察等も入っていただいている会議でございます。ここでチョイソコ部会

というのを設けまして、チョイソコりゅうおうについても深く議論をしていると

ころでございますので、今後もこの協議会、年に３回以上あります定例的なもの

でもありますので、毎回毎回議題に上げていって議論を深めているところでござ

います。 

以上、再質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 橘せつ子議員。 

○６番（橘せつ子） ちょっと私の、先ほどの中村議員の回答からもう一つ分かり

にくかったんですけれども、すみません、民間事業者との昼間の運行について、

チョイソコを全面的に走らせて、ちょっとその路線バスの在り方を考えるみたい

な、公共交通全体を大きく変えていくような感じのことを言われたように思った

んですけれども、その辺についてもうちょっと詳しくお伝え願えますか。すみま

せん、最後の質問です。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 橘せつ子議員の再々質問にお答えいたします。 

民間事業者との兼ね合いの中で、先ほどの０－１００やないですけど、路線バ

スをゼロにしてチョイソコで１００を補うという話ではなくて、交通軸である路
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線バスも生かしながら、また交通網であるチョイソコを生かしながら、それぞれ

の役割を担いながら持続可能な公共交通体系を構築していくということになりま

す。 

ですので、路線バスがなかなか運転手不足であったりとか、どんどん減便にな

っていってる、お客さんも乗らない、そういった昼間の時間を、例えばですけれ

ども、そういう昼間の時間をバスを走らせずに、その代わりにチョイソコがそこ

をカバーするという補完するような立ち位置ですので、どっちかをやめてどっち

かを残すとかいう話ではなくて、それぞれの良いところを残していくという民間

との兼ね合いでございます。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 次に２番、三宅政仁議員の発言を許します。 

２番、三宅政仁議員。 

○２番（三宅政仁） 令和７年第３回定例会一般質問。２番、三宅政仁。 

本日は２問の質問をさせていただきます。 

質問事項は、町内で多発する声かけ事案への行政の対応は。 

声かけ事案とは、子どもや女性に対して、正当な理由もなく話しかけて不安に

させるようなことを告げることです。滋賀県警察本部生活安全企画課が発行する

「子ども安全対策だより」には、小学生以下に対する声かけ等の事案が計上され

ています。町内で発生した声かけ事案は、令和７年の累計が９件と、県内では６

番目に声かけ事案の件数が多いです。このような声かけ事案から凶悪事件につな

がることも危惧されるため、次の点について伺います。 

１、警察と連携し、事案の詳細を把握しているか。 

２、町内で発生した事案はいずれも単独犯によるものか。 

３、現在実施している対応と再発防止策は。 

４、こどもに対する指導はどのようなものか。 

を伺います。 

○議長（小西久次） 冨田生活安全課長。 

○生活安全課長（冨田尚弘） 三宅政仁議員の「町内で多発する声掛け事案への行

政の対応は」のうち、私から、１点目から３点目の御質問についてお答えいたし

ます。 

まず、回答に先立ち、声かけ等の事案とは、「声かけ」や「一時的なつきまと

い」、「容姿撮影」といった犯罪に至らない行為をカテゴリーとしてまとめられ
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ております。 

１点目の御質問については、警察機関とは日頃から防犯啓発活動等について連

携して取り組んでいるものの、声かけ等の事案の行為者特定のための捜査など秘

密保持の原則により、町としても警察機関へ事案の詳細情報の提供をいただくこ

とはできません。このことから、町内における子どもへの声かけ等の事案につい

ては、事案が発生したときに学校から町教育委員会に報告された情報を、町教育

委員会を通じて得ているところです。 

また、行政、関係団体の代表者が委員となり構成されている竜王交番連絡協議

会の会議時に、近江八幡警察署竜王交番より声かけ等の事案や刑法犯等について、

周知可能な内容の共有を図っていただいております。 

さらに、滋賀県警察本部が令和６年３月から運用開始されている滋賀県警察公

式アプリケーション「ぽけっとポリスしが」の防犯マップを利用して、声かけ等

の事案の「発生日時」、「発生場所」、「発生状況」、「不審者の特徴」などの

情報から内容の確認をしているところです。 

次に、２点目の御質問については、令和７年１月から７月末までに町内で発生

した小学生以下に対する声かけ等の事案の累計件数は、議員仰せのとおり９件と

公表されており、９件の全てが「ぽけっとポリスしが」の防犯マップには掲載さ

れてはおりませんが、掲載の事案を見てみますと、いずれも単独犯であることが

うかがえるところです。 

次に、３点目の御質問については、現在実施している対応としては、児童の下

校時間帯に合わせて青色回転灯を装備した地域安全啓発パトロール車による町内

巡回パトロールや、近江八幡警察署管内子ども安全リーダー協議会による子ども

たちの見守り活動を学校、関係機関とも連携しながら行っており、今後も継続し

てまいります。 

また、「ぽけっとポリスしが」では、県内における不審者情報のほか、犯罪発

生情報、特殊詐欺情報なども発信されており、近江八幡警察署とも連携しながら

アプリケーションの利用を呼びかけたいと考えております。 

以上、三宅議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） 三宅政仁議員の「町内で多発する声掛け事案への行

政の対応は」の御質問のうち、私からは４点目の御質問についてお答えいたしま

す。 
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声かけ事案が発生した際には、生活安全課、竜王交番及び近江八幡警察署へ迅

速に情報を共有し、対応に当たっています。 

子どもに対する指導としましては、知らない人にはついていかないこと、知ら

ない人の車に乗らないこと、不審者に出会ったら大声を出すこと、防犯ブザーを

鳴らすこと、すぐに逃げること、事案について近くの大人に知らせること、助け

を求めることを指導しています。これらのことをふだんから徹底するために、気

をつけるべき行動の中の文字を語呂合わせにして「いかのおすし」という言葉を

使って日常的に指導しております。 

併せて、長期休業に入る前の学期末や新学期が始まる学期初めには、交通安全

指導とも合わせ、登下校時の声かけ事案への対応について指導しているところで

す。子どもが具体的に学べるように声かけの場面を寸劇にし、声をかけられた際

にはどう対応するかを子どもたちに考えさせながら指導もしています。 

今後も、自分の身は自分で守るという指導も含めて、子どもたちの安全確保の

ため、関係機関と連携を密に取りながら対応に当たってまいります。 

以上、三宅議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 三宅政仁議員。 

○２番（三宅政仁） まず、１つ目から３点目までの答弁に対して再質問させてい

ただきたいと思います。 

声かけ事案が９件と、県内でも多いかなというふうにちょっと個人的な感覚で

思っていまして、答弁の中で出てましたけど、単独犯によるということなので、

同一の人物による声かけの事案なのかなというふうに認識したんですけれども、

同じ人が何回もするというのは、何か声かけやすいというか、声かけしやすい環

境にこの竜王町があるのかなとかっていうふうにちょっと思ってしまったんです

けれども、町として何かそういったことを分析されているというのがもしありま

したら、お聞かせいただきたいと思います。これが１点目です。 

次に、ぽけっとポリスの話がありましたけれども、情報とか内容というのを確

認して、アプリケーションの利用を町民の方に呼びかけますということだったん

ですけれども、町内で起こっている事案に対しては、やっぱり町から住民へ早く

情報を流すというのが犯罪の抑止であったりとか、犯人の逮捕にももしかしたら

つながるんじゃないかなというふうに僕は思うんですけれども、この点について

もうちょっと町の認識を伺いたいと思います。 

３点目です。４つ目の答弁をいただきましたけれども、たくさん指導いただい
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ているというのはすごくよく分かりました。まず、何かあったときには親とか学

校の先生にちゃんと言うというのを教育しているのかというのがちょっと分から

なかったので、その辺もお聞かせいただきたいです。 

それと、やれやれといろいろ言ってたんですけれども、やれやれ言っても、実

際にその場にあった子どもが怖くてできないというような予測もちょっとされる

んですよね。その点はどう考えているのか。 

以上、４点ほどお伺いいたします。 

○議長（小西久次） 冨田生活安全課長。 

○生活安全課長（冨田尚弘） 三宅議員の再質問にお答えいたします。 

まず１点目の、９件の事案についての分析をしているのかということですけれ

ども、実際に詳細なことは警察から情報を得ることができませんので、あくまで

も先ほど答弁をさせていただきました防犯マップに掲載されている内容について、

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、防犯マップに掲載されている令和７年１月から７月末までの不審者情報

からのお答えとなりますけれども、発生日時としては、月別に１月が４件、２月

が２件、４月が３件、５月が１件、時間帯につきましては、午後３時半から４時

半頃の発生が７件、朝の７時台が２件、午後のお昼時が１件となっております。 

発生場所につきましては、町内大字林地区、また小口地区、山之上地区、鵜川

地区とそれぞれ発生しております。 

また事案別ですけれども、声かけが３件、容姿撮影が２件、陰部露出が２件、

つきまといが１件、その他２件となっております。 

以上のことですけれども、こういった事案につきまして２問目の質問にありま

したとおり、こういったことについてはすぐに何らかの形で情報発信をすべきで

はないかという御質問ですけれども、その点につきましても防災行政無線、しる

みる竜王などを活用することにつきまして、ただ事案の真偽につきましては、あ

くまでも事案ですので事件ではないということから、刑法犯上の事件でないとい

うことにつきまして、警察等ともいろいろと連絡調整をする中において非常に難

しいという形になっておりますので、先ほど答弁させていただきましたとおり、

いつどこでどのような事案が発生したかにつきましては、広く情報が出ているア

プリを見ていただくという形を取りながら、地域の皆さん方にそのアプリをまた

いろいろと活用できるような形を、警察と一緒に連携しながら情報発信に活用し

ていけたらというふうに考えております。 
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以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） ただいま三宅議員様からいただきました再質問にお

答えをさせていただきます。 

まず、何かあったら学校や保護者へ伝えるように指導しているのかということ

につきましては、これについては間違いなく指導しております。特に登下校のと

きにそういった危険性もあるかと思いますが、登校時であれば、まず学校に着き

ますので、学校に来てからすぐに言う、あるいは登校時に安全指導で立ってくだ

さっている地域の方がいらっしゃれば、その方にすぐに伝えるというふうなこと

も指導しております。また下校時、あるいは家に帰ってからの場合は、帰宅して

から家の人に伝えるというふうなことがあるかと思いますけれども、これにつき

ましても翌日になってから学校に伝えるのではなくて、もうすぐに家の人に伝え

るというふうなことが、やっぱりスピードが大事であるということはお伝えして

いますので、そのように指導しております。 

２点目の、なかなかこういった体験をしてしまうと怖くてできないことも想定

されるのではないかというふうなことですが、議員御指摘のとおり、そういった

心境になることも十分に想定はされるかというふうに思います。ですので、学校

の職員、または家庭の保護者、地域の方が子どもの様子をやっぱりよく見ておく

ことが大事かなというふうに思います。学校の職員であれば、登校時に集団登校

で来ますので、その被害を受けた子が言わなくても、周りの子の会話等も聞き取

りながら、そういった情報があれば個別に話を聞く場を持ったりというふうな形

で対応しております。 

また、日常から、ふだんからやはり教職員が何でも子どもの思いを聞くという

ことが大事かなと思いますので、ふだんからの信頼関係、日常の関わりというこ

とも大事にしていくことが大事ではないかというふうに思います。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 三宅政仁議員。 

○２番（三宅政仁） まず、１点目のほうの再質問に対する答弁に対しての再々質

問になります。 

確かに月もありましたし、時間帯の話もされてました。事象の件もちょっと話

はされてましたけれども、これも一つの分析かなと思うので、これを踏まえてパ

トロールというのは、この答弁のほうにもありましたけど、町内巡回のパトロー
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ルですね、そういったところも強化されているのかだけちょっとまたお聞きした

いと思います。 

あと、４点目の再質問の答弁に対しまして、学校に来るときは生徒から言われ

ることもあると思うんですけれども、先生のほうから朝礼を使って、今日何かあ

りましたかとか、体調どうですかとか、そういった確認とかをしてたら非常に言

いやすい雰囲気というか、学校になるんじゃないかなというふうに聞いていて思

ったんで、体調管理もそうですけど、異常がなかったのかなという確認をされて

いるのかを最後に聞きたいと思います。お願いします。 

○議長（小西久次） 冨田生活安全課長。 

○生活安全課長（冨田尚弘） 三宅議員の再々質問にお答えいたします。 

１点目のパトロールの強化ですけれども、基本的には先ほどの回答のとおり、

引き続きパトロールは続けておりますし、また子ども安全リーダーの協議会、竜

王支部におきましては竜王学区が５名、西小学区が４名、９名の方々がそれぞれ

のポジションに就きながら子どもたちの登下校時に声かけをしている、そういっ

た日頃から同じような流れでやっておりますけれども、そういったところが犯罪

への抑止につながるというふうに生活安全課としても考えておりますし、また近

江八幡警察署におきましても、そういった活動が、まずは地域ぐるみで子どもた

ちを見守っているという実態が犯罪への抑止につながるということもおっしゃっ

ています。そういったところに基づきながら今後も続けていきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上、三宅議員の再々質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） 三宅議員より再々質問をいただきました。 

まず学校にそういった声かけ事案の情報があった場合につきましては、学校側

のほうからクラスで子どもたちに朝一番に情報集めで聞いてみるというふうなこ

とは行いますし、また状況によっては、例えばその通学路を通っている字の子だ

け集めたりするなど、状況に合わせて対応しているところです。 

また、学校がそういったことがない場合は、ふだんから毎朝健康観察はしてお

りますので、子どもたちの健康の状態を聞くのはもちろんなんですけれども、そ

の場合に朝の登校の様子等も聞きながら、あるいは休み時間の様子も見ながら個

別に声かけるなどして、そのような対応はしているところであります。 

以上、再質問の回答とさせていただきます。 
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○議長（小西久次） 次の質問に移ってください。 

○２番（三宅政仁） 質問事項、中学生自転車通学の指導結果は。 

令和６年第１回定例会の一般質問で、中学生が通う通学路の安全性について 

質問しました。通行禁止区間を通らないことはもちろん、警察関係者による安全

教室や、教員から日常的に生徒へ安全指導の徹底を図られていると思うが、その

後の経過を伺います。 

１、ルールを守れていない生徒へのフォローアップは行ったか。 

２、危険な９か所への対応と指導は何か行ったか。 

３、生徒が相互に注意できるような学校風土醸成の取組は。 

を伺います。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） 三宅政仁議員の「中学生自転車通学の指導結果は」

の御質問にお答えいたします。 

まず１点目の御質問につきましては、中学校では、毎年４月に字別集会を実施

し、生徒自身で各字から学校までの通学路の確認を行うとともに、通学路以外の

道路等については、交通安全上の危険が予測されるため通行しないよう指導を行

っています。通学路や登下校の安全等については、日常的に指導及び啓発を行っ

ております。 

しかしながら、時には、地域の方々等から通学路、交通ルールやマナーを守っ

ていない生徒がいると指摘をいただくこともあります。実際に今年度にも通学路

を通らず登下校している生徒がおり、個別指導を行っています。また、該当の生

徒への指導を重ねて行うだけでなく、学年集会や校内放送を通じて学年や学校全

体への指導も行っているところです。今後も、繰り返し安全指導に努めていきま

す。 

２点目の御質問につきましては、町内には、自転車通学をする上で危険等のた

め、通行を禁止している箇所が９か所あります。交通安全上の危険が予測される

ところや、自治会内を通行することによって自治会の通行の妨げになるところで

す。その通行禁止箇所について、毎年４月の字別集会で生徒に指導をしておりま

す。約束事項として確認をした上で、危険箇所を明示した通学許可証を発行して

おります。長期休業前の終業式の際には、通行禁止区間の確認や自転車の乗り方

について指導を重ねているところです。 

また、令和３年には、生徒会が通学路の危険箇所について生徒目線で気づきを
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集約し危険マップを作り、その後ＰＴＡにより写真を入れて作成されたマップを

校内に常時掲示しており、常に目にすることで生徒の安全意識を高めています。 

続いて、３点目の御質問につきましては、教師からの一方的な指導ではなく、

生徒会執行部が中心になって広げること、生徒会の委員会が呼びかけるなど、生

徒発信の取組を大切にしています。 

９日、１９日、２９日の竜中交通安全の日には、生徒会役員、校風委員会の生

徒、教職員が校門に立ち、交通安全の呼びかけをしながら挨拶をする取組をして

います。 

今後も、生徒主体の取組を大切にしながら、生徒が自分事として捉えられるよ

う日常的に指導をしていきます。 

以上、三宅議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 三宅政仁議員。 

○２番（三宅政仁） ふだんから指導・教育をしているということと、あとは生徒

や職員の方自ら啓発活動を行っているということで、ありがとうございます。 

再質問させていただきます。 

答弁の中で、ちょっと残念ながらといいますか、ルールが守られていない、マ

ナーを守っていない生徒がいるというようなことが地域の方々から言われるとい

うことでしたけれども、この守られていない生徒に関しまして、何で守られない

のかというのがちょっとよく分からなかったんですけれども、そこの理由がもし

分かれば教えていただきたいです。 

それと、生徒会の通学路の危険箇所について、生徒目線で危険マップを作って

ＰＴＡで写真を入れて、非常にいいことをしているなというふうに今感じていま

すけれども、このマップが、中学生の話で今やってるんですけれども、小学校の

通学路も危険な箇所が恐らくあるのかなというふうに思うので、その辺もミック

スして、共有して、これだけの危ないところがあるよというのを小学校も中学校

もできたら分かっとくほうがいいのかなと思ったんですけれども、そういった考

えというのはないのか、ちょっと伺いたいと思います。 

○議長（小西久次） 山中学校教育課長。 

○学校教育課長（山中博嗣） ただいま三宅議員様から再質問を２点いただきまし

た。 

まず１点目の、ルールを守られていない生徒の理由についてなんですけれども、

中学校のほうで、その子どもたちを集めていただいて聞き取り等をしていただい
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ております。その状況を聞いておりますと、やはり自分の自宅の位置から通学路

を通るとちょっと遠回りになるというふうな辺りがございまして、利便性という

か、そういうようなところで、子どもたちがより近い道のほうを選んだというふ

うなところがあるようなことを聞いております。ですので、そこはやっぱり通学

路は決められたところでありますし、そこを通るべきところですので、その辺に

ついては指導していただいています。 

それから、２点目のマップについては、紹介させていただいたのは中学校のほ

うで作成をしていただいたものでございます。 

小学校のほうにはこういったものは今のところはないんですけれども、もちろ

んお話しいただきましたように、そういった危険なところというのは、小学校の

教員も字別担当がおりますので把握はしておりますし、小学校でも字別集会がご

ざいまして、その場で実際にここは危険だというふうなことで指導もしていただ

いております。そういった地図を作製したり、また共有したりすることは一つの

方法かと思いますので、また検討していきたいと思います。ありがとうございま

す。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 三宅政仁議員。 

○２番（三宅政仁） まず、１点目のほうで再質問をさせていただきたいと思いま

す。 

聞き取りをしていただいたということで、ルールを守られなかった理由として

自宅からちょっと遠回りということで、いわゆる横着をして通学をしていたとい

うことです。ちょっと通学路が遠いということですけれども、この危険な箇所が

何か対策ができるとこなんであったら、通学路を変更してもいいのかなと思った

んですけれども、ここの箇所についてはなぜ危険な箇所になっているのか、それ

をちょっと伺いたいです。 

以上、１点だけお願いします。 

○議長（小西久次） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） 三宅議員の再々質問に関わって、少しお答えを

させていただきます。 

危険箇所につきましては、やはり交通量の問題もありますが、民家が密集して

いるようなところで道が細いところとかそういうところで、割と中学生は自転車

ですから通りやすいと思ってますけれども、実は車と対面すると非常に危険なと
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ころがあるという、そういうところが町内にもございまして、そういうところを

危険なところと見ているところですけれども、そこについては正しい通学路をや

っぱり通ることとか、通学路を見直すとか、そういうことを随時考えながら取組

をしているところです。 

先ほど三宅議員が、なぜ守られないのかとおっしゃったところが非常に大事な

ところかというふうに思っております。結局のところ、やっぱり中学生の子ども

たちに、場合によっては自分の命はしっかり守るということの意識が薄かったり、

あるいは自転車通学は自分は割と身軽に通行できるけど、自動車に対しては非常

に迷惑がかかっているという、そういった自覚を生徒に促していくことが大事な

のかなという、そういうことの自覚の薄さというか、そういうところがやっぱり

なぜ守られていないのかということにつながっていくのかというふうに思わせて

いただきました。 

もとより自転車も車の一種でございますので、来年４月から一層自転車の厳罰

化がされるということもございますので、改めて加害者にもなるし、被害者はも

とよりですけれども、そういったこともある、そうしたときには自転車の運転手

としての責任を持たなくてはいけないと、そういったことをやっぱり丁寧に子ど

もたちに指導していくことで自覚を促していく、自分の安全を守っていく、そう

いうことを積み重ねていかないと、今おっしゃった横着な対応というようなこと

が起こってくるし、起こってきているというのが現実ですので、改めて本当に交

通安全というのは何より、特に中学校の自転車通学は大事ですので気をつけてい

くように、今回の機会にまた考えてまいりたいというふうに思います。 

以上、再々質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。ここで午後２時４０分まで暫時休憩

といたします。 

休憩 午後２時２３分 

再開 午後２時４０分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に６番、橘せつ子議員の発言を許します。 

６番、橘せつ子議員。 

○６番（橘せつ子） 令和７年第３回定例会一般質問。６番、橘せつ子。 

今日は、あと４問の質問をさせていただきます。 

竜王町のこれからの介護事業は。 
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長年、地域の介護を支えてきた町内のデイサービス介護事業所が、今年７月で

閉鎖されました。昨年は社会福祉協議会の訪問介護事業所も閉鎖となっており、

住民の中からも、「これからどうなっていくのか、必要なときに介護は受けられ

るのか」と不安な思いや声も聞いています。昨年度から第９期の介護事業計画に

基づいて事業が進められていますが、後退とも言えるような状況と考えます。 

１、昨年の訪問介護事業所の閉鎖については、令和７年第１回定例会において、

「人材不足を理由とした休止である」と回答を得ましたが、デイサービス事業所

が閉鎖に至る問題点や課題は何だったと把握されているのでしょう。また、存続

に向けてどのような支援がなされたのでしょう。 

２、今後、高齢化が進むとともに、さらに介護を必要とする人の増加が予想さ

れますが、必要な支援を提供できるようにどのような対策を考えられているので

しょうか。 

３、現在運営されている事業所についても現状を調査・把握し、運営が困難な

状況にある事業所等については、例えば介護保険財政調整基金等を活用して支援

するなど、町として対応できないのでしょうか。 

以上。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 橘せつ子議員の「竜王町のこれからの介護事業は」の御

質問にお答えいたします。 

この事業所は、平成２１年に開所され、早期から認知症対応型のデイサービス

事業所として運営いただきましたが、令和７年７月に閉所されました。 

行政には、令和３年に利用者数が低迷していると相談に来られ、これまでの間、

利用者確保のためのケアマネジャーアンケートの実施や事業所周知を目的に出前

講座実施などの提案をしてまいりました。しかしながら、経営の改善が見込めず、

併せて施設建物の老朽化もあり、令和６年夏に廃止の方針を決定されました。 

１点目の御質問の「デイサービス事業所が閉鎖に至る問題点や課題」でござい

ますが、閉鎖に至った問題点や課題としましては、認知症対応型デイサービスの

利用料が一般のデイサービスより単価が高いこと、一般のデイサービスでも認知

症の方を受け入れる体制が整いつつあり、専門性がメリットとして認識されなく

なったこと、またデイサービス事業所数が増えており、他の事業所にも空きがあ

ることから、利用者の確保に至らなかったと把握しております。 

２点目の御質問につきましては、人口減少・少子高齢化が進む中、介護サービ
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スの提供体制をいかに確保していくかは大きな課題であると認識しています。 

国においては、「２０４０年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会に

おいて、「時間軸」と「地域軸」の両面から持続可能なサービス提供体制を構築

することの重要性が示されています。 

本町においては、人口は緩やかに減少する一方で、高齢化率は引き続き高水準

で推移することから、介護サービス需要の増加が見込まれます。 

こうした状況を踏まえ、令和９年度から令和１１年度までを計画期間とする第

１０期介護保険事業計画の策定において、サービスの維持・確保ができる柔軟な

対応について検討を進めてまいりたいと考えます。 

３点目の事業所への支援方法につきましては、第１０期介護保険事業計画の策

定に当たり、今年度に町内介護サービス事業所を対象としたアンケート調査を実

施し、事業運営の実態把握に努めたいと考えております。 

また、御提案の基金の活用につきましては、本町における介護保険給付費準備

基金は、保険給付の財源調整を目的として設置しているため、事業所支援に充当

することはできないものです。しかしながら、人材確保等に関する課題について

は、国・県の制度や補助事業の活用も視野に入れつつ、必要に応じて関係機関と

連携し、対応を検討してまいります。 

以上、橘議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 橘せつ子議員。 

○６番（橘せつ子） 御回答いただいたんですけれども、認知症になっても安心し

て住み続けられる竜王町にということで、認知症対応に力を入れているときだっ

たと私は思っているんですけれども、そういう中でその認知症対応型のデイサー

ビスが閉鎖ということは、本当にどうだったのかという思いでいっぱいです。一

度閉鎖されるとなかなか回復は難しいですし、今後本当にやっていけるのかとい

うふうな思いもあります。 

それで質問ですけれども、この事業所の稼働率はどのくらいだったのでしょう

か。また、この閉鎖された事業所は地域密着型の施設だったと聞いていますが、

地域密着型のデイサービスであったゆえのその事情というか、それによる困難な

事情があったのかどうか、それから、デイサービスの地域密着型という枠は外せ

ないのか、その辺についてもちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 
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○福祉課長（中原江理） 橘せつ子議員の再質問についてお答えいたします。 

竜王町では、認知症になっても住み慣れた竜王町で過ごしていただくために、

認知症施策については力を入れて進めてきておるところでございます。 

この認知症対応型デイサービスの廃止をされた事業所さんの最終の稼働率でご

ざいますけれども、総数的にはちょっと把握をしておりませんが、１２人定員枠

のところに６人の利用者、かつ週に４日程度の利用というふうな形で、本来です

と週５日程度の開所も可能ではあるかと思いますけれども、かなり稼働としては

少ない状況が最後の状況であったというふうに伺っております。 

また、地域密着型による事情ということですけれども、先ほどの回答の中でも

申し上げましたけれども、少し単価が高いということがほかの一般型のデイサー

ビスと異なった点ではないかというふうに思っております。 

あと、枠を外し、地域密着型でなく一般型のデイサービスとして運営すること

はできなかったのかという３点目の御質問につきましては、そのことも県の指定

を受けられて実施することは可能であったかと思いますが、先の回答でお答えを

しておりますように、そこの施設の老朽化が著しく、そこへの対応をすることよ

り、閉所して今既存のサービスのところに力を入れたいというふうなお考えであ

ったように思われます。 

以上、橘議員への回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 橘せつ子議員。 

○６番（橘せつ子） 施設の老朽化も挙げられているんですけれども、その施設自

体は今までももともと民家を改修した形の施設でしたし、ある面、家庭的な雰囲

気を大事にされている部分がその辺でもいい効果もあったかなと思うんですけれ

ども、そういう面だけでしたら、次の新たなそういうふうな事業所の再開という

ふうな部分では、やっぱりきちんとした対応っていうか、施設の部分についても

対応が必要かなっていうふうには思うんですけれども、その辺についてまたちょ

っとお聞きしたいなと思います。 

それから、介護報酬が下がったというふうなところがやっぱり大きく影響して

るんではないかというふうに私は思っているんですけれども、その辺については

どうだったのかっていうふうに思います。 

今回、今現存している事業所についても調査や把握をし、実態調査の把握に努

めるというふうに回答をいただいているので、それはいいことだなというふうに

思っていますけれども、その中でやっぱり介護報酬が下がったりという形でする
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のであれば、保険給付を介護保険の財政調整基金などを活用してやっていただき

たいということを申しましたら、それは給付の財源調整を目的としているため、

事業所支援に充当することはできないと言われていますけれども、これはやっぱ

りいろんな捉え方があって、それは市町の裁量なのではないかなと私はちょっと

思ってしまうんですけれども、なぜかといいますと、新潟県の村上市というとこ

ろでは去年、やっぱりそういうふうなんで事業所が、介護訪問の事業所が潰れて

いっては大変だということで、やっぱり施設に向けて報酬の下がった分を補充す

るというふうなことを、基金を使ってされているわけです。そういうことは、市

町の裁量によってできるのではないかなというふうに思うんですけれども、その

辺についてちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 橘せつ子議員の再々質問にお答えをいたします。 

民家改修型のデイサービスセンターを平成２１年から、とても温かい雰囲気の

中で開所いただきまして、事業実施していただいたところです。 

この民家改修型を今後、施設の対応をするのかどうかということでございます

けれども、地域密着型につきましては、先ほども申し上げております第１０期の

介護保険事業計画の策定の中で、計画地を持って進める内容となっております。

ただ、それ以外の一般型の民家改修型のデイサービスもございますし、そのこと

については県指定でございますので、町のところで計画を持つことは大変難しい

ような状況ではあります。 

ただ、全国的に見ますと、地域密着型サービスの閉所が少し増えてきていると

いうふうな情報も聞いてございますので、その辺の状況も見ながら事業計画のほ

うをつくってまいりたいというふうに考えております。 

２点目の、介護報酬が下がったことの影響でないかという御質問でしたけれど

も、今詳細な数字を私のほうで持ち合わせておりませんが、今回令和６年４月の

介護報酬改定の中で下がったサービスは、訪問介護と訪問リハビリであったかと

いうふうに思います。デイサービスは微増しているというふうに思いますので、

今回の閉所につきましては介護報酬の影響はなかったのではないかというふうに

思っております。 

あと、全国に先駆けて地域福祉事業で、保健福祉事業のほうで訪問介護への支

援をされています新潟県村上市の事例のお話がございましたけれども、一応国の

ルールでは、この村上市の事業におきましても、保健福祉事業ということで、財
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源は全て第１号被保険者の保険料で賄うこととなっているというふうに認識して

おりました。詳細な村上市の状況は分かっておりませんので基金を取り崩してお

られるのかもしれませんけれども、今の時点では保健福祉事業におきましても、

また市町村特別給付におきましても、第１号被保険者の保険料で賄うこととなっ

ておりまして、介護給付費準備基金については条例で定めておりますもので、こ

の保険料の見直しの際に取り崩して高齢者の方の保険料負担を軽減するという目

的で利用を進めてまいりたいというふうに思っております。 

以上、橘議員への再質問の回答とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小西久次） 次の質問に移ってください。 

○６番（橘せつ子） 次の質問に移ります。 

低所得者等へのエアコン設置の購入費用の助成を。 

例年にない暑さが続き、エアコン等がない生活は熱中症など命の危険すら感じ

る状態であります。エアコンの設置はもとより、故障等による急な高額出費は大

きな負担となります。しかしながら、低所得者や非課税世帯の、特に高齢者や障

がい者にとっては、物価高騰で日々の生活も一層大変な状況であることから、エ

アコン購入費用の助成は一番の励ましになり、少しでも安定した生活につながる

と考えます。 

このことから、町として設置・更新時の購入費用の助成をするべきと思います

が、お考えを伺います。 

また、「電気代が心配でエアコンは少しにしている」などの声もあるため、電

気代など光熱費への支援も必要と思いますが、町の考えをお伺いします。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 橘せつ子議員の「低所得者等へのエアコン設置の購入費

用の助成を」の御質問にお答えいたします。 

まず、１点目でございますが、エアコンに関する設置・更新時の購入費用の助

成につきましては、既存の制度による購入助成で対応しております。具体的には、

エアコン購入の自己負担が厳しい生活困窮世帯は、その多くが生活保護制度対象

世帯であり、生活保護制度に該当しますと、エアコンの購入を助成する制度があ

ることからこれを活用し、購入いただいております。 

２点目の電気代など光熱費への支援につきまして、近年の温暖化、物価上昇等

により、光熱費をはじめとした生活費の負担は増しているところであります。 
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国全体の政策として、物価高騰を反映した年金支給額の増加、物価高騰対策給

付金等を実施しているところであり、低所得者向け給付金の実施については、国

の政策動向を注視し、市町村で実施することが決定次第、迅速な対応を進めてま

いりたいと考えます。 

以上、橘議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 橘せつ子議員。 

○６番（橘せつ子）  回答では、生活保護世帯については、生活保護制度に基づ

きエアコン設置の助成があること、これはちょっと私も存じておりましたが、今

回の質問では、そこまでいかない低所得者や非課税世帯、特に高齢者や障がい者

へのエアコン設置、更新への助成が必要ではないかと伺っておりますので、その

回答ではそのことには触れられていないように思いますので、そこら辺をもう少

し御回答いただきたいなというふうに思います。 

それから国の、今までも政策として物価高騰に対しての光熱費の支給とか、そ

ういうふうな形でされてきましたが、町としてもやっぱりもう少し上乗せしてい

ただくとか、そういうふうな対応はできないのか、その辺についてもお聞きした

いと思います。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 橘せつ子議員の再質問にお答えいたします。 

今回御質問いただきまして、「低所得者等への」ということで御質問いただき

ました。低所得者という方々をどういう対象範囲にするかということは正直、難

しいというふうにも思っております。 

ここ数年、国の給付金は、住民税非課税世帯を対象に給付金を実施してきてい

ます。全国的に見ますと、この住民税非課税世帯につきましては、約８割の世帯

が年金で暮らしておられる高齢者世帯さんであり、中には収入としては一定ある

ものの、年金控除等の構造によって非課税世帯に該当されているという世帯もご

ざいます。また、ほかの調査からですけれども、高齢者のいる世帯の方がその他

の世帯より金融資産を多く所持されているというふうな傾向もあるという結果か

ら、その他の世帯、また自営業者の方、独り親世帯の方との公平性の観点をどう

いうふうに持っていくのかというふうなあたりでは、その枠組みを検討するには

難しいのではないかというふうに考えておるところです。 

以上、橘せつ子議員への再質問への回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 橘せつ子議員。 
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○６番（橘せつ子） 全国的にも、８月だったような気がするんですけど、東京都

もやっぱり８万円ぐらいの高齢者のエアコン設置、更新の補助金を助成するとい

う、補助金として出すというふうなこととかも言われていましたし、今年になっ

てからこの２年ほどの間に、長浜市もそういうなんで５万円ほど高齢者エアコン

設置事業補助金という形でされています。そういうところを見ますと、やっぱり

市町の裁量によってその辺は頑張ってしていただいているところがあるのかなと

いうふうに思いますし、竜王などはまだまだ人口的にも少ないですし、その補助

金が高額な場合はまたあれですけど、やっぱりこれぐらいであれば、町としても

そんなにたくさんの額が一気に申請があるというふうにも思えないので、私は対

応が可能なのではないかというふうに思うんですけれども、その辺についてはど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 橘せつ子議員の再々質問にお答えをいたします。 

他の自治体のほうでエアコンに関する助成をされていたり、また、高機能エア

コンをエコという観点で助成をされているといったようなことは承知しておりま

す。 

今、竜王町のほうで考えておりますのは、先ほどお答えしたような状況ではご

ざいますけれども、このエアコンの購入や修理に困っておられるということは、

生活の困窮状況としては暮らし全体に影響がある方ではないかなというふうに考

えております。一時的でも生活保護を受給されることも可能ですし、またそれ以

外にも、社会福祉協議会が無利子で生活福祉資金の貸付けを長い期間にわたって

貸付けをするというようなことの制度もございます。費用のこと、また相談しに

くいことではあるかもしれませんけれども、ためらわずそういったお困りなこと

があるようでしたら福祉課、また社会福祉協議会のほうに御連絡いただければと

いうふうに思っております。 

以上橘せつ子議員への再質問への回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 次の質問に移ってください。 

○６番（橘せつ子） 聞こえのフレイル予防を。 

前回定例会の一般質問で同様の質問をされましたが、回答の中で、町は今年度

から「聞こえのフレイルチェック」を取り組むと言われていました。それをぜひ

健康診断の項目の中に取り入れるべきではないかと考えますが、次の点について

お伺いします。 
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１、聞こえの状態は自分では気づきにくく、早い時期から耳に違和感があれば

速やかに耳鼻科に行くことができ、難聴が進行するまでに対応ができるのではと

考えます。そこで、町として「聞こえのフレイルチェック」を健康診断等で取り

入れることについての考えをお伺いします。 

２、難聴が進行すると日常生活でも困り事が増え、孤立化やひきこもり、鬱病

や認知症の発症につながる可能性も指摘されています。中度、軽度の難聴者にも、

補聴器の使用によりこうしたリスクを少なくすることや、何より安定した日常生

活を送れるよう支援が必要と考えます。近隣市のように補聴器購入に助成をする

ことで、負担軽減を図るべきと思いますが、町の考えをお伺いします。 

○議長（小西久次） 野村健康推進課長。 

○健康推進課長（野村博嗣） 橘せつ子議員の「聞こえのフレイル予防を」の御質

問のうち、私からは１点目の御質問についてお答えいたします。 

町が実施する特定健診・後期高齢者健診は、集合契約による県内統一の検査項

目となっていることから、町独自で検査項目を追加契約することは難しい状況で

す。仮に検査項目を追加した場合、町内の医療機関では聴覚検査の機械を持ち合

わせていないため、医療機関で実施する個別健診で受診することができなくなり

ます。 

公民館で実施する集団健診と医療機関で実施する個別健診の割合を見てみます

と、令和６年度の集団健診受診率は、特定健診で約３８％、後期高齢者健診で約

１４％となっており、多くの方が医療機関で実施する個別健診を受けていること

となります。 

これらのことから、健康診断での検査を実現するよりも、他の方法を用いたセ

ルフチェックを定着することが現実的かつ効果的だと考えておりますことを申し

上げ、橘議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 橘せつ子議員の「聞こえのフレイル予防を」の御質問の

うち、私からは２点目の御質問についてお答えいたします。 

「聞こえ」は、生活の質を維持するための重要な要素の１つであり、「聞こえ

のチェックリスト」や「補聴器相談医」の周知など、加齢性難聴予防の対策を進

めているところであります。 

補聴器の購入助成の効果については、県内各市町においても関心の高いところ

であり、滋賀県に取りまとめをお願いしておりますが、現時点での報告はござい
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ません。先行して兵庫県では調査を実施され、「加齢性難聴者に対する補聴器活

用調査結果」をまとめておられます。その報告書によりますと、補聴器使用前後

の社会活動日数、社会参加活動意欲の項目では、「変化なし」の回答が多いとい

う結果となっています。 

町としまして、現段階では補聴器購入助成について考えておりません。しかし

ながら、購入助成をされている市町の効果検証結果についても引き続き確認する

とともに、第１０期介護保険事業計画の生活ニーズ調査において「聞こえのフレ

イル」を独自調査項目に加え、実態把握に努めてまいりたいと考えます。 

以上、橘議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 橘せつ子議員。 

○６番（橘せつ子） 回答していただきました、まず１点目ですけれども、再質問

をさせていただきたいと思います。 

現時点で、県内統一の特定健診の中にその聴覚検査を入れるというのは難しい

ということは分かりましたけれども、町として他の方法を用いてセルフチェック

を定着すると言われていますが、それはどのような方法なのでしょう。また、県

に対してぜひ検査項目に入れてもらえるよう、要望していくべきではないかと思

いますが、そういうことについてはどうなのでしょう。 

それからもう一点ですけれども、補聴器の購入助成の効果について言われてい

ますが、それは明確な形で出てくるとは考えにくいように思います。高齢者はだ

んだんと弱っていくことを考えますと、兵庫県の調査で変化がないという結果が

出たということは、現状の生活が維持できているというふうに受け取れ、それは

効果があるというふうにも受け取れます。そういう面では、行政が担うのはやっ

ぱりフレイルにつながらないように予防することが目的なので、そこに予算をつ

けるべきではないかというふうに思うわけですけれども、そういう面ではどうな

のでしょう。 

よろしくお願いします。 

○議長（小西久次） 野村健康推進課長。 

○健康推進課長（野村博嗣） 橘せつ子議員の再質問にお答えいたします。 

２点の再質問をいただいているというところで、まずそのセルフチェックとい

うところでございますが、このセルフチェックにつきましては、滋賀県がホーム

ページで「高齢者の聞こえについて」というところを上げておられます。その中

に「聞こえのチェックリスト」としまして５項目挙げておられまして、まず１つ
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目に「会話をしているとき、聞き返すことはよくありますか」といったほか４点

ほど項目がありまして、これに１つでも該当する場合は耳鼻科の専門医を受診す

ることを勧められておりますので、こういったチェックリストにつきまして、介

護予防の出前講座のほうで住民への啓発に努めてまいりたいと考えております。 

２点目の集合契約による県内統一の検査項目の追加でございますが、この特定

健診であったり、後期高齢者の健診につきましては、まずは生活習慣病の予防を

対象とした健康診断となっておりますことから、このような聴覚検査を追加する

ことは非常に難しいと思っております。この聴覚検査であったり視覚検査といっ

たものにつきましては、一般的に専門医への受診が一番の効果というふうに考え

ておりますので、これを求めていくことは非常に難しいのではないかと考えてお

ります。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 橘せつ子議員の再質問にお答えいたします。 

効果というものを、良くなるというふうなことではなく、予防することへの効

果ということで捉えるべきではないかという御意見をいただきました。私たちの

ほうも、この加齢性難聴を予防するということを目的に事業を実施していきたい

というふうに考えております。 

ただ、この補聴器を装着することが生活習慣病、また早めの受診等々が加齢性

難聴の予防効果があるのかどうかというところの検証を情報としていただきたい

ということで、県のほうにお願いしているようなところです。この件につきまし

ては、先の回答でも申し上げておりますけれども、補聴器は一定費用もいたしま

すし、購入をされておる自治体を見ましても、全額ではなくかなり少額の補助に

なっております。ですので、これを進めることに対する高齢者の皆さんの影響、

そしてまた本当に予防ができていくのかと、交流等に参加されたりというような

効果が上がってくるのかというふうなことを調べたいというふうに考えておりま

す。 

現在のところ、県にもこの効果について、また県内の取りまとめについてもお

願いをしておるところでありますので、その結果も踏まえて、また今後考えてま

いりたいというふうに考えております。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 橘せつ子議員。 
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○６番（橘せつ子） 再質問させていただきますが、ホームページなどにあります

聞こえのチェックということで言われていますが、本人が気づかない難聴という

か、例えば片耳だけが聞こえないというのはなかなか気づきにくい部分があるよ

うに思うんですね。そういうところはやっぱり聞こえのそういう検査で見つかる

のかなというふうに思いまして、これだけでは不十分ではないかなというふうに

ちょっと思っているところです。そういうふうな部分については、やっぱり県の

ほうにも言っていただきたいですし、難しいのではないかというふうに思われて

て、県のほうにそういう要望をしていただけるかどうかというのをもう一回伺い

たいなというふうに思います。ぜひともしていただけるように、入れていただけ

るように要望していただきたいなというふうに思っています。 

それから、フレイル予防の面で予算でしたけれども、もう近隣市町、この竜王

を囲んでいる隣の東近江、八幡、愛荘町、日野町、この辺のところは少額ですけ

れども、そりゃ補聴器はやっぱり４０万円とか５０万円する高額なものですから、

その一部ですけど２万円とか５万円とかそういう形で補助をしていただけるとい

うことはすごく励みになる、頑張って生きていって、生活そのものに支援をする

というふうな意味があると思うんですよね。だから、そういう面ではぜひとも取

り入れていただきたい。確かに費用については少額で、それがというふうにある

かもしれませんけれども、それはやっぱり応援の意味でもあるというふうに捉え

ていただいて、ぜひともその辺は助成を考えていただきたいというふうに思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（小西久次） 野村健康推進課長。 

○健康推進課長（野村博嗣） 橘せつ子議員の再々質問にお答えいたします。 

先ほども申し上げましたとおり、町が実施しております特定健診、後期高齢者

健診というものは、生活習慣病に焦点を当てた健診となっておりますので、視覚

検査であったり聴覚検査というのは実施していないところでございます。 

また、この加齢性難聴と言われるものにつきましては、仮に検査を実施したと

しましても、低音域が聞こえなかったり、高音域が聞こえなかったり、またある

一定の特定の音域が聞こえないといった特徴もございますので、まずはこのセル

フチェックというか、聞こえにくいなと感じた場合につきましては専門医の受診

が一番の予防策かなというふうにも考えておりますので、また県のほうに申し上

げていくというところにつきましては、他の市町からそういったお声も私は聞い

ていないところもございますので、やっぱり専門医への受診のほうを勧めてまい
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りたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（小西久次） 中原福祉課長。 

○福祉課長（中原江理） 橘せつ子議員の再々質問にお答えをしたいと思います。 

県内でも１９市中９市町がこの助成を実施しているというふうに伺っておりま

す。ただ、今回も申し上げておりますけれども、一旦、先ほどホームページで御

覧いただいたということですが、御本人さんは本当にこの聞こえに気づきづらい

というようなことがありますので、セルフチェックであります、電子レンジの音

が聞こえるかとか、携帯電話でしゃべらはる声が大きくなってないかとかいうこ

とを御自分で点検をしていただこうということで今回、生活ニーズ調査のほうに

項目に入れさせていただき、早めに受診をいただこうというふうに思っておりま

す。 

早めに受診をされ、必要な場合におきましては、身体障害者手帳の該当になる

こともございます。そうしますと、補装具としての補聴器の助成も受けられると

いうふうなことから、早めの耳鼻科医、補聴器相談員さんへの受診をお勧めして

まいりたいと思っております。どうぞ御理解いただきまして、今後ともよろしく

お願いしたいと思います。 

以上、御質問への回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 次の質問に移ってください。 

○６番（橘せつ子） 最後の質問です。 

排外主義・排他主義的な言動への認識は。 

全国的に「外国人は優遇されている」、「外国人に特権がある」、「犯罪率が

高い」などと外国人への偏見をあおるデマが、７月の参議院選挙頃から広がって

います。「日本人ファースト」を掲げ、外国人への規制強化を打ち出す動きも見

られました。こうした排外主義的な動きは人権差別であり、民主主義の否定につ

ながるとして、多くの団体や個人から抗議の声が出され、全国知事会の「令和７

年７月全国知事会議青森宣言」では、「排他主義、排外主義を否定し、多文化共

生を目指す」と記載されています。 

竜王町でも、外国人労働者として企業や農業、また介護などあらゆる職場で

日々懸命に働いておられる方々がいますが、どのような思いでこうした言動を受

け止められているでしょうか。排他主義、排外主義、差別的な言動は、今まで築

いてきたあらゆるつながり、関係性や信頼を壊し、尊厳や命にも関わる重大な問
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題だと考え、次の点についてお伺いします。 

１、町はこのような状況をどう認識されているのでしょう、所見を求めます。 

２、町内でこのような事例はあるのでしょうか。また、問題が発生した場合の

町の考えをお伺いします。 

○議長（小西久次） 図司総務主監。 

○総務主監（図司明徳） 橘せつ子議員の「排外主義・排他主義的な言動への認識

は」の御質問にお答えいたします。 

１点目の、「町はこのような状況をどう認識されているのか、所見を求める」

につきまして、議員が質問の中でも述べていただいておりますとおり、外国人の

方々は生活、また仕事を通して竜王町にも多くの方が関わりをいただいていると

ころでございます。その中で外国人の方々との関係が排他的になることによりま

して、これまでのつながりや関係性、また信頼を崩してしまうことは決して認め

られるものでないとの認識をいたしています。 

このことは、本年７月２４日に全国知事会により採択されました、令和７年７

月全国知事会議青森宣言の前文にも記されております、「排他主義、排外主義を

否定し、多文化共生社会を目指す我々４７人の知事」と同様の思いであると考え

ているところでもございます。 

また、第六次竜王町総合計画に示す将来像には、町の課題を解決するため、前

向きな思いを持つ竜王町に関わる全ての人が地域に愛着を持ち、それぞれが活躍

しながら住み続けたいと思える町を目指すと定めております。様々な課題を解決

し、将来にも持続できるまちをつくるためには、自分以外を排除するのではなく、

外国人も含む多くの主体が協調していくことが何より大切であると考えます。 

２点目の、「町内でこのような事例はあるのか。また、問題が発生した場合の

町の考えは」について、現状では、外国人であることによる人権に関わる相談等

は確認いたしておりません。 

令和３年３月に改定した竜王町人権教育・啓発基本方針において、人権課題別

における取組方針（１０の重点的人権課題）の１つに外国人の人権を位置づけ、

これまでも人権啓発セミナーにおいて研修機会を設けてきました。 

なお、人権的な問題による相談等をいただいた場合には、他の人権問題と同様

にしっかりと状況を聴取した上で関係課と事象を共有し、関係機関等とも連携す

る中で適切に対応してまいります。 

以上、橘議員への回答といたします。 
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○議長（小西久次） 橘せつ子議員。 

○６番（橘せつ子） 昨年度の外国人の入国者数ですけれども、約３，６７８万人

と言われています。過去最高だそうです。それから、外国人の新規入国者数は約

３，４０２万人、これもまた過去最高だと言われています。日本で暮らす永住外

国人や中長期の在留者になる在留外国人数は、昨年末は前年度に比べ３５万７，

９８５人増加し、３７６万８，９７７人と最高を記録しているそうです。 

そうした中で、多くの方が日本に来られて生活され、仕事にも励んでおられま

す。竜王町ではどのくらいの方がおられるのか、その辺についてもちょっとお聞

きしたいのと、今回、町としては、外国人の方々と関係が排他的になるというこ

とは、つながりや関係性、信頼性が損なわれるということで、これは決して認め

られるものではないというふうなちゃんと認識をいただいていますし、多文化共

生の社会を目指していくというふうな部分では、やっぱり地域の活性化は、やっ

ぱりそういうふうな一緒に頑張っていこうという思いで培われるんだというふう

なのを町としても認識していただいているというふうに思いまして、とても安心

しているところです。 

竜王町に暮らしておられる外国人の方々を含め広く町民に対して、そういうふ

うな町の姿勢みたいなものはぜひ示していただく必要があるのではないかなとい

うふうに思うんですけれども、その辺についてお伺いいたします。 

○議長（小西久次） 図司総務主監。 

○総務主監（図司明徳） 橘議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

   まず、竜王町内にお住まいの外国人の方の数でございますが、令和７年８月末

現在の住基人口を見てみますと、人口全体が１万１，１２０人となっております。

うち、外国人で登録をいただいている方が２７５人、率にしますと２．５％とい

う比率となっております。また、今もありましたけれども、それ以外にも仕事、

特に竜王町は企業のたくさんある町でございますので、仕事の関わりということ

で、他の町に住所は置いておられますけれども、町内の企業にお勤めの方もたく

さんおられるというふうに考えるところでございます。 

   先ほどの回答でも申し上げましたとおり、竜王町の大きなスタンスとしては、

やっぱりまちづくりについては町に関わる全ての主体が関わっていく、そのこと

で将来にもつながる町をつくっていきたいということは総合計画にも位置づけて

おります。当然住民さんという部分、また企業、団体、いろんなものがあります

けれども、当然住民さんという中には、外国人の方も当然含まれた中で示したと



- 147 - 

ころでもございますし、企業という考え方の中には、その中にお勤めをいただい

てます従業員の皆さんも含めてやっぱり企業やというふうに思いますので、いろ

んな課題に対してより多くの人が助け合う、また連携しながら進めていく、その

ことで将来につなげる町をつくっていくという、この分については揺るぎないも

のだと思いますので、なかなか示し方が難しいところではございますけれども、

町の一番重要な計画、総合計画の中でも位置づけておるということで、改めて御

回答させていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（小西久次） 橘せつ子議員。 

○６番（橘せつ子） 一応町としての考えをお聞きしたんですけれども、最後に西

田町長のほうからそのことについて、町長の所見もお伺いしたいです。よろしく

お願いします。 

○議長（小西久次） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 橘議員の再々質問ということでお答えをしたいというふうに

思います。 

昨今のいろんな状況を見てますと、特にヨーロッパを中心に移民問題ですね、

労働者の問題を一つの起点にしたそういう問題も起こっていると思いますし、昨

今のいろんな選挙においても「日本人ファースト」だとか、トランプ大統領なん

かがよく移民問題と併せて言ってる「アメリカンファースト」とか、こんな言い

方をしてますけれども私は、先ほど総務主監も言いましたとおり、全ての人の人

権をしっかり守っていくことが最大重要なことだろうと。そのことを竜王町の町

民の皆さんももちろん十分理解いただいていると思いますが、しっかりそこは冷

静に対応していくことが一番重要だというふうに思っています。 

もちろん時代時代のいろんな背景もありますので、そういうものに流されたり

悪影響を受けることのないように、何を大事にするんだといったら全ての人の人

権であります。もちろん外国の方々も同じであります。そこを冷静に客観的に見

ながら対応していくことが大事だろうというふうに思っておりますので、ぜひ議

員の皆様方にもよろしくお願いしておきたいと思います。 

以上です。 

○議長（小西久次） 次に１０番、森島芳男議員の発言を許します。 

１０番、森島芳男議員。 

○１０番（森島芳男） 令和７年第３回定例会一般質問。１０番、森島芳男。 
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質問事項、多文化共生の推進を。 

第６次竜王町総合計画には、基本施策「多文化共生の推進」に実現したい未来

の姿として、「国籍や民族の異なる人々がお互いの文化の違いを認め合い、地域

社会の構成員として対等な関係を築きながら、ともに暮らすことができる多文化

共生のまちになっています」と記載されています。 

竜王町に住む外国人の人口推移は、令和３年７月末で１５２人、４年１４９人、

５年２０６人、６年２２６人、７年２６５人と５年間で１１３人の増加となって

います。竜王町には多くの企業があり、日本全体で進行する少子高齢化や人口減

少に対応し、人手不足を解消するために、外国人労働者の受入れを進められると

さらに増加することが予想されます。彼らが地域の一員として安心して暮らせる

環境整備が重要であると思いますが、課題として「外国人住民や来訪者が過ごし

やすいよう、多言語対応など多文化共生のまちづくりを進めていくことが必要で

す」と記載されています。 

そこで、次の２点について伺います。 

１、多文化共生のまちづくりの現状は。 

２、総合計画の多文化共生についての前期の取組について、評価と見解を伺い

ます。 

○議長（小西久次） 町田総務課長。 

○総務課長（町田啓司） 森島芳男議員の「多文化共生の推進を」の御質問にお答

えいたします。 

１点目の御質問につきましては、コミュニケーション支援といたしまして、多

言語翻訳機を総務課に１台、住民課に２台、教育委員会に３台と計６台導入し、

窓口等で日本語でのコミュニケーションが困難な外国人住民への対応を行ってお

ります。また、多言語対応のセミセルフレジや英語表記の転入・転居届等を窓口

に設置し、行政手続の負担軽減にも努めております。 

そのほかにも、教育現場における国際理解・異文化理解の促進にも取り組んで

おります。こども園においては絵本、歌、遊び等を通じて英語に触れる機会を設

け、幼少期から多様性を受け入れる心を育んでいます。小・中学校においては、

英語教育に加えて、外国語指導助手（ＡＬＴ）との交流を通じて、実際に英語を

使ってコミュニケーションを取る力を育んでいます。 

２点目の御質問につきましては、国際交流の取組は、新型コロナウイルス感染

症の拡大以降、直接的な交流事業は一時的に中断を余儀なくされ、交流が難しい
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状況が続きました。昨年度は、滋賀県の友好親善交流事業を通じて竜王町から２

名の団員がアメリカ合衆国ミシガン州に派遣され、現地での異文化交流、国際理

解を深める機会を得ることができました。 

また、先に申し上げました教育現場における国際理解の教育にも取り組んでお

り、英語教育及び異文化理解の学習を通じて、次世代を担う児童の意識づくりに

も努めることができました。 

多文化共生の推進は、今後さらに外国人住民の増加が見込まれる中で、町の活

性化に資するものであると考えております。また、その実現のためには、異文化

理解を深める教育、町民一人一人の意識改革、外国人住民が安心して暮らせる生

活支援といった視点が不可欠であり、政府、行政、民間及び地域住民が連携・協

力して取り組むことが重要であると考えております。 

本町におきましても、今後とも、外国人住民が地域社会の一員として安心して

暮らすことのできる多文化共生社会の実現を目指し、引き続き取組を進めてまい

ります。 

以上、森島議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 森島芳男議員。 

○１０番（森島芳男） 今答弁いただいたんですけれども、１番目の質問のところ

で、これは子どもさんというか、小学生とかの回答であったん違うかなと。やっ

ぱり大人のほうが多いと。例えば令和３年の子どもは１８歳未満で９人、令和４

年で１０人、令和５年で８人、令和６年で８人、令和７年で９人と、このように

子どもさんは今お答えいただいたように大変充実したものをしていただいている

と思うんですけれども、やっぱり会社勤めとか奥さんとか、また独身の方もおら

れますけれども、そういう方のほうが数が多いと、こういうことを考えてみます

と、考えていかなければならないのと違うかなと。 

例えば具体的な取組として、やっぱり今、受付のところで英語翻訳機とか使っ

ているということでありますけれども、やっぱりやさしい日本語、ふだん自治会

とかそういう集落の中での会話っていうのはなかなか通じにくい場合が起こるの

とちゃうかいなと。それから、災害が起こったときに、いざというときにその人

たちにどうやって伝達すんねやというような、そういうような対策っていうのを、

今からやっぱり人数が２００人とか少ないときの間に、いざというたときにはこ

うしたらいいなということを準備するべきではないかいなと。やっぱりそのため

には外国人専用の防災リーダーと、そういうようなものをやっぱりつくっていく
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と、いざというたときには、今まだ少ないときに防災リーダーが率先してそうい

う対策ができると、こういうふうに思います。その辺についての見解はいかがな

もんかというふうに伺います。 

○議長（小西久次） 図司総務主監。 

○総務主監（図司明徳） 森島議員の再質問にお答えをさせてもらいます。 

先日、議会の中でも少し御説明させていただきましたけれども、国の防災計画

の見直しを受けて本年度、竜王町においても地域防災計画の見直しを一部させて

いただきました。その中で災害時に、特に避難所でございますけれども、今まで

は当然日本語表記がメインでございましたけれども、これからについては多言語

で避難所の掲示をするであるとか、案内をするであるとか、当然避難所ですので、

そこに長期にわたる場合もございますので、そういう分についても災害時の多言

語対応をしていこうということで計画を少し修正をさせてもらって、その分の補

強をさせてもらったところでもございます。 

なかなか一気に全てがその方向に向くということは難しいわけでございますけ

れども、一旦大きく計画に位置づけたという部分につきましては、そっちの方向

を向いてこれまでプラスアルファで、そのような日本語がなかなか伝わりにくい

方にも緊急時の連絡なり物事がしっかり伝えられる、そういうようなことを取り

組んでいきたいというふうには思っておるところでもございます。 

また、今御提案をいただきました防災リーダーということで、これも一緒でご

ざいますけれども、より言葉の分かる方、なかなか災害時にその方をということ

が難しいかもしれませんけれども、例えばどういうところに多言語で対応いただ

ける方がおられるかとかっていうような、一つ情報をしっかりつかんでおくとい

うことも大事かと思いますし、今、防災士という資格を取っていただくような取

組もしておりますので、その中でもなかなか言語を全て勉強していただくという

のは難しいか分かりませんけれども、先ほどありましたけれども、そういう通訳

機を使っていただいて対応いただくなりということで、先ほどもおっしゃいまし

たとおり、事前に準備をできるところはしていくというようなことで順次対応し

ていくことが必要かなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思

います。 

以上でございます。 

○議長（小西久次） 森島芳男議員。 

○１０番（森島芳男） 外国の方にとっては言葉の壁、また制度に対する壁、心の
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壁っていうか、こういう３つのような壁があるんのとちゃうかいなというふうに

思うわけであります。 

言葉の壁といいますと、行政手続やと意思疎通が難しく、なかなか生活上の問

題や悩みをなかなか区民の人にお話をすると、同じ国の人やったらしゃべられて

も、日本人の人に悩みやとか、こんなこと困ってんねやというような相談をする

ということがなかなか難しいのとちゃうかいなと、これが言葉の壁やというふう

に思うわけでありまして。 

次に制度の壁でありますけれども、先ほど、行政については翻訳機があって受

付やとかそういうような対応ができるということでありますけれども、社会制度

っていうのはアクセスについての困難な場合が出てくんのとちゃうかいな、困難

な場合があるのちゃうかいなと、こういうふうに思うところでございます。 

それから心の壁っていうのが、外国の人とやっぱり生活習慣とか育った環境が

違うわけでありまして、誤解や偏見が存在し、外国人の住民の地域の一員として

の受入れを住民の皆さんが簡単にそうかできるかというと、なかなか住民が不安

がったりしてなかなか偏見があって、その集落に住むということに対して反対さ

れるような場合が多々出てくるのとちゃうかいなと。やっぱりそういうときには、

町行政としてこれからは共生していかんならんということで、区長会とかそうい

う立場のときに、またそういうような仕組みについての指導というか、そういう

なんをしていただけるとありがたいなというふうに思いますので、その辺につい

てのお考えを伺いたいと思います。 

○議長（小西久次） 杼木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 森島議員の再々質問にお答えをしておきたいと思います。 

まず後半戦、いろんな人権的な観点からお話をいただいたことについては、ま

だ広がりということはあるかなと思いますが、外国人の人権という視点では、い

ろいろそういった立場の中で行政も努めさせていただいておりますので、そうい

ったことを地域や学校や職場に広げてまいりたいと思います。 

それと、外国人の方の人数が言われたわけですけど、実際会社のことを考えれ

ば、もっと多いのかなと思っております。近隣の状況とか、そういったたくさん

外国におられてる方の、自治体の考え方とか、経験深いところがありますが、そ

ういう点も勉強をさせていただきたいと思いますし、もう一歩我々は、本当にた

くさんの大きな会社がございまして、そこにはたくさんの外国人の方が就労され

ておりまして、そこでしっかりとその外国人と接しておられる、やっぱり企業で
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それを担当されている方がたくさんおられるかなと思います。そういった人材と

の情報共有も図りながら、やはり町としてどうしていくべきかということを考え

ていくことも大事かなと。 

竜王町には、経済交竜会ということで企業さんとの交流を図っている中での意

見交換の場もありますので、そういった中で外国人の労働者の方の思いとか接し

方とか、そういったことも吸収してまいりたいと思いますので、どうぞよろしく

お願い申し上げておきたいと思います。 

○議長（小西久次） 次の質問に移ってください。 

○１０番（森島芳男） それでは、次の質問をさせていただきます。 

質問事項、スポーツ少年団の維持・活性化を。 

竜王町は長年、スポーツ環境を整え、スポーツに力を入れてきたように思いま

す。中でも竜王町スポーツ少年団は、次のような理念の下、子どもを地域で育て

ようと活動している歴史があります。 

・一人でも多くの青少年にスポーツの喜びを提供する。 

・スポーツを通して青少年の心と体を育てる。 

・スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する。 

この理念の下、クラブ活動を通じて喜びを感じ、体力向上だけでなく精神的に

も成長し、協調性や社会のルール、思いやりの心を学び、社会の一員として成長

し活躍している子どもたちが数多くいます。 

このように歴史ある竜王町スポーツ少年団の活動ですが、少子化等の影響によ

り団員が減少しており、クラブ活動にも支障が出てきていると聞いています。こ

のような状況が続けば、クラブ活動の存続にも大きく影響すると考えます。 

そこで、次の２点について伺います。 

１、竜王町スポーツ少年団は、サッカー・バレーボール・竜小野球・西小野

球・バスケットボール・柔道・剣道と構成されていましたが、現在の活動状況を

把握されていますか。 

２、今後の竜王町スポーツ少年団の活動について、維持・活性化についての見

解と対策を伺います。 

○議長（小西久次） 山中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（山中知樹） 森島芳男議員の「スポーツ少年団の維持・活性化を」

の御質問にお答えいたします。 

本町のスポーツ少年団は、「Ｋｅｅｐ ｙｏｕｒ ｓｍｉｌｅ（君の笑顔が見



- 153 - 

たいから）」をテーマに掲げ、「スポーツを通して健全な青少年を育もう！」の

スローガンの下、日々、活動に取り組まれています。 

まず１点目の御質問につきまして、竜王町スポーツ少年団は竜王野球、竜王西

野球、バレーボール、サッカー、バスケットボール、柔道の６団で、１３８名の

団員が土日を中心に活動されています。剣道は、団員不足により今年度からスポ

ーツ少年団としての活動は休止となりましたが、剣道クラブとして独自に活動を

継続されています。団員数は、１０年前の平成２７年度と比較して４１名、約２

２％の減少となっております。 

次に、２点目の御質問につきまして、本町では、スポーツ少年団の活動が子ど

もたちの健全育成と地域の絆づくりに寄与する重要な取組であると認識しており

ます。しかしながら近年、少子化や習い事の多様化、クラブチームの台頭などに

より、団員数の減少が進んでおります。 

この状況を踏まえ、町としましては、スポーツ少年団本部と連携する中、１つ

目に、未加入児童へのアプローチ強化のため「ふれあい交流会」の支援、２つ目

に、団活動に必要な事業費確保のため、社会教育関係団体補助金の継続した交付、

３つ目に、幼児期からスポーツへの関心を育むため、日本スポーツ協会が推進す

る「アクティブ・チャイルド・プログラム」を実施するなど、町にとって重要な

社会教育関係団体の１つであるスポーツ少年団が今後も地域に根差した活動とし

て継続・発展し、子どもたちの健やかな成長と地域の活力向上に寄与するよう、

町として支援をしてまいります。 

以上、森島議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 森島芳男議員。 

○１０番（森島芳男） 今、ふれあい交流会というふうにお話があったんですけれ

ども、令和６年１１月１７日に１回だけ開かれているんですけれども、また役員

会は５回やられて、参加した父兄に聞くと、こういうことをやりました、こうい

うふうにしますということで、団員が少なくなってきたことについてどうしよう

かという相談とか、そういうものは何もないと。行ってちょんちょんと話をして

終わりということになってんのと違うかというようなことを聞いたことがあるわ

けでありますけれども、その辺については、やっぱり学校とか、また集落とか、

そういういろんなところでの団員募集、また指導者を募集するというのをやって

いただけたらどうかいなと。 

というのは今、竜王町運動公園、地域振興事業団でドラゴンスポーツクラブっ
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ていうのができているんですけれども、そこの指導者については多少なりとも指

導料が出たってですね、スポーツ少年団の指導者については無給やと。何にも出

てないということについても、同じようにやっぱりスポーツしようっていうこと

になっとるんですけれども、その違いというか、その辺をお聞きしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（小西久次） 山中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（山中知樹） 森島議員の再質問にお答えさせていただきます。 

まず１点目のふれあい交流会、また役員会等の開催の持ち方についてですけれ

ども、ふれあい交流会につきましては年１回、先ほどの回答のとおり未就学児を

対象として各団の協力をしながら体験会等を開催させていただいております。役

員会につきましても、本部役員会ということで年５回程度開催をさせていただく

中で、各団の団長等から意見上の団の報告等をいただいております。具体的にそ

ちらのほうで大きく何か課題をその場でというのは直接は聞いていないというの

が現状でございます。 

２点目でございますけれども、ドラゴンスポーツクラブと竜王スポーツ少年団

の報酬の話であったかなというふうに思っております。議員仰せのとおり、スポ

ーツ少年団につきましては、子どもたちの健全育成を目指す青少年団体として活

動いただいておりまして、指導者、コーチの皆様方には基本的にはボランティア

として協力をいただいております。 

一方、ドラゴンスポーツクラブにつきましては、「いつでも、誰でも、いつま

でも」のコンセプトに基づき気軽にスポーツを楽しみ、健康づくりや仲間の輪を

広げる多目的・多世代型のクラブとして活動をいただいております。こちらのド

ラゴンスポーツクラブにつきましては、会費を徴収し運営をされており、その一

部を指導者への報酬として支払われているものでございます。 

町といたしましても、先に回答いたしましたが、スポーツ少年団につきまして

は、社会教育団体として本部に運営補助金を交付しております。また、ドラゴン

スポーツクラブにつきましては、竜王町地域振興事業団に委託し運営をいただい

ておるものでございます。あわせて、学校体育施設の開放制度に基づきまして、

施設使用料等を無料にするなどの支援もさせていただいているところでございま

す。 

子どもたちを取り巻くスポーツ環境も、社会情勢の変化、少子化・多様化の中

で大きく変わろうとしているものと認識はしております。どのような支援を行う
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ことが各団体の自主性を担保しつつ継続して活動いただけるのか、子どもたちの

スポーツ環境をいかに確保していくのか、関係団体と協議を行い、支援方法等に

つきましても検討を進めていきたいというふうに考えております。 

以上、森島議員の再質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 森島芳男議員。 

○１０番（森島芳男） 今、中学校やらは各集落だけでなしに、よその市町からも

入ってクラブをやっておられるというのがどこの世界でもあるんですけれども、

竜王スポーツ少年団においても、今のドラゴンスポーツクラブにおいても、よそ

の市町からもし入りたかったら入ったらどうやというような募集をかけていただ

くと、そういうようなこともやっていただいたらどうかいなと。また指導者につ

いても、竜王町の住民だけでなし、指導したろという人があれば、募集してます

よというようなことを広報とかそういうところでの募集、また小学校、学校でも

クラブ入りたいかというようなことをお声がけしていただいたらええのん違うか

いなと。 

これは余談になるんですけれども、中学校の野球部に今年１１名が入部して、

そのうち５名が初めて野球というものに取り組んだということで、今半年たつん

ですけれども誰一人辞めていなくて、１１名でそのまま野球部が続いているとい

うことでありまして、やっぱり小学生も、自分たちがスポーツを一生懸命やった

り楽しかったら辞めることなく続くと、それが中学校に続いていくと、こういう

ふうに思いますので、その辺のよその募集ということについての見解をお伺いい

たします。 

○議長（小西久次） 山中生涯学習課長。 

○生涯学習課長（山中知樹） 森島議員の再々質問につきましてお答えをさせてい

ただきます。 

竜王町スポーツ少年団につきましても、既に町外在住の子どもたちが複数在籍

をいただいております。しかしながら、町の社会教育団体という位置づけもござ

いますことから、町外の団員さんの在籍につきましては、制限を設けさせていた

だいているところでございます。 

近隣市町でのスポーツ少年団の衰退に伴いまして、竜王町スポーツ少年団に在

籍できないかというお問合せをいただいているということは、団のほうからも情

報を共有させていただいているところでございます。しかしながら、ほかのスポ

ーツ少年団との合併であったり、町外在住の子どもたちが本町のスポーツ少年団
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に多く在籍することによりまして、指導者や保護者の思いもいろいろとあると思

っております。 

どのような形が良いのか、どのような活動であれば行政として支援していける

のか、先ほども回答いたしましたが、その点につきましては検討を進めていきた

いというふうに考えております。 

あわせまして、先ほどの指導者問題につきましても、どのような形での募集が

いいのか、どういった資格が要るのか、どのような研修を今後受けていっていた

だくのか、こちらにつきましては中学校の部活動の地域移行の問題にも関わると

ころではあるんですけれども、その点も併せながら検討のほうを進めていきたい

というふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小西久次） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 私から１点お願いがあって、ちょっと一言申し上げたい。 

今、森島議員さんがおっしゃったスポーツ少年団というのは、竜王町の大きな

財産だろうと私は思っています。特に小さい子どものときからスポーツを通じて

ということがあるので、私は文武両道というのを大事にしてもらいたい。したが

って、体を鍛えることと同時に、やはりしっかり「文」を学んでほしい。だから、

このスポーツ少年団の中でしっかり勉強もしようねと、またもっと言ったら、ス

マホはもう一定時間以上しないよねと、そういうようなことを鍛えてほしいなと。 

なかなか学校だけでもできないし、家庭教育だけでも難しいところがあるので、

こういういい団体の中で指導者の方も、スポーツはもちろんですけれども、そう

いうものをやっていくことが子どもたちの心に響いて、素直にそういうことをや

ってくれるような子どもに育ってくれるんじゃないかなという期待を、さっき話

を聞いててしましたので、一遍、その辺りは皆さんの力も借りてやっていければ

というふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします。 

教育長、よろしいですか。 

○議長（小西久次） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） １点だけ補足をさせていただきます。 

今回いただいた森島議員のスポーツ少年団の今後に向けてというのは非常に竜

王町にとっても、今町長がおっしゃったように、大事な社会教育団体と私たちも

認識してますので、社会教育団体、ほかのもありますけれども、やっぱり支えて

いくことが大事やというふうに思っております。 

あわせまして、山中生涯学習課長が申しましたけれども、やっぱり中学校の部
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活動も非常に大事な課題でございまして、今後生徒数の減少、あるいはまた教職

員の働き方改革等を考えますと、今後の部活動の在り方というのがいかに地域と

連携していくかということで、「地域展開」というような言葉で今は使われてい

るところです。 

そういった中で、例えば竜王サッカースポーツ少年団の指導者が中学校にもつ

ながって指導していこうとか、そんなことも今考えてもらっているところもござ

いますし、今議員がおっしゃったように、野球を初めて中学生でやりだす子も出

てきてくれている、そういう中で小から中へつながっていける中で、子どもたち

のスポーツの活性化、そしてまた健全育成ということにつないでいけたら、併せ

て文武両道も含めて頑張っていってくれるようにまたこれから頑張ってまいりた

いと思いますので、貴重な御提言をいただいたことをこれから生かしてまいりた

いと思います。ありがとうございます。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。ここで午後４時２０分まで暫時休憩

といたします。 

休憩 午後４時０４分 

再開 午後４時２０分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に３番、若井政彦議員の発言を許します。 

３番、若井政彦議員。 

○３番（若井政彦） 令和７年第３回定例会一般質問。３番、若井政彦。 

今回、３問の質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 

まず第１問目です。 

河川の減災対策は。 

昨今の大雨による災害は、線状降水帯の発生によるものが極めて多くなってい

ます。線状降水帯が発生すると、災害発生の危険度が急激に高まり、心構えを一

段と高める必要があります。気象庁も「線状降水帯」というキーワードを使い、

大雨の半日程度前からの呼びかけなどに注意喚起を図るとしています。 

とりわけ、天井河川を有する本町にとっては護岸の洗掘、増水による越水、さ

らには、堤防の崩壊（決壊、破堤）が心配され、沿川住民の不安を増嵩させます。

大雨をはじめ、自然の脅威に勝るものはないとは言われますが、被害を少しでも

軽減することは可能であると考えます。 

河川の減災対策について考えを伺います。 
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○議長（小西久次） 中西建設計画課長。 

○建設計画課長（中西政也） 若井政彦議員の「河川の減災対策は」の御質問にお

答えいたします。 

河川の減災対策としては、河川改修等のハード対策と避難対策等のソフト対策

があります。 

ハード対策としては、本町のいずれの河川も最終的には日野川に合流している

ことから、日野川の流下能力を向上させる必要があり、現在河川管理者である滋

賀県においては、近江八幡市内のＪＲ橋付近において工事進捗を図っていただい

ているところです。日野川改修実現のために、関係市町で日野川改修期成同盟会

を組織し、毎年、国、県へ日野川改修の早期実現の要望活動を行っているところ

です。 

また、令和６年３月には、さらなる河川改修の進捗を図ることを目的に河川整

備計画が変更され、近江八幡市野村町、小田町及び野洲市小南地先から近江八幡

市上畑町及び竜王町弓削地先までの延長７．５キロメートル区間が整備実施区間

に位置づけられるとともに、近江八幡市上畑町及び竜王町弓削地先から佐久良川

合流点までの延長６．２キロメートル区間が整備時期検討区間として追加されま

した。 

しかし、日野川改修が竜王町内に至るのはまだ先のことであるため、県におい

ては、河川の形態から破堤による人命への被害の影響が大きい河川であり、現状

把握や対策の検討・実施、予算の確保等を進める河川をＴランク河川として位置

づけ、本町では祖父川や日野川の堤防強化を計画的かつ優先的に進めていただい

ております。 

また、県においては毎年、一級河川の巡視点検を行われているとともに、県と

町が合同で定期的に点検を行い、その結果も踏まえて流下能力に支障があるとこ

ろのしゅんせつや河床整正を行っていただいております。 

その他の対策としては、行政と地域の自主的な活動による河川管理を行うこと

により、堤防等河川管理施設の機能維持に資することを目的に実施されている河

川愛護事業があり、河川の除草作業や川ざらえ等を実施していただき、日常の維

持管理に努めていただいております。 

本町としましては、河川愛護事業により堤防等河川管理施設を適切に維持管理

しつつ、引き続き、祖父川や日野川の堤防の強化の計画的、優先的な推進を県に

要望するとともに、天井川の状況に留意し、対策が必要となった箇所については、
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堆積土砂の撤去や河床の整正、また雑木の伐採等を併せて要望してまいりたいと

考えております。 

次に、ソフト対策としては、円滑かつ迅速な避難等があります。円滑かつ迅速

な避難対策としては、それらに資する施設等を整備しており、県において河川の

簡易水位計の設置や塗り直しを実施していただいております。また、町において

は、中小河川の水位状況を把握するため、町内９か所に水位センサーを設置し、

リアルタイムに内水の推移を監視しております。 

これらの情報を的確かつ迅速に住民の方々へ周知することにより、住民の方々

が正しく恐れ、避難していただくことが重要であると考えております。 

本町の河川の減災対策は、河川愛護事業により堤防等河川管理施設を適切に維

持管理しつつ、ハード対策を確実に進めるよう引き続き要望活動を行うとともに、

ソフト対策の向上により円滑かつ迅速な避難等であると考えております。 

以上、若井議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 若井政彦議員。 

○３番（若井政彦） 詳しくお答えいただきまして、ありがとうございます。 

実は、この関係の質問につきましては、令和６年第２回の定例会でも出水期の

備えということで質問をさせていただきました。そのときも詳しくお答えをいた

だいたところでございます。今現在、管理者においては、堤防の滑り止めであり

ますとか、あるいは浸透水対策など、そういった対策事業を実施いただいており

ます。このことにつきまして、感謝を申し上げておきたいというふうに思います。 

一方で、そういった下流のほうでの改修、日野川改修も含めてでありますが、

下流域の改修が進捗をすることに大いに期待をしているところであります。この

期待、その裏返しにつきましては、やっぱり日々大雨のときに増水の不安にさら

されている、そういった裏返しがあるということで不安の日々が来るというふう

なことで、住民は慎重になっているというふうなことでございます。ぜひともこ

ういった問題については、重大なインフラと捉えていただきたいなというふうに

思うところでございます。 

要は、例えば祖父川でございますが、堆積土砂がどっとたまります。河床整正

とかで土砂を取っていただいても、１年後にはもうかなりの土砂がたまります。

そこには葦が繁茂します。そうすると、本来流れる水量っちゅうのは限られてき

ます。そこへ一気に大雨が来ますと、当然流れる部分が少なくなりますので一気

に増水するということで、それこそ越水や、そういった危険性にさらされると、
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こんなことになるわけであります。 

例えば自分の家の溝を考えたときに、落ち葉やいろんなごみがたまっていれば、

大雨になればすぐにあふれてしまいます。そうすると、やっぱりそうならないよ

うに落ち葉を上げたり、ごみを上げたりというふうにします。それと同じことで、

できるだけそういった堆積土砂でありますとか、そういったものの土砂を大雨が

来るまでに除去してしまうと、それが一つ減災の対策ではないかなというふうに

思っています。 

防災から減災へというふうなことも言われているわけでありますけれども、そ

ういったことをこの間やっていただいていますが、そのことについて、管理者で

ある県のほうできちっとやっぱり定期的にやっていただくように予算づけをして

もらう、そして実施してもらうと、このことを一々地域から要望を出してとかい

うことじゃなくて、定期的にやっていただくようにそういう予算づけの措置をし

ていただく、そのことを管理者にきちっと確約を取っていただきたい。 

このことを実は町長にお願いしたいなというふうに思うわけですが、この辺の

町長のお考えはどうでございますか。 

○議長（小西久次） 西田町長。 

○町長（西田秀治） では、お答えをしたいと思います。 

日野川本流の改修につきましては、今説明したとおりでございます。時間はか

かりますけれども、何とか今、河川整備計画自体を去年の３月に新たにつくりま

したので、国の予算が県に来ると、県の予算で一番多く配分されているのが日野

川なんですけれども、それを少しでも増額するというか、いわゆる滋賀県への配

分額を増やしていくと、こういう活動を今進めていく。だから、少しでもそこの

予算づけが増えれば上流に上がってくる時間が短くなるということなんで、これ

はしっかりやっていきたい。 

それから、下流のほうも今、ＪＲ橋のところで工事中ですけれども、その下流

のところの堆積の土を相当取ってくれてるんで、今は水がかなり流れているんで

すね。過去の新川のいわゆる決壊のときなんかに比べると、あのときは計画水位

がもう本当に安吉橋のところで６メートルを超えるぐらい、ほとんどもう計画水

位と同じぐらいの水が流れてたんですね。昨今見ていただいたら、そこのところ

が相当改善されてるんで、そういう意味ではありがたいなと思うんだけれども、

それで安心はできないというのは、やっぱり今は異常気象で線状降水帯等の、ち

ょっと想定できないぐらいの雨が降ることがあり得るんですね。だから、Ｔラン
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クの河川整備とか、そういうことも含めて堤防補強をしっかりやっていかなきゃ

いけない、また、その河川の中の竹木をきれいに清掃していく必要があるだろう、

これが日野川本流についてはそうだと思います。 

それから、今お話のあった祖父川、善光寺川、それ以外の新川とか流れ込んで

る川について、これは今、一部祖父川については須惠地先まで堤防の補強をして

おりますけれども、それも併せて県への要望が必要だろうと、今お話しのとおり

だと思います。したがって日野川、これは関係市町の協働作業も含めて国・県、

それらへの要望も定期的にやってますので、それと同じように私自身も考えてい

るんですけれども、インフラ関係をもう少し定期的に県に要望する必要があるだ

ろうと。 

今お話のあった日野川は別にしても、そこに流れ込んでいる河川の改修、これ

は竜王町としてですね。これは河川と橋梁と道路、これについてはやっぱり我々

として、今おっしゃったように定期的に、ですから今からの時期というのは来年

度予算を県が組むわけですから、そのときにしっかり要望していくことが必要だ

ろうというふうに思っています。その作業も定期的に進めていきたいなとも思っ

ておりますので、議会のほうの理解と協力もいただきたいし、場合によっては議

会と一緒に東近江土木に要望するなり県に要望する、これもできたら定例化した

らいいと思っています。行政だけじゃなくて議会も同じように要望するんだとい

うことで日野川対策、また道路について言えば国道８号対策は、近隣市町との連

携を取りながらやっていくと。 

それから、今後造っていこうとする県道だとかいうことについて、また、今言

った関係の河川については、今お話のあったとおり、継続的・定期的な個別要望

をしていく必要があるんだろうというふうに思っています。 

あと、河川愛護についても河川をしっかり守っていく。もっと言ったら、道路

についても草刈りも当然、本当はやっぱりしっかり県にもやってもらわなきゃい

けないというのもありますので、その辺りはお話のあるとおり、体制をつくりな

がら取り組んでいきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（小西久次） 杼木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 若井議員の質問に対しまして、私のほうからも同感すると

ころがございますので、お話をさせていただきたいと思います。 

竜王町で大雨が降ったときとか台風が来たときに、鵜川橋の水位のことを一番
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に心配しております。おかげさまで日野川の下流の状況から見ると、決して安心

しているわけではないですが、安吉橋の水位辺りは少し以前より安心できる状態

になっているのかなと。そういう中で、鵜川橋の水位、さらには上流の祖父川の

岡屋地先、あそこの水位は物すごく気にするところでございます。 

何回かそれぞれ要望しながら、小口から薬師、鵜川、あっこの曲がっていると

ころの堆積土を除去することによって、本当に目に見えるような形で水位の上昇

が抑えられたとかいうのも実感をしておるところでございまして、以前からそう

いう意味では、言い方はあれですけど、要望していかなあきませんねんけど、３

年に一遍は特に堆積土をならすとか、上げるとか、こういったことをやっていか

なければならないかなということを思っているところでございます。 

町長が申しましたように、要望活動はどんどんやっていく必要があると思いま

すが、そういう中でそこの天井川の部分については何年に一遍、どこまで来たら

除去するということを恒常的に管理者として動いていただけるように、さらに積

極的に要望していくことが我々も安心させていただきますので、しっかりとそう

いったことに取り組んでいきたいと思います。 

○議長（小西久次） 若井政彦議員。 

○３番（若井政彦） 本当に前向きなお答えをいただいて、ありがたいなというふ

うに思っております。 

線状降水帯が、この間からの全国各地を見てても同じところで何回も起こって

いるとか、そんなこともございますし、天井河川でなく平地河川でも、平野部の

河川も増水してしまうという状況でございますので、ましてや天井河川ならすぐ

にそういうことになってしまうというふうなことでございますので、この点はや

っぱり重大な、先ほど町長が言われました国道の話もございますけれども、河川

も道路もやっぱり重大なインフラということで考えていただければありがたいか

なというふうに思っています。 

本当にたまたま今まで偶然にも災害が起こらなかったということなのかもしれ

ません。この繰り返しで今日まで来ているというふうなことも考えられますので、

この繰り返している間に致命的なことにならんようにやっぱり手だてを打つ、準

備をしておく、そういったことで一つお願いをしたいなというふうに思っていま

す。 

体の病気やったら、そういうようなものと一緒やと思うんです。ちょっとやば

いなと思えば早く処置をすると、こういうことだと思いますので、そういった意
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味で、改めて３年に１回とか言わず、本当に毎年でも、そういったＴランク河川

としていろいろやっていただいていますが、しゅんせつなりのそういった予算措

置も県のほうにしていただくように、改めて要請をしておきたいなというふうに

思います。 

この件についてはこれで終わりたいと思います。 

○議長（小西久次） 次の質問に移ってください。 

○３番（若井政彦） それでは、２問目でございます。 

改めて問う、物価高騰対策は。 

先の第２回定例会においても質問をいたしましたが、一向に好転の兆しがない

物価高騰の状況は、町民の暮らしを一層厳しくしています。 

先の答弁では、「現時点では対策を実施する考えはない。町民の暮らしを守る

ため必要と判断したときにはしっかりと対策を行いたい」ということでありまし

た。 

今、そのときではないのかなというふうに考えます。町の考えを伺います。 

○議長（小西久次） 町田総務課長。 

○総務課長（町田啓司） 若井政彦議員の「改めて問う、物価高騰対策は」の御質

問にお答えいたします。 

議員御指摘のとおり物価高騰の状況は好転の兆しがなく、９月からの食料品の

値上げは１，４００品目を超えると報道されており、町民の皆様の中には、日々

の生活に不安を感じている方もいらっしゃることと思います。 

町においては、町民の皆様の安心で安定した暮らしに資するための取組として、

当初予算において、子どもの医療費無償化に約５，８００万円、義務教育である

小学校及び中学校の学校給食の無償化等に約５，２００万円、小中だけでなく、

こども園も含めた学校給食の物価高騰対策分として約７００万円等を計上してい

ます。 

また、６月の補正予算においては、令和６年分の所得税を定額減税し切れなか

った人に調整給付金を給付するための予算として６，２００万円を計上する等、

既に国や県の制度も活用しながら、町民の皆様の暮らしを守るために取り組んで

きたところでございます。 

これらの取組に加え、さらに町単独事業で対策を行うとすれば、予算額が限ら

れることから効果的なものとなりにくいと考えており、国の制度等を活用し国の

対策と合わせて効果的な取組ができないかと考えております。 
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こうしたことから、町民の皆様の状況はもちろんのこと、国の動向をしっかり

と注視してまいりたいと考えています。 

以上、若井議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 若井政彦議員。 

○３番（若井政彦） 回答から見てますと、今、実施はなかなか考えていないとい

うことかなというふうに思います。 

本当に食べないわけにはいかないということで、食費がどんどん上がっていく

ということで、本当に蓄えを切り崩しながら、食べるために家計をきしませてい

くみたいな、そんな状況になっているんだろうなというふうに思っています。本

当に生活の困窮っていうのは周囲からはなかなか分かりにくいものなんですが、

実際は相当厳しいものがあるんじゃないかなというふうなことも思っています。 

そういうところから、国もいろいろなことを言ってましたけれども、なかなか

この前の参議院選挙以降、混迷して混とんとしてますので大変な状況ではありま

す。 

その政権、政党が選挙の反省からしたことが、国民に寄り添えていなかった、

国民の声を受け止めていなかったと、こんな反省を言われてますが、やっぱりこ

んな状況、１万人の町民を預かる末端竜王町行政としては、そうであっては困る

というふうに思いますし、そうでないと信じたいと思います。 

そういう意味から、必要と判断するときとは具体的にどういうときになるのか、

具体的に聞かせていただきたいなというふうに思います。町長、聞かせてくださ

い。 

○議長（小西久次） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 若井議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 

大変難しい課題だと認識しておりまして、私も今回、６月、９月、もう一つ言

えば１２月と、こういう中で補正予算を編成するに当たって、今問題提起いただ

いた項目については、実はどうすべきかという悩みを持って、町民の皆さんの御

意見というか状況を少しよくウォッチというか拝見して、やはり有効な施策でお

役に立つように考えていかなきゃいけないというふうに考えていまして、今回、

いろいろと私も商工会だとか、いわゆる農業をやっておられる方々等の意見も聴

かせていただいたりして、少しお米の今の価格だとか、もちろんこれお米につい

ては農業のいろんな資材だとか肥料とかそんなのが上がってますから、コスト的

にも上がっているんですけど、今、販売価格が少し上がってきたというような背
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景もあるんですけど、我々も今回、この物価高以前にコロナの対策で随分、それ

ぞれ支援するところは支援してきたつもりであります。そういう中で農業につい

ても資材費の高騰とか、これも国のいろんな施策と併せて過去やってきたことが

ございますので、今回についてはもう少し様子を見たいなと。 

あわせて、国がいろいろ考えている政策との整合性というか、滋賀県だから、

竜王町だからこういう支援をすべきだという特色ももちろんあると思いますので、

そういうものも考えながら政策を決めていきたいというのが今の私の思いでござ

います。 

いつなんだということからいえば、国がもう少ししっかりしてもらわな困ると

私は本当は思っているんですね。選挙でいいかげんなことを言って、食料品の消

費税ゼロだとか言っておきながら、またガソリンの問題も言っておきながら、皆

さんの期待に十分応えていないということもありますので、本当に本来的にいえ

ば、この竜王町がもっと産業的にもいろんな意味で発展をする中で、しっかり支

援をすべきところをしていこうというのが基本的な考え方ですけれども、改めて

もう一度、今から１２月の年末にかけて少しいろんな分野のヒアリングもしてい

きたいなと思います。 

県内の状況を見ても、今、経済的な支援を具体的にやっているのは東近江のプ

レミアム商品券とか一部ありますけれども、ちょっと今は休止しているのは、や

っぱり県の政策とか、また国のそういう政策と併せて効果的にやらないと、竜王

町だけというのでは少しパワーがないんだろうという気もしますので、もう少し

時間をかけさせていただきたい。 

今回の議会でもそうですけど、議員の皆さんがやはり同じ地域の中で、やっぱ

りここは少しバックアップしてあげないとあかんよというようなことがあれば、

またぜひ教えてほしいなと。そういうものも合わせて１２月なのか、３月なのか

って、ちょっとそこも考えながら、それと必要なバックアップが何なんだという

ことも含めて、少し考えていきたいなと思っています。 

今、中心核整備に相当力を入れてやってますので、全体的なそういう税収をど

こに配分していくのかっていう問題も含めて考えながら進めてまいりたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいなというふうに思っています。 

以上です。 

○議長（小西久次） 若井政彦議員。 

○３番（若井政彦） 前回の現時点では考えがないというところから、一歩考えて
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いきたいという、前進した答えをいただいたというふうに思いますので、ぜひと

もよろしくお願いしたいなというふうに思います。 

この件についてはこれで終わります。 

○議長（小西久次） 次の質問に移ってください。 

○３番（若井政彦） それでは、第３問目になります。 

中心核整備計画の見直しは。 

交流・文教ゾーン整備のスケジュール並びに事業費の見直しにより、事業費規

模が当初の約５５億円から１００億円超えの２倍近くとなることが明らかになり

ました。しかし、今後の予定建設施設の規模や構造など現時点では明確なものは

なく、今後も事業費がさらに膨らむことが想定されます。 

交流・文教ゾーンに加え居住ゾーン、複合ゾーンを含めての中心核整備であり

ますが、初期の計画と現実との乖離が大きいというふうに感じます。さらに青天

井のように事業費規模が際限なく膨れ上がるなら、町民の中心核整備計画への不

安と危惧は計り知れず、不信感すら醸成されるのではないかと思慮するところで

あります。 

中でも、予定されているコミュニティセンターについては、その必要性につい

て地域住民から疑義も示唆されているところでもあります。コミュニティセンタ

ーの取りやめ、居住ゾーンや複合ゾーンの在り方も含め、計画を見直すべきでは

ないかと考えますが、いかがですか。考えを伺います。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 若井政彦議員の「中心核整備計画の見直しは」の御

質問にお答えいたします。 

具体的なお答えに入る前に、総事業費について御説明させていただきます。 

去る８月に開催いたしました「まちづくり住民懇談会」において、中心核整備

に関する御意見をいただいたところですが、総事業費について、当初の概算費用

である５５億円から、具体的な設計等が進み令和６年３月時点で精査した費用は

８３億円でありましたが、昨今の物価高騰、施設整備の見直し、これまでの整備

費用を計上したところ、１０１億円として説明させていただきました。 

いずれも現時点の数字であり、今後も住民の皆様にはその都度説明すること、

またこの事業費は余分な施設を整備しているわけではなく、施設更新の時期が重

なっているためであり、必要な施設を整備しているということを改めて御理解い

ただきたい旨、説明させていただきました。 
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御質問のコミュニティセンターについては、当初の計画になかった公民館機能

を付加することにしましたので、大きく変更となっております。 

現在の公民館の施設更新の検討を行ったところ、公民館を公民館として更新す

る場合の補助金がなく、財政的な見地から公民館の更新に課題が生じました。こ

れを解決するために、公民館機能を付加したコミュニティセンターを整備する方

向で見直しを行ったところです。新設のコミュニティセンターは、公民館機能の

付加と今後ますます厳しくなる自治会活動の支援等のためにも必要な施設となる

と考えております。 

整備に際しては、予算規模を十分に意識しながら、コミュニティセンターとし

て必要な機能、公民館として必要な機能を利用者等と共に検討する予定としてお

ります。 

複合ゾーンについては、既存住民さんが求めておられる商業施設や飲食店を誘

致するエリアであります。第六次竜王町総合計画の後期基本計画策定に向けて行

いました住民アンケートの中でも、竜王町コンパクトシティ化構想に期待するこ

との最上位は「複合ゾーンと商業ゾーン」でありました。さらに、同様に行った

中学生アンケートでも、スーパーや飲食店などの生活利便施設を増やすことを多

くの生徒が望んでいることが分かりました。 

一方で居住ゾーンについては、これまで町内に求められてきました若者定住の

ためにも必要ですし、相関関係にある複合ゾーンを整備するためにも必要なゾー

ンであります。 

また、居住ゾーンと複合ゾーンの整備については、民間主導で開発を行ってい

ただく予定ですので、その規模や事業費については未定でありますが、民間開発

に伴い、町としても一定のインフラ整備が必要になることから、国からの補助金

を受けられるよう努めてまいります。 

いずれの施設やゾーンにいたしましても、これまでの町の課題解決のため必要

と考えておりますことから、基本的には計画どおり進めていく考えであります。

事業費等については毎年、議会で審議いただいている予算の中で執行してまいり

ますし、住民の方々へは広報紙などを通じて情報発信を行い、安心していただけ

るよう努めてまいります。 

以上、若井議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。会議時間を延長いたしますので、あ

らかじめ御了承願います。 
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若井政彦議員。 

○３番（若井政彦） コミュニティセンターについては本来、コミュニティセンタ

ーと公民館というものの考え方が多分基本的には違うというのは当然のことやと

思うんですが、生涯学習を目的にする公民館と地域交流とかまちづくりの拠点で

あるコミュニティセンターと、こういうことになろうというふうに思います。 

   実は、この質問について去年の第３回定例会でも質問させていただいています

が、そのときにコミュニティセンターは中間支援組織が活動するところやという

ふうな答弁があったというふうに思うんですが、どちらかというと地域コミュニ

ティの創造とか、そういったことが今課題になっていますから、そのことはどち

らかというとソフト事業やというふうに思うんですね、どちらかといえば。そう

いう意味であれば、別に建物がなくてもできるんじゃないかなというふうに考え

ますし、コミュニティセンターに公民館機能を持たせるというふうなことが言わ

れてましたけれども、いや、逆でしょうと。公民館の中でコミュニティセンター

機能を持たせると、これが通常じゃないかなというふうに思います。そういう意

味であれば、今の公民館でそのこともできるんじゃないかなというふうなことも

思います。これは私の考えですが。 

そういったことも含めて、地域の住民の方はコミュニティセンターは何すると

こや、要るんかと、こういうふうなことになってますので、そこがやっぱり住民

の皆さんの疑義が晴れないことにはなかなかしんどいんじゃないかなというふう

なことを思っています。 

もちろんこれについても、１０億円というふうな予算事業規模が出されてまし

たけれども、それで済むようには思えません。そういったことでは、やっぱりど

んどんどんどん事業費が膨らむことも予想されますので、そこではやっぱり住民

の不安は出てくるんじゃないかなと。 

先の質問に戻りますと、一方で物価が上がっていると、そういうふうにやっぱ

り住民の思いや目は行ってしまうのかなというふうなことを考えます。そういっ

た意味でコミュニティセンター、やっぱり十分検討し直す必要があるんじゃない

かなというふうに思っています。 

それと、居住ゾーン、複合ゾーンについては、なかなか今現在、進展が多分な

いんだというふうに思っています。フレンドマートの北側の複合ゾーンであれば、

さらにいつになるか分からないような状況になってます。これは、多分居住ゾー

ンでは需要がどうかなという問題が大きな問題になると思いますし、そのために
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は需要を増やすのにも複合ゾーンも居住ゾーンも一緒に考えていかないとなかな

か難しいんじゃないかなというふうなことを思います。 

複合ゾーンは一方で、都市計画法の絡みもさらに遅れるということになります。

そういった意味では、かなり住民の人にとったらどうなるんやと、不安でしかな

いということだと思います。 

私、中心核整備というのを、総合計画を見直しました。そしたら、将来にわた

り町の活力や魅力を維持するため、利便性が高く多様な交流を育む、こういった

ために交流・文教ゾーンや居住ゾーン、複合ゾーンを設けて整備していくんだと、

これが中心核整備だと。そして、既存集落や団地を維持しながら、この中心核と

を結ぶ交通道路、情報のネットワークを整備して、全体のバランスの取れた発展、

まちづくりをしていくんやと、これがコンパクトシティ化構想やと、こういうこ

とでありました。 

このコンパクトシティ化構想は、２０３０年の町の姿やと、こういうことであ

りました。あと５年です。複合ゾーンの都市計画法の絡みで言えば、１０年先か

も見当もつきません。コンパクトシティ化構想がどうなっていくのかな、こんな

不安さえあるところであります。 

そういった意味で再度、原点回帰とかよく言われますが、原点に立ち返りもう

一度やっぱり検討し直すべきじゃないかなと、こんなふうに思いますが、考え方

を伺います。 

○議長（小西久次） 西田町長。 

○町長（西田秀治） では、お答えを申し上げたいと思います。 

もともと今竜王町の抱えている課題というのをどう解決していくのか、からス

タートしたことでございます。今のままでいいのかって、ちょうど１０年前です

けど申し上げて、今のままでは駄目だわねと、やっぱりもっといい町をつくろう

じゃないかということで、皆さんの賛同をいただいて今の計画を進めているとこ

ろでございます。 

その間、本当にいろんな紆余曲折があります。我々としてはやはり教育施設、

特に今、竜王小学校はもう古くなってるし、教育環境は整備して次の世代の子ど

もたちに投資をして、そこで子どもたちが育ってと、こういう一つの意味もある

から、この中心核部分に学校を造ろうと。それも議会との約束でもう５年も１０

年も遅れているようなことを我々としては話としては聞いてますから、一日も早

く造ろうじゃないかということでこの計画をスタートさせ、中心核整備の部分を
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学校、学童保育所、それから公園、これをセットにして事業を進めて、クレーン

が立ち上がって工事が進んでいるというのが今の状況であります。 

それに加えて、我々としてはやはり住宅地が竜王町の一番大きな課題だろうと。

住む場所をつくらなきゃいけない。もちろん空き家もある、空き地もあるところ

もありますけれども、やっぱり外部から竜王の工業団地とか、またダイハツ工業

をはじめ、今既に町内で立地いただいている企業の皆さんにも住んでもらえる、

そのためにはやっぱり利便性の高いゾーンでないとなかなか住もうと思っていた

だけないというのがあるから、やはりこの地域に住宅地をつくる、そのためには

土地収用法を使って農地を転用させていただいて、今の姿にある。だから、これ

はセットなんでしっかり進めていきたいというふうに思っています。 

それから、複合ゾーンにせよ中心核全体にせよ、やっぱり人が集まらなければ

マーケットの需要も増えませんので、幾ら平和堂があり、次スーパーマーケット

とかいろんなものに来てほしいと言っても、ビジネスとしては成り立たないとこ

ろに人は、そういう事業は起こりませんので。だから、やっぱりその住宅地を中

心にこの一帯がもっと元気になって人が多く住んでということが必要だろうとい

うことで今、中心核整備を進めようとしている。 

御指摘のとおり、確かに商業ゾーンとか今の複合ゾーンのところの土地を、じ

ゃあこれどういう手法でいわゆる農地から転用するのかという課題はありますし、

計画はあるのかということがありますけど、それは今の学校だとか住宅地が一定

整備が進んできて、それで次のステップで今の複合ゾーンとかいうところを整備

していくというのが我々の考え方なので、今、３０年で一つの目標時期があると

すれば、それは遅れる可能性はあると思います。ただ、それがやっぱりこの町の

この中心核を中心とした地域全体の発展に不可欠であるということであれば、こ

れは時間をかけてでもじっくりやっていきたいというふうに思っているところで

ございます。 

それから、各集落とこの中心核との移動だとか、公共交通をしっかり整備して

いこうということだとか、いろんなバランスの取れた発展もしていきたいという

のが、これが全体の計画ですので、確かにその中でいろんな費用の増大ももちろ

ん起こっていますけれども、財政計画をしっかり見ながら、その範囲の中でしっ

かりと事業を進めていくということは大事にもちろんさせていただきますので、

その意味で、なぜこんなに大きな額になるのかと言ったら、要は、先ほどうちの

担当が申し上げたとおり、本来なら学校を造って、一定期間たってから公園を造
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ってと、一般的にはそういう事業展開が多いですよね。でも、それを何とかこれ、

まちづくりの一つのシンボルの部分ですから、まとめてやらなきゃいけないし、

ここについては逆に町民の皆さん、若い人たちからぜひやってほしいという強い

要望もあるので、そういう意味で事業はどうしても重なっているので額が膨れ上

がっているということもあるし。 

もちろん僕も近江八幡の小西市長なんかとも話をするけれども、あそこも市役

所もそうやし、安土に学校を造るという事業を進めています。だから、それも

我々もそうだけど、やっぱりやるべきときにやっとかないと、これまたずるずる、

じゃあもう一旦停止するかなんていうことになってしまったら、立ち上がるのに

物すごい力が要ると思います。だから、もちろん財政規律をしっかり守る大前提

の中で、我々としては創意工夫しながら事業を進めていきたいというのが思いで

すので、そこのところは議員の皆様にも心配をしていただいている部分があると

したら、理解をいただきながら一緒に進めていきたいなというふうに思っている

ところでございます。 

僕が最初の質問のときに申し上げたとおり、竜王町の財政というものを今後ど

うしていくのかという意味でいえば、今、大手企業を中心に、一時期ちょっと苦

戦もしましたけど、また一応固定資産税も含めた税収が増えてきていますし、令

和７年度決算が、今年度について見ればまた税収も増えていくだろうと。竜王で

工業団地も新しい事業所もできる、そういうもので税収を増やしながら、とはい

っても、そこで竜王町の企業誘致の場所は大体いっぱいになりましたので、であ

れば、新しい企業誘致用の土地の造成とか、そういう準備をしていこうと。それ

が将来の固定資産税等の、法人町民税もそうですけれども、バックグラウンドに

なるだろう、だから、それをしっかり詰めようとしているわけです。 

もう一つは短期的に、今おっしゃった物価高騰とか、そういうものも含めてい

わゆる費用が増大していますから、それを何とかリカバリーするのが、短期的に

は私は今考えられる手段としてはふるさと納税の活用だろうというふうに思って

いるので、それも一つの決め手として加工場を早く造って、今の生産規模を倍ぐ

らいにするぐらいのことをやっていかないと、今の財政計画をプラスに、大きく

貢献するのが厳しくなるので、そこをしっかりやっていきたいのが今の状況です

ので、決して楽ではありませんし、反対に厳しい我々としても仕事になってます

けれども、誰かがいつかやらなきゃいけない、だから今、職員に私は頑張ってや

ってくれと、将来の竜王のためだと言うて彼らに、本来なら行政サービスだけや
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ったらいいという時代もあったわけですよ。まちづくりってなるとほとんどやり

ようの余地もないという時代もあったんで。 

だから、本来からいうたらプラスアルファの仕事の部分も多くあるんですね。

だから、そういう意味では我々も頑張って、できるだけ今の事業を前に進めて、

これが将来の竜王の大きな宝になるようにしていきたいというような思いでござ

いますので、もちろん機会あるごとに、これ大丈夫か、あれ大丈夫かと心配いた

だいて、我々の応援もいただければ、また我々はそういう話を聞きながら、しっ

かりとまた足元を見ながらやっていったらいいと思います。 

公民館についても、おっしゃるように公民館にコミセン機能を付加するのか、

また逆なのか、それは考え方がいろいろあると思います。ただ、我々が言ってい

るのは公民館の建てる費用、これの国からの予算を取るためには、いわゆる今、

公民館では取れないんですね。だから、それをどう考えるかですけれども、実を

取るか、ある意味名前を取るかなんですけどね。だから、そこはまた町民の方々

にも丁寧に説明をして、機能的には公民館機能をしっかりと付加しながら、コミ

センという形で国との交渉を進めていきたいというのが今の我々の思いですので、

そこのところをまたいろいろ御理解いただけると同時に、またいろんな御意見が

あればお伝えいただけたらと思います。 

以上です。 

○議長（小西久次） 若井政彦議員。 

○３番（若井政彦） いろんな考え方もあるわけでございますけれども、特に公民

館の果たしてきた役割がすごく大きいというふうに思ってますし、公民館の立地

の優位性というのがやっぱりあると思いますので、そういった意味では一つ、検

討はいただくようにお願いしたいなというふうに思っています。 

それと、こういった中心核整備、今各ゾーンのいろんな取組が進んでますけれ

ども、これはコンパクトシティ化構想という目的があるわけなんですが、その手

段ですよね、今現在整備しているものは。その手段が目的にならないように、や

っぱり引き続き、後のまちづくりっていうのが大前提にありますので、そこにつ

いては十分考えてほしいなというふうに思いますし、併せて各ゾーンそれぞれそ

の当該地域も発展、まちづくりできる、活性化する、そういうことにつながらな

いといけないなというふうに思いますので、そういった青写真も含めて検討しな

がらその中心核整備っちゅうのを考えていただく、そのことを申し入れながら、

十分議会と協議をいただきたいなということを申し入れて、質問を終わりたいと
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思います。 

○議長（小西久次） 次に７番、澤田満夫議員の発言を許します。 

７番、澤田満夫議員。 

○７番（澤田満夫） 令和７年第３回定例会一般質問。７番、澤田満夫。 

行政の中心地としての景観と機能向上は。 

防災センターを含めた竜王町役場は、町の第一印象を左右する重要な場所であ

ります。実務的には、住民サービスの提供、地域経済の発展及び教育や文化活動

の支援等、地域住民の生活を支える拠点で、他市町の人を含め町内外からの人の

出入りが多いところであります。今では路線バスもこのエリアに入り、向かいに

は多くの町民が出入りする商業施設や金融及び医療機関が集積し、人の往来が多

く、文字どおりの町の中心部であります。 

しかし、町の顔としてのエリア内の県道小口川守線において、竜王町防災セン

ターの北側は待避所がなく、かつ車道も狭く、竜王町行政の中心地玄関としての

景観上、今の形状はふさわしくないと考えます。機能的においても、町道西通り

線と交わる交差点は、左折右折時でのバス等の対向車対応において、停止位置を

下げざるを得なく窮屈であります。 

そこで、次の点について伺います。 

１、町の行政ゾーンの玄関にふさわしい景観及び機能的にも整備すべく、防災

センター前も役場前と同様の形態にすべきではないか。 

２、折しも中心核整備が進められているこの時期、町では、当該沿線の竜王橋

の更新及び未歩道区間の整備を県に要望しているが、これに併せて追加の要望を

すべきではないか。 

３、初めて来庁される人が分かりやすく、目的地にたどり着けるよう、各施設

の案内板を更新すべきではないか。 

よろしくお願いします。 

○議長（小西久次） 中西建設計画課長。 

○建設計画課長（中西政也） 澤田満夫議員の「行政の中心地としての景観と機能

向上は」の御質問のうち、私から１点目及び２点目についてお答えいたします。 

県道小口川守線については、議員仰せのとおり、総合庁舎北側と防災センター

北側とでは車道幅員が異なり、町道西通り線との交差点に向け狭くなっています。

また、総合庁舎北側から惣四郎川に架かる竜王橋までの間についても、車道幅員

が狭くなっており、また、当該道路の北側歩道については一部未整備の区間があ
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ります。 

現在、道路管理者である滋賀県では、竜王橋の拡幅や歩道整備を含めた、竜王

橋付近の道路拡幅事業を進めていただいておりますが、防災センター北側につい

ては現時点において整備予定はありません。 

本町においても、当該路線は通学路でもあり、また商業施設等が隣接している

ことから、安全性や利便性が必要であると考えております。 

しかし、防災センター北側の車道幅員を拡幅する場合、町道西通り線との交差

点より西側、小口方面についても、一定の事業用地等が必要になってきます。こ

のことから、当該路線の全体的な計画を考慮し、防災センター北側部の拡幅につ

いては、必要性等を確認しつつ、県に相談してまいりますことを申し上げ、澤田

議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 町田総務課長。 

○総務課長（町田啓司） 澤田満夫議員の「行政の中心地としての景観と機能向上

は」の御質問のうち、私から３点目の御質問についてお答えいたします。 

議員御指摘のとおり、例えば保健センター前の県道小口川守線沿いにある「竜

王タウンセンター周辺案内図」と表示された案内板については、シルバーワーク

プラザの隣の既に駐車場となっている箇所がまだ「青年会館」と表示されていた

り、「福祉ステーション」という表示が残っていたりと、初めて来庁された方に

対して分かりやすい案内板とはなっていない状態です。 

一方で、総合庁舎東側と保健センターの間にある案内板のように既に総合庁舎

別館改修工事や総合庁舎１階事務室等改修工事に合わせて更新したものもござい

ます。 

まだ更新できていない案内板については今後、福祉ステーションの改修により

ふれあい相談発達支援センターを移転するとき等、順次更新していく方針として

おります。 

以上、澤田議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 澤田満夫議員。 

○７番（澤田満夫） 再質問をさせていただきます。 

今回答いただきました１から３の中で、３の案内板につきましては更新してい

くということで回答をいただきましたので、庁舎前にふさわしい案内板に整備し

ていただくよう、お願いをしたいというふうに思います。 

それから、１番、２番につきましては、この回答からは、当該路線の全体的な
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計画を考慮し、防災センターの北側云々と書かれてますけれども、私のタイトル

では、「行政の中心地としての景観」も明記しておりますので、これは当該路線

だけじゃなしに中心核、いわゆる交流・文教ゾーン、居住ゾーン、それから複合

ゾーンとともに行政ゾーンということで１画を占めますことから、この路線もさ

ることながら、中心核としてふさわしくするように問題提起をしているところで

ございまして、今後、県に相談してまいりますということでございますけれども、

相談から要望への変更をすべきではないかなと、これがまず１点でございます。 

それから、令和７年度の県への要望での回答では、県道小口川守線は、小学校

児童の通学路にあることから、交通安全対策として竜王橋の更新、そして未歩道

区間の整備をお願いしますということでされてありまして、それについてはいろ

いろ測量なり進捗されているということでございますので、さらにこの分をもう

少し要望を拡大すべき、今からでもできないかなということ、むしろ逆に、令和

７年度に要望したこと自体が、この防災センター前の部分はなぜ含まれていなか

ったのか疑問に思うところでございます。今からでもぜひこれは、相談してまい

りますじゃなしに、要望をしていくというようにすべきじゃないかなというふう

に思っております。 

今、竜王庁舎内では、町内の人はもちろん、県内・県外の皆さんから庁舎内に

出入りされます。この１０月５日には愛子内親王殿下もお越しになる。たくさん

の方がこの竜王町の庁舎の前ってこんな貧弱なんかなと思われないように、例え

ば日野では庁舎前に立派な道がありますし、昔の中主町でもそうです、立派な道

に整備されています。我々竜王町も、せっかくこの交流・文教ゾーン、居住ゾー

ン、そして複合ゾーン、それに合わせて行政ゾーンも全体を整備しようというこ

とでやってますので、ぜひその中にこの拡幅計画も含めるべきじゃないかなとい

うことで質問をさせていただきました。 

改めて御見解をいただきたいと思います。 

○議長（小西久次） 中西建設計画課長。 

○建設計画課長（中西政也） 澤田満夫議員の再質問にお答えをいたします。 

まず、「県に相談してまいります」という表現がいささかちょっと弱いんじゃ

ないかというようなニュアンスで御質問いただいたと認識します。少し言葉足ら

ずだったかも分かりませんが、意味としましては、要望することを念頭に相談し

てまいるという意味で申し上げているつもりでございます。 

といいますのは、なぜ「相談」という言葉を用いましたかといいますと、県に



- 176 - 

おかれては、道路整備に当たっては、既に御承知のとおり、道路整備アクション

プログラムという１０年計画を県はお持ちでございます。これについては、交差

点事業であれば、例えばですけれども１億円以上のものについては、明確に１０

年間で行うものを規定されております。 

今回の御要望のお話のあります内容につきましては、恐らくですが１億円は行

かないものということで、がちっと固められたアクションプログラムに乗らなく

ても施工いただける可能性があるという意味ですので、要望といいますと、もう

必ず乗せてくださいというニュアンス、強いメッセージ性もあるんですけれども、

そこは県と町行政との関係性という中において、まずはしっかり相談しその要望

化をしていきたいという、この下地づくりをしていきたいという意味で用いまし

たので、念頭には要望があるというふうに御理解いただければというふうに思い

ます。 

もう一つ、小口川守線という道路行政のような視点だけでなくて、中心核整備

の一つのインフラ、基軸道路になってくるわけですけれども、そういったところ

の視点でも考えられないのかというお話でございました。 

こちらについては、県のほうにおかれても、先ほどもありました竜王橋の拡幅、

あるいは歩道の整備、そしてこれも町事業になりますけれども、ラウンドアバウ

トという特殊な交差点の整備ということも含めまして、小口川守線全線とはいき

ませんけれども、綾戸の信号からこちらに来る方向に向かっては一定の整備、コ

ンパクトシティを意識した整備がされるということでございます。 

今申し上げたエッセンスにつきましては、また庁内の中心核整備課やそういっ

た課とも連携しながら、我々道路事業に携わる課としましても、一層取組を進め

ていきたいというふうに思いますので、お答えとさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（小西久次） 杼木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 再質問に私のほうからもコメントさせていただきたいと思

います。 

議員の今回の質問は、中心核整備がいよいよ進んでくる中で、その全体のゾー

ンの中の中心、行政の中心となる役場の周辺を、そのゾーンとしての景観を保つ

というか整備をしていく必要があると。確かに順次する中で大変大事なことかな

と思っておりますし、ある意味、町の玄関は名神やらいろいろ言いますけど、行

政の窓口は役場でございますので、そういった意味で町内外からお越しいただく
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方へのアプローチも含めて大事なことかなと思います。 

実は、平和堂ができたのが平成２３年でございますので、その数年前からその

周辺の道路整備とか、前は県道ですから土木と協議をしながら、もう古い竜王橋

ですけど、そういった調整をして図ってきたところでございます。その時点では、

平和堂オンリーと役場の関係性の中での県道の整備を一部拡幅したりをさせても

らったところですが、いよいよこういった形で中心核ゾーンとして整備をしてい

る中では、今現在はいわゆるＳ字の道路とか竜王橋ですか、小口川守線の橋につ

いてはしっかりと守りをしてきたところでございます。全体のもう少しグランド

デザインも含めて整理をしながら、おっしゃるように、せっかくどんどん要望し

ていってしてもらえたらありがたいのを要望しいひんだらいつできるか分かりま

せんので、やはり気になるところです。ちょうど今の防災センターとＪＡの信号

交差点についても少し気になるところでもございますし、防災センターと県道の

前の溝というか、あそこは昔の川ですけど、そういったところも気になるところ

でございますので、さっき担当課長が申しましたように、しっかりと町としても

具体の絵をもう少し頭に置きながら、さらにそのことが実行ができるか、実行で

きるように県のほうに要望等をさせていただきたいと思います。 

ただ、県のほうも予算がございますので、本当に今県のほうに御協力をいただ

きまして無理無理橋とかいろんなことを重点的に竜王のほうにつけていただいて

おりますので、そのことも頭に置きながらですけど、町の全体のデザインとして

やはりちょっと気になるところでございますし、しっかりと要請をさせていただ

きたいと思います。 

以上でございます。 

○７番（澤田満夫） ぜひよろしくお願いいたします。 

次の質問に移ります。 

豪雨対策調整池の平常時の活用方法は。 

町内では、産業用地や住宅用地などの整備が進むにつれ、豪雨対策として特定

のエリアに降る雨を一旦池にため、少しずつ川に放流し、川の増水や氾濫を防ぐ

ための調整池が整備されています。 

そこで、次の３点について伺います。 

１、町内にある豪雨対策としての主要な調整池の数と、調整池の個々の面積及

び町の管理の調整池は。 

２、一般的に調整池は、豪雨対策としての機能を発揮する日以外の日数は年間
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８～９割程度であり、活用の余地があると言われていますが、雨水調整以外の目

的でも活用されている調整池はあるのでしょうか。 

３、さらに調整池の整備が進む将来において、本来の役割に加え、平常時にお

いても地域の財産として新たな機能の付加を検討すべきではないでしょうか。 

○議長（小西久次） 中西建設計画課長。 

○建設計画課長（中西政也）  

澤田満夫議員の「豪雨対策調整池の平常時の活用方法は」の御質問にお答えい

たします。 

まず、１点目の御質問についてお答えします。 

調整池とは、開発事業に伴い河川流域の流出機構が変化して当該河川の流量を

著しく増加させる場合に、下流の河川改修に代わる洪水調整のための暫定的代替

手段として設置されるものであり、主要な調整池の数として、開発面積が１ヘク

タール以上を対象とした場合、約３０か所あり、そのうち町の管理調整池は４か

所となっております。また、調整池の面積は、開発面積や内容によって異なり、

約１００平方メートルのものから１ヘクタールを超えるものまで大小様々となっ

ております。 

次に、２点目の御質問についてお答えします。 

雨水調整以外の目的で活用されている調整池は、滋賀竜王工業団地造成の際に

整備された調整池を多目的広場として、非出水期である１１月１日から翌年５月

３１日までの間、地域住民及び町内企業へ勤務する方並びに本町来訪者が余暇時

間を快適に過ごせる場を提供し、もって地域の活性化及び地域住民の健康に寄与

することを目的として活用しております。 

最後に、３点目の御質問についてお答えします。 

調整池への新たな機能の付加への検討についてですが、調整池の本来機能であ

る洪水調節に影響のない範囲において、例えば、企業からの提案により駐車場や

広場など別の用途で有効活用されることにより、住民サービスや調整池の維持管

理が向上する場合は、検討してまいりたいと考えます。 

以上、澤田議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 澤田満夫議員。 

○７番（澤田満夫） 回答いただきました中でもう一度確認をしたいのが３点、お

願いしたいと思います。 

まず、町の管理、いわゆる町のコストがかかるところの調整池４か所となって
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おりますが、どこかということを教えていただきたい。 

それから２つ目は、滋賀竜王工業団地調整池におきまして、地域の活性化及び

地域住民の健康に寄与することを目的として活用しておりますと書かれてますが、

私今あそこ見てますけれども、ほとんど草が生えっ放しで、誰がどういうような

活用をされているのか、ちょっとお聞きしたい。 

それから３番目には、今後、企業からの提案があれば、駐車場や広場など別の

用途で有効活用されることにより、住民サービスや調整池の維持管理が向上する

場合は検討してまいりたいと考えますと言われてますけれども、これは企業とは

どういう企業なのか、進出企業なのか、あるいは不動産造成企業なのか。 

そしてもう一つは、企業からの受け身の姿勢でよいものなのか、あるいは行政

から提案すべきものであるべきではないのか。全国的にはいろいろな活用がされ

ています。駐車場はもちろん、あるいはスポーツ施設とか、あるいは介護・老人

ホームとかいろいろあるんですけれども、ただ竜王町に沿うような活用を行政の

ほうからも提案されるべきじゃないかなということで、この今の３つについて再

度お答えをいただきたいと思います。 

○議長（小西久次） 中西建設計画課長。 

○建設計画課長（中西政也） 澤田満夫議員の再質問にお答えをいたします。 

まず１つ目の、町管理である４つの調整池とはどれかというお話でございます

が、まず１つ目が、竜王町総合運動公園、ドラゴンハットがある運動公園の北側

にございます調整池が１つございます。２つ目が、道の駅かがみの里にございま

す調整池が２つ目でございます。３つ目、４つ目が、まさに滋賀竜王工業団地内

に２つございます。ちょうど総合運動公園の南側に１つありますのと、もう一つ

はこの工業団地の西側に１つあるということで、４つある状況でございます。 

２つ目の、工業団地のところのその利用実態、あるいは管理についてのお話で

ございます。この団地のところの調整池につきましては、この工業団地の費用で

組合が組織されておりまして、そちらのほうと協定を締結し管理をしていただい

ていると。実態としましては、シルバー人材センターにさらに委託され、当セン

ターにおいて管理を、草刈り等いただいているというふうになっております。 

この利用の実態についてですが、条例を定めておりますが、この非出水期を除

いてはオープンな広場としての利用の設定でございますので、事前の利用申請で

あるとか届出許可等については取扱いをしておりませんで、その具体的な利用実

態については把握していないのが実態でございます。 
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３つ目の、企業からの提案あるいはその利用という点でございますけれども、

ちょうど他の事例も我々も見させていただいておりますけれども、多く出てまい

りますのが、いわゆる都市部で土地のなかなか制約が多い、なかなか他の土地利

用というのが難しいとこにある調整池において、例えば一つの例で言いますと、

生活協同組合のようなところが一つ中継倉庫のような利用をされるということで、

毎月３０万円程度をその団体に借料として納付され、契約も何十年と、３０年と

か５０年にわたる契約をされると、こういった利用が紹介されております。こう

いったことがもし本町で期待できるのであれば、そういう利活用というのはあり

得るなというふうに思っております。 

そういったことで、受け身でよいのかというところのお話もありましたけれど

も、この点につきましては、一つ類似と言ったらあれですけれども、今定例会に

おきましても、補正予算で計上されておりますように、須惠の町有地の売却が決

まったと、それが収入にまた補正予算として計上されていると思います。あれに

つきましても普通財産の、調整池でないですけれども、通常の土地という中での

利活用というところで起こったものが結実したというふうに考えておりまして、

本町が所有しております普通財産はもとよりですが、こういった調整池について

も、さらなる住民サービスの向上になるような利活用、あるいは財産収入になる

ようなことっていうのは、この調整池のみならず、ほかのものについてもないか

というふうな視野も広げてやっていく必要があるのかなというふうに思います。 

そうしたところでは、調整池が有意義なその候補になるんであれば、受け身で

はなくて提案・公募型というふうなものも一つ取組としては考えていくべきとい

うふうに考えております。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 澤田満夫議員。 

○７番（澤田満夫） まず幾つも再質問もしたら時間が大分たちますけれども、滋

賀竜王工業団地の実例が分からないということなんですけれども、シルバーとか

あるいは進出企業に任せているということなんですけれども、こういうなのはや

っぱりしっかり把握していただいて、今後どういう活用していくかというのは、

町なりの考えをやっぱり整備すべきじゃないかなというふうに思います。一時、

サッカーで使用されていたことが１回ありました。それ以後は私も見たことのな

い、本当に今は草だらけになってしまっています。今となっては、オープンにし

た広場ということが町民の皆さん認識されていないような感じがしますので、改
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めてこういった工業団地の多目的広場の活用の方法を考えるべきじゃないかなと

いうふうに思っています。またこの話については後ほど、もう一つ発展したこと

を述べたいと思います。 

それから、利用できる都市のほうで、調整池を利用することは非常に例が多い

ということでございましたけれども、我々の竜王町は企業がたくさんありますか

ら、皆さんが想像できないような活用の仕方っていうのもあるかと思うんです。

今、産業用地が３か所ありますけれども、それの１か所がいろいろな取組を具体

的にされてますけれども、その中でもちろん調整池も出てきます。今後、そうい

った調整池の近隣には大きな会社もありますし、そこら辺とリンクさせて、その

調整池の活用ということもやっぱり今後考えていくべきかなと。ここまで言いま

したら、商工観光課長は御存じだと思いますけれども、ぜひ検討すべきじゃない

かなというふうに思います。 

それから、あと、こういった町の管理の調整池をこうして活用していくという

ことは、当然コストが不要になってきますから、ぜひやっぱりやってもらいたい

というふうに思います。 

先ほどちょっと言いましたけれども、これは本当に最近の新しいニュースを、

本当にどうなのか分かりませんけれども、得たところでございますけれども、滋

賀竜王工業団地のいわゆる多目的広場を活用できないかなというような話をちら

っと聞きました。そういった話が今後出てきたら、防災上、あと２割とか１割と

か、いつそういった豪雨とかが発生するか分かりませんから、いろいろ考えなく

てはならないことがあるかと思いますけれども、今後、ちょっと私言いましたけ

れども、そういうような利用したいという団体があれば活用させてもらえるのか

ということをちょっと確認したい。相談に乗っていただけるのか、確認したいと

思います。 

○議長（小西久次） 中西建設計画課長。 

○建設計画課長（中西政也） 澤田満夫議員の再々質問にお答えをいたしたいと思

います。 

特に竜王工業団地の多目的広場につきまして、利用の御相談をいただいた場合

に対応ができるのかという点でございますけれども、まずこの広場の位置づけに

つきましては、この条例で置いてますとおり、法的な位置づけで申し上げますと、

地方自治法上の行政財産というような位置づけになります。したがって、この財

産については条例をもって設置をし管理をするというような位置づけでございま
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すので、この条例に規定されている内容において利用ができるという、今日現在

ではそういうルールになっております。 

その行政財産の貸付け、あるいは、譲渡っていうのはちょっとできないんです

けれども、普通財産化すればできなくもないんですけれども、こういった具体的

なお話の中で、ただ、あくまで大前提は調整池でございますので、その調整池の

機能を確保しつつそういうふうな弾力的な、かつ住民サービスとか管理の提言に

つながるような利用内容と認められるものであれば、こういった条例を改正する

中で検討していける余地はあるというふうには思います。 

ただ、本町でもなかなか初めてのことでもございますし、県内でもなかなか例

はないのかなというのが実態でございますので、十分その点は先行自治体のノウ

ハウとかも吸収しながら検討ができればなというふうに思います。 

つきましては、もし具体的なお話がございましたら、また一旦御相談をいただ

きまして、それが実現できるのかどうかをまた検討させていただきたいというふ

うに思います。 

以上、澤田満夫議員への再々質問についての御回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 杼木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 澤田議員の調整池の利活用の件で、担当課長が申し上げた

通りでございます。条例というのも今後いろいろ見直すということもあるかと思

いますが、一番肝心なことは、担当課長が言いましたように調整機能を常に持っ

ていなければならないということと、１１月１日から５月３１日までの間しか使

えない、それ以外はいつ雨が降っていつ何が起きるか分かりませんので、その間

しか使えないというのが大前提になりますので、御要望の方がそれでもええわと

言わはるのか、そこがちょっと大きな話になるのかなと思いますので、御理解の

ほう、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（小西久次） 次に９番、内山英作議員の発言を許します。 

   ９番、内山英作議員。 

○９番（内山英作） 最後でございます。よろしくお願いします。 

万博のパビリオン、９時間近く並んだという感じでございます。やっと入られ

るということで喜んでおります。 

令和７年第３回定例会一般質問。９番、内山英作。 

地域交通の充実で目指す暮らしは。 

滋賀県は昨年度より、滋賀地域交通ビジョンのアクションプランとなる「滋賀
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地域交通計画」の策定に着手されています。 

先日、「未来アイデア会議」第３回滋賀地域交通ワークショップに参加しまし

た。その中で、本町が位置する東近江地域は、「自家用車やボランティア輸送等

で移動する暮らし」が主となる地域として、地域の特徴である現状と課題及び目

指す将来像がそれぞれ何点か挙げられていました。もちろん、本町もこの現状と

課題に多く当てはまります。 

そこで、次の点をお伺いします。 

１、本町が含まれている東近江地域の地域交通の現状と課題について。 

２、この課題に対して、本町が目指す将来像について。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 内山英作議員の「地域交通の充実で目指す暮らしは」

の御質問にお答えいたします。 

滋賀県では、滋賀地域交通計画策定に向けてワークショップやフォーラムを実

施されております。 

第３回のワークショップでは、竜王町からも数名の方に御参加いただきました。

その方が、チョイソコりゅうおう等の本町の取組や実情をほかの参加者へ紹介さ

れると、他の自治体の参加者から羨ましがられる場面もございました。 

また、ワークショップは大津と彦根の２会場であったのですが、いずれも三日

月知事が最初から最後まで参加され、参加者から地域の実情を聞き取ったり、意

見をお聞きしたりされていました。この中で、チョイソコりゅうおうについても

知事自らが参加者へ好事例として紹介していただきました。 

さて、御質問の１点目の、本町が含まれる東近江地域の地域交通の現状と課題

ですが、当日の滋賀県の資料であります令和６年度に開催されたワークショップ

の取りまとめによりますと、「遅くなると帰りの便がないため、通勤や遠出の外

出に公共交通を使えない」、「子どもの学校や塾への送迎が負担」、「運賃が高

く利用しづらい」、「福祉有償運送も利用を断られることがある」、「税負担を

増やしてまで利便性向上は求めていない」などの意見がありました。 

なお、本町が令和６年３月に策定いたしました「竜王町地域公共交通計画」の

中での課題内容としても反映されたものとなっております。 

次に、２点目のこの課題に対して本町が目指す将来像についてですが、「竜王

町地域公共交通計画」では、基本方針を「移動したい人の移動目的に合った持続

可能な移動手段の確保」としております。具体的に目指す交通ネットワークは、
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本町と他市町との連絡を担う「地域間移動である路線バス」と、主に町内移動を

支える「地域内移動であるチョイソコりゅうおう」と、多くの町民の暮らしを支

える「自由移動であるマイカー、タクシー、福祉有償運送」の３つを、おのおの

の維持・確保・充実を図ることとしております。 

この将来像も、滋賀県が骨子案で示されている本町を含むエリアの将来の地域

交通の姿と同様でありますので、今後も県と役割分担しながら持続可能な公共交

通の構築に努めます。 

以上、内山議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 内山英作議員。 

○９番（内山英作） 先ほども申し上げましたけども、第３回のワークショップに

参加させていただきまして、答弁にもありますけれども、知事自らが、八つか九

つグループがあって、順番にずっとそのグループの中に入られて参加者の方と意

見交換をされ、また地域の実態等について聞いておられました。それからまた全

体のまとめとして知事の考え等も発表されておられまして、滋賀県の交通の実態

について多くのことを学ばせていただきました。本当に参考になったと思ってお

ります。 

   そういった中で、答弁でも今申し上げましたけども、竜王町ではチョイソコり

ゅうおうを５年ほど前から活動していただいてますけれども、知事が好事例とい

うことでＰＲしていただいたことは、本当にうれしく思っております。 

   それから、県の当日頂いた資料の中で、ここにも書いてますけれども、竜王町

を含む東近江地域は、自家用車やボランティア輸送等で移動する暮らしというこ

とでまとめてありますけども、答弁にもありましたけども、確認ということで、

現状と課題ということで、どういったことかといいますとこの地域は、自家用車

の運転が難しくなった人が生活利便性の高い地域へ流出しておられる方もおられ

るということ、それから、路線網が脆弱で運行間隔が広い、２時間に１本とか３

時間１本という感じのところもあるということで、そしてまた、始発時刻が遅く

最終時刻が早いなどの理由から、公共交通が実用に耐えない、それからまた高齢

化が進行しておりまして、これはほかの地域でもあるんですけども、停留所まで

の徒歩移動が難しい層が増加しているということ。それから、民間での移動支援

活動が実施されている地域もあるが、こういった実施されている事業所等のノウ

ハウの共有や行政からの支援が不足しているということでＰＲが不足していると

いう、こういった現状と課題があるということを当日お聞きしました。 
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それから関連しまして、９月４日の滋賀市民新聞というところに載ってたんで

すけど、第５８回の滋賀県政世論調査というのが、毎年やっておられるというこ

とで、滋賀県の不満度の高い分野で公共交通の整備への不満が１５年連続１位で

あるということで、滋賀県の大きな特徴だということが書いてございました。 

そういったことで、こういった現状と課題がある中で、全体としてこの課題に

対する今後をどのように考えておられるかということで、３点ほど質問させてい

ただきます。 

こういった研修等で学ばせていただきましたことで、竜王町、その周りの市町

とのやっぱり連携の大切さということを学ばせていただきました。ということで、

県もこういった未来会議を立ち上げておられまして、今後１２月にフォーラムを

開催されるということで、今までの３回のワークショップのまとめをされるよう

なことを聞いております。日が合えば出席したいなというふうに思っております。 

県や近隣市町のこういったところと今後協議、連絡調整ができないかというこ

とで、ぜひ今度、今申し上げました県の未来会議で町の方も出席いただいて、県

内での課題を共有していただきたいと思います。また、こういった未来会議とか、

県のほうへ竜王町の現状を、伝えていただいていると思いますけども、改めて伝

えていただきまして、この未来会議の中で竜王町の課題になっていることを訴え

ていただきたいと思いますけども、その辺がまず１点です。 

それから、各団体や事業所での利用者増加に向かって努力をされていることも、

これも大事でございます。 

最近、近江鉄道で高齢者に対する利用者を増やすということで、大判手形とい

うのを新しく導入しまして、１回１００円で乗られるような制度を導入されたと

いうことを聞いております。それぞれの事業所で導入されております。 

それから、チョイソコにつきましても、チョイソコと路線バスとの連携という

ことで、何か所かはうまく連携ができてるんですけども、もう少しその連携の箇

所数を増やしてもらえないかというふうに思ってますけれども、その辺はどのよ

うにお考えか、２つ目にお聞きしたいと思います。 

それから、前から言ってるんですけれども、これ規制緩和の関係で、福祉有償

運送協議会での利用対象者の拡大に対して、こういった例えば、この滋賀の未来

会議の中でも出ておりますけれども、免許証返納者で急に支援がなくなった方に

対して少しでも対応ができるように、そういった働きかけをやっぱり何回もして

いくというのが大事ですので、その辺はどのように考えておられますでしょうか。 
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この３点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 内山議員の再質問にお答えさせていただきます。 

第３回目のワークショップで内山議員がもらわれた資料はこちらやと思います。

滋賀県を大きく赤と黄色と緑に大別にしている表です。竜王町が全て緑とか竜王

町が全て黄色とかいう話ではなくて、駅周辺は赤、駅からちょっと離れたところ

は黄色、山間部が緑ということで色分けがされています。竜王町は緑と言われま

したが、例えば黄色のところ、駅の周辺の黄色い部分の現状と課題を見ますと、

「工業団地等企業集積地の近辺において交通渋滞が発生」、また「マイカー志向

が強く、公共交通への転換が選択されない」、「家族の通勤・通学、私用のため

の送迎が負担」。まさにこの黄色い部分の現状と課題が竜王町の課題かなと思い

ますので、緑の課題を今おっしゃいましたが、竜王町は黄色に近いのかなという

ふうに考えております。 

その中で、１点目の御質問と２点目の御質問について、私のほうからお答えさ

せていただきます。 

１点目の、周辺との連携で１２月にもフォーラムがあるというところで、これ

までのフォーラムであったりワークショップも、私が出席したり係の者が出席し

たりしておりますので、実は明日もその活性化協議会の幹事会もございますし、

その計画に向けてのフォーラムについても出席の予定をしております。 

２点目の、事業所のそれぞれの工夫による、増加でいろいろ工夫をされている

というところで、チョイソコと路線バスの連携の箇所数、今のところ、タウンセ

ンターと８号線というか、西川の八幡との市境という２か所になっておりますが、

この２か所がハブになっている近江八幡駅に向かう現在の竜王町からの出口とい

いますか、ハブになる地点ですので、現在のところ２か所で運営をさせていただ

いているというのが現状でございます。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 内山議員の再質問の中で、３点目の福祉有償運送に

係る免許返納の方々へ、利用拡大のために働きかけをしたらどうかというお話で

ございました。 

免許返納の方々は毎年来られますので、今後チョイソコも含めて、福祉有償運

送に向けても利用拡大の働きかけを行ってまいりたいと考えております。 
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以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 次の質問に移ってください。 

○９番（内山英作） 令和７年第３回定例会一般質問。９番、内山英作。 

これからの自治組織のあり方は。 

２０２４年（令和６年）６月１９日、地方自治法改正により、「地域における

共助の仕組みを支える主体間の連携」と「地域コミュニティ活動の持続可能性向

上」を目的とした「公共私の連携」、そして、多様な主体が参画する「連携のプ

ラットホーム」創設の２点を含んだ、地域の多様な主体の連携及び協働の推進と

して、指定地域共同活動団体を市町村が指定できるようになりました。 

そこで、次の点についてお伺いします。 

１、指定地域共同活動団体とは何か。 

２、町が進めている「中間支援組織」の内容と現状はどうか。この指定地域共

同活動団体との関係はどうか。 

３、本町は今後、自治組織を活性化していく中で、この指定地域共同活動団体

の指定も考えているのか。 

お伺いします。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 内山英作議員の「これからの自治組織のあり方は」

の御質問にお答えいたします。 

１点目の「指定地域共同活動団体」とは、地域課題解決のため、多様な主体と

連携・協働する団体を市町村長が指定し支援する制度です。令和６年９月施行の

地方自治法改正により創設され、自治会のほか、ＮＰＯや企業も対象となり、市

町村は団体への業務委託や行政財産の貸付けが可能となります。 

次に２点目の、本町が進めております「中間支援組織」とこの「指定地域共同

活動団体」との関係はどうかの御質問と３点目の、この指定地域共同活動団体の

指定も考えているのかの御質問ですが、現在のところ、どの制度を活用するのか

の議論にまで至っておりません。まずは、「中間支援組織」をどのように立ち上

げていくのかが１つ目のハードルだと考えており、単なる行政の下請でなく、町

の課題を共有でき、行政と連携しながら主体的かつ継続的に取り組んでいただけ

る個人や団体をどうやって見いだしていけるのか、またはつくっていけるのかに

苦心しております。 

今後の検討の中で、メリットとデメリットを研究し、本町の目指すべき姿に寄
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与するのであればこの制度を活用する可能性もありますが、現時点ではまだ選択

肢の１つとして注視しております。 

以上、内山議員への回答といたします。 

○議長（小西久次） 内山英作議員。 

○９番（内山英作） 昨年、地方自治法の改正によりまして、新しい「指定地域共

同活動団体」という言葉が出てきましたけれども、その中で想定されている例と

しまして、地域運営組織とか、地域の住民が主体となって運営されているＮＰＯ

とか、それからまた複数の自治会等を構成員とする団体、例えば自治会連合会等、

こういった団体が自治法改正の中で指定団体の想定例として挙がっております。 

そこで現在、回答にもありましたけれども、中間支援組織の成立を目指して取

り組んでいただいておりますけれども、今のところ、主体的かつ継続的に取り組

んでいただける個人や団体をどうやって見いだしていけるのか、またはつくって

いけるのか苦心しておりますということでございますけれども、今現在のところ、

最終いつを目標に組織を立ち上げていかれるのか、そういっためどとかは立って

いるのかどうか、まず１点お伺いします。 

それから、参考例としまして高齢化が進んでいる長野県駒ケ根市、そこもこう

いった自治会の会員数が減少してきて、高齢化がどんどん進んで、活動の活性化

はどうしたらよいかということで悩んでおられて、ちょうど２年前の１２月から、

駒ケ根市の自治組織の在り方検討会というのを立ち上げて、今日まで七、八回の

委員会、それからフォーラム等を開いて、２年近くかかってそういった自治組織

の在り方をどうやっていくかということで検討されております。 

その中で、市長が最初の委員会の中で思いを言っておられるんですけれども、

どういったことかといいますと、途中は省きまして、防災であれ、様々な行動の

ときには、やはりこの地域のつながり、人と人との支え合いというのは不可欠で

あります。人はなかなか１人だけでは生きていけないものであります。こうした

つながりをこの時代の大きな節目に皆さんと一緒に考えて、そして新しい時代に

ふさわしい形で見直し、つくり変え、そして２０年、３０年、４０年たっても駒

ケ根市のコミュニティはしっかりあるんだという形を皆さんと共につくってまい

りたいと思いますということで思いを述べられて、ずっと何回か委員会をされて

きて、もうすぐまとまるということで聞いております。 

そこで町長に聞きたいんですけれども、これからの自治組織の在り方にどのよ

うな思いか、どういうふうに対応されていかれるのか、ちょっと思いをお聞きで
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きたらと思います。 

○議長（小西久次） 岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 内山議員の再質問の中で、指定地域共同活動団体制

度についてです。 

   総務省が出しておられる資料を見てても、まだ全国でも例が少なくて先進事例

を把握するにはなかなか材料が少ない中で、イメージとしてその総務省が書かれ

ておるのが、その市とかの保健センターの一室を活用して交流喫茶等を開催する

であったりとか、公園の維持管理や美化活動を一体的に実施するであったりとか、

こういったイメージがありますので、こういったものを参考にしながら先進事例

をこれからも模索していきたいなというふうに考えております。 

それから、１点目の御質問にありました中間支援組織の設立のめどというとこ

ろでございますけれども、どういった個人や団体が中間支援組織になるのか、ま

た、その中間支援組織を支えるといいますか、役場の中の庁内の体制を整えてい

く必要もありますので時間がかかっているというところで、なかなかめどという

のはいつまでにというのは明言できませんが、庁内の体制と組織の立ち上げと、

この２本柱で進めていきたいなというふうに考えております。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小西久次） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 内山議員さんの御質問に対してお答えしたいと思います。 

今、竜王町の大きな課題として、まちづくりってのはもちろんありますけれど

も、一方の大きな課題は、問題提起をしていただいた地域の自治組織の在り方を

どうしていくのかということだろうと私も認識をしています。それについては、

未来創造課を中心に庁内でも議論をし、いわゆるどういう組織対応が一番いいの

かっていうことを今議論しているというふうに理解をしています。 

もちろん我々も本当に日常的に感じますけれども、人口減少の中で若い人たち

が少なくなっていく中で、いろんな地域組織の維持もそうでしょうし、地域ごと

の例えば神社とか仏閣とかお寺とかいろんな、もしくはいろんな文化活動も含め

た、その点が弱くなってるので、これを何とか維持、またできれば回復をさせて

いきたいというのが今の思いでございますので、そこのところについてはもう少

し、これはもう数年かけて議論してるところですけれども、じゃあこれだってい

う妙案もなかなか難しいけれども、答えを出していきたいという思いで取り組ん

でますので、それについてはまた改めて機会を見ながら議会の中でも御報告でき
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るようにしていきたいなと、そういうふうに思っているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（小西久次） ここで、先ほどの「地域交通の充実で目指す暮らしは」とい

う再質問に対して、執行部のほうから訂正発言がございますので認めることにい

たします。 

   岩田未来創造課長。 

○未来創造課長（岩田宏之） 先ほどの「地域交通の充実で目指す暮らしは」の回

答の中で、福祉有償運送において、免許返納者の対応をする方向で私答えました

けれども、福祉有償運送については利用者に係る法的な縛りもありますことから、

現時点では難しいと考えます。 

ただ、免許を返納していただいた方々の利便性を確保するため、チョイソコり

ゅうおうの利用に支援を行うことについては検討していきたいと考えております

ので、修正をさせていただきます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（小西久次） これをもって一般質問を終結いたします。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後６時１３分 


